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令和５年度 沖縄県バレーボール協会 審判委員会 運営方針（案） 

 

 公益財団法人日本バレーボール協会 審判規則委員会の令和５年度指針を踏まえ、沖縄県

バレーボール協 会 審判委員会は、以下の５項目を運営方針とし諸事業を推進する。 

 

 １ 審判活動の企画運営  

（１） コンプライアンスを遵守して県内各種競技会でのレフェリー活動を積極的に支援し、競

技会の円滑な 運営を行う。  

 

２ 競技規則の理解と審判技術の研修  

（１）県内各種競技会において、選手・指導者を対象にルール及びルールの取扱いについて積

極的に説明を 行う。  

（２）県内及び県外各種講習会・研修会を活用し、レフェリーの審判技術の向上を図る。 

 

 ３ 公認審判員の養成及び派遣  

（１）各カテゴリー（小連、中体連、高体連、学連、実連、マスターズ連、ビーチ連、ママ連）での

レフェ リーの発掘、特に若手レフェリーの育成を図る。  

（２）子育て世代レフェリーが活動できる環境整備に努める。  

（３）Ｃ級審判員資格認定講習会、Ｂ級審判員資格取得審査会を実施し、公認審判員の拡大を

図る。  

（４）Ａ級資格取得審査講習会、Ｂ級審判員講習会受講者の推薦並びに支援を行う。  

（５）公益財団法人日本バレーボール協会 審判規則委員会「２０２２年度以降の審判員の指

導・育成体制」 に基づき、各カテゴリーからの推薦並びに支援を行う。  

（６）県内各種競技会への計画的な公認審判員の派遣実施、並びに九州地区競技会・全国競

技会への派遣審 判員の推薦を行う。  

（７）県外各種審判技術強化研修会等へ積極的に参加し、審判技術の向上を図る。  

 

４ 公認審判員の資格認定・更新  

（１）Ａ級審判員、Ａ級候補審判員、技術統計判定員の資格更新手続きを行う。  

（２）Ｂ級・Ｃ級審判員の資格認定を確実に実施し、登録を管理する。  

（３）名誉審判員の推薦を行う。  

 

５ 組織的かつ効率的な運営能力のある審判委員会を目指す。 
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審判委員長会議資料 

 

令和５年度 日本小学生バレーボール連盟  

審判委員会 活動方針 

 

 

 

1. 小学生に関わる審判員一人ひとりがコンプライアンスへの意識を高め、安全で 

安心な競技環境の整備に取り組めるよう努める。 

 

2. ６人制競技規則を熟知し、小学生規則への理解を図り、講習会等においては、 

正しいルールの取り扱いを伝達するとともに安定した判定基準づくりに取り組

む。 

 

3. 子育て世代や次世代レフェリーが活躍できる環境の整備に努める。また、協会

との連携を図りながら審判資格取得に向けた取り組みを計画的・継続的に推進

する。 

 

4. 指導者を対象にルールやその取り扱いについての周知を図り、ルール遵守の精

神を醸成する。また、コートオフィシャルの活動を通して選手のルールへの関

心を育み、フェアプレーの啓発に繋げていく。 

 

5. グリーンカードの継続的な活用を推進する。 

（Thank you プレーヤー・Thank you スタッフ・Thank you フェアプレー） 
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小学生バレーボール競技規則

競技の特性
本競技規則は，６人制バレーボール国際競技規則に準拠するが，リベロ（規則19）は

適用しない。また，次のような特性を持っている。

選手は，フロントやバックなどの位置による一切の制限を受けずに，自由に動いてプ

レーすることができる。

ボールをプレーするときは，ボールが身体の数箇所に連続して接触しても，それが１

つの動作中に生じたものであれば許される。

サービスは，それぞれのセットの初めに，チームごとに決められた順序に従って打ち，

サービス権が移行しても，位置のローテーションはしなくてもよい。

第１条 施設と用具
１ コートは16ｍ×８ｍの長方形で，センターラインの中心により，８×８ｍのコートに

２等分される。アタックラインの後端がセンターラインの中心から2.7ｍとなるように

引く。サービスゾーンはエンドラインの後方に位置する８ｍの幅を持つ区域である。

２ ネットの高さは2.00ｍとする。

３ ボールは，円周62～64㎝，重量200～220ｇの規格のものを用いる。

（注）

１ 小学生バレーボール競技規則ではバックプレーヤーのアタックヒットの反則はない

が，下記の理由により，アタックラインは省略しないで引き，フロントゾーンとバッ

クゾーンを区画する必要がある。

①選手交代ゾーンを区画するため。（競技規則1.4.3）

②アタックヒットでの制限（競技規則13.2.4）

相手チームのサービスしたボールがネット上端よりも完全に高くフロントゾーン

内にあるときはいかなる選手もアタックヒットを完了することは許されない。

③アタックヒットの反則（競技規則13.3.4）

相手チームのサービスしたボールがネット上端よりも完全に高くフロントゾーン

内にあるときに，選手がアタックヒットを完了したとき。

第２条 選手の番号
番号は，胸部が最小限10㎝，背部が最小限15㎝の高さのものを用いる。

（注）

１ ユニフォーム（ジャージ（シャツ））には，選手番号がユニフォームとはっきりと

区別できる対照的な色で，明確に表示されていなければならない。ルール上の問題が

なくても，識別が困難な色は避けるべきである。

２ 枠（縁取り）のみの番号は，認められない。
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第３条 チームのスターティングラインアップ
１ 監督は，各セットの開始前に，サービス順とスターティングラインアップを記入した

ラインアップシートに署名し，セカンドレフェリーまたはスコアラーに提出する。

２ サービス順は，選手の位置に関係なく決めることができるが，そのセットを通して変

更することはできない。

３ 交代選手のサービス順は，被交代選手の順位とする。

（注）

１ セット開始時，セカンドレフェリーはス

ターティングラインアップの選手をアタッ

クラインの中央からエンドラインに向かっ

て垂直に，記録席側を向かせてサービス順

に整列させる。

第４条 試合の進行
１ 試合は，サービス権を得たチームの最初のサーバーによって開始される。

２ サーバーによってボールが打たれた瞬間には，サーバーを除く両チームの選手は，そ

れぞれのコート内にいなければならない。

３ レシービングチームがラリーに勝ち，サービス権を得た場合は，サービス順に従い，

サービスを行う。

４ サービス順の誤りは反則となり，その間違いは直ちに訂正される。

５ 監督は，ラリー中，ベンチに座っていなければならない。

６ 選手の健康と安全に配慮し，テクニカルタイムアウトを用いる。第１セットおよび第

２セットでは，リードするチームが11点目に達したとき，第３セットでは，リードする

チームが８点目に達したときは，30秒間のテクニカルタイムアウトが自動的に適用され

る。

７ 第３セットでは，リードするチームが８点に達したときは，チームは直ちにコートチ

ェンジをする。

（注）

１ ルールブックに明記されてはいないが，小学生バレーボール競技規則の取り扱いと

して，小学生の試合ではサービス順の誤りが起こらないようにしている。

本来のサーバーではない選手がサービスを打つ準備をしているときは，スコアラー

からセカンドレフェリーを通じてサーバーの順番が誤っていることをチームに知らせ

正しい順番のサーバーに訂正してサービスを打たせる。ただし，この手続きは誤った

サーバーがサービスを打つ前にしか適用されない。実際にサービスを打ってしまった

場合は，６人制競技規則と同様に，サービスの反則となる。サービスを打たせるとこ

ろからやり直させることはない。

２ 監督がコートもしくはウォームアップエリアに近づく主たる目的は，選手に対して

必要な指示を与えるためであり，みだりに監督が立ち上がったりする行為を許容する

ものではない。過度に目的から逸脱した行為に対しては，競技規則（21 不法な行為

とその罰則）によって制裁が科される。監督を含めチーム役員が自然発生的に喜びを

表す表現として偶発的に立ち上がったりする行為は許容範囲である。しかし監督以外

のチーム役員や選手が毎回のように立ち上がったり，あるいはベンチから数歩前に出

たりする行為はルール違反である。また，監督がコート上の選手とハイタッチをした

り，跳んだり跳ねたり，相手を威嚇したりする行為などもルール違反となる。

３ 第３セットのテクニカルタイムアウトは，コートチェンジでファーストレフェリー

側の支柱外側を回ってきたチームの最後尾の選手がセカンドレフェリー側のサイドラ

インを通過した時点から30秒を計時する。
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第５条 得点を得て，セット・試合に勝つこと
１ セットは（第３セットを除き），最低２点をリードし，先に21点を得たチームが取る。

20－20の同点になった場合は，（22－20，23－21のように）２点のリードが得られるま

でプレーは続く。

セットカウントが１－１のタイになった場合には，第３セットは，最低２点をリード

し，15点になるまで続けられる。

２ 試合は，２セットを取ったチームがその試合の勝者となる。

（注）

１ 第３セットは，14－14の同点になった場合は，（17－15，18－16のように）２点の

リードが得られるまでプレーは続く。

第６条 ネット付近の選手
片方の足（両足）または片方の手（両手）がセンターラインを超えて相手コートに触

れても，侵入している片方の足（両足）または片方の手（両手）の一部がセンターライ

ンに接しているかその真上に残っていれば許される。他のいかなる身体の部分も相手コ

ートに触れることは許されない。

（注）

１ この場合の「足」はくるぶしより先，「手」は手首より先をひとつのかたまりと見

なして，その一部分でもセンターライン上（触れていなくてもよい）に残っていれば

反則とならない。

２ 相手コートに触れていなければ相手コート側空間に出ていても反則にならないが，

相手選手に触れるなど相手のプレーを妨害したと見なした場合は，インターフェアの

反則を適用する。

第７条 選手交代の制限
各チームは，１セットにつき12回までの選手交代が認められる。

（注）

１ セカンドレフェリーは記録を確認し，11回目と12回目の選手交代をファーストレフ

ェリーおよび監督に通告する。

２ 選手交代の手続きは，一般の試合と同様の取り扱いで行われる。ただし，小学生の

特性なども考慮し，レフェリーはチームの意向になるべく沿うようにする。（選手が

誰と交代するのか理解していない場合はセカンドレフェリーが監督に尋ねたり選手交

代ゾーンの手前で選手が立ち止まったらゾーンに入るように促したりするなど）

第８条 記録の方法
試合は，スコアシート記入法によって記録されるが，それぞれのセットのレシーブチ

ームも，スコアシートの「サービスのチェック欄」は，ローマ数字のⅠの１欄から記入

される。
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小学生バレーボール競技規則における

テクニカルタイムアウトの取り扱いについて

① 日本小学生バレーボール連盟及び各都道府県小学生連盟の関わる（主催，共催，主管

等）小学生のバレーボール大会において，「テクニカルタイムアウト（以下TTO）」

は，選手及びスタッフ（小学生）の健康管理のためのタイムアウトである。

② TTOが開始されたら，選手はベンチの外側の端に位置する（この時選手はベンチに着

席してもよい）。ベンチスタッフ（大人）は選手の健康観察を行い，不調が疑われる

選手には直ちに対応する。

※小学生の発達段階の特性として，自身の体調の変化に気付きにくいことや，体調が

悪くなっても自分から言い出すことが難しいことなどが考えられる。そのため，ベ

ンチスタッフ（大人）が積極的に選手の健康管理に気を配る必要がある。

※レフェリーは必要に応じて選手の体調についてベンチスタッフ（大人）に質問する

ことができ，不調が疑われる選手への対応を指示することができる。レフェリーか

ら選手の体調について質問があった場合は，正確に回答できるように準備しておく。

③ ベンチスタッフ（大人）は，選手及びスタッフ（小学生）全員が給水できるように準

備をする。

※給水の準備が必要な期間はWBGTなどの諸条件を考慮し，大会本部が決定してもよい

ものとする。また，給水の準備は必須であるが，給水を行うか否かの判断は選手本

人の意思による。

※ベンチにいる選手に給水やタオル等の準備を手伝わせてもよいが，これらの選手も

給水できる状態にしなければならない。

④ ベンチスタッフ（大人）が選手に話しかけるときは，ベンチスタッフ自身が規定の位

置に移動する。

⑤ TTO中は，ベンチスタッフ（大人）がフロアモッピングを行うことができる。
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公益財団法人日本バレーボール協会

審判規則委員会

令令和和５５年年度度日日本本小小学学生生ババレレーーボボーールル連連盟盟
審審判判資資料料

２２００２２３３年年度度  

６６ 人人 制制 審審 判判 関関 係係 資資 料料  

２２００２２３３年年２２月月１１２２日日
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令令和和５５年年度度 公公益益財財団団法法人人日日本本ババレレーーボボーールル協協会会

審審判判規規則則委委員員会会 指指針針

令和５年度審判規則委員会は、以下の５項目を指針とし、各事業を推進する。

１ 各ブロックと連携して、各種講習会や審判育成事業等を通して、次世代を担う若手

審判員の育成を努める。また、さらなるコンプアライアンスに関する意識向上を図

り、一人ひとりが主体的に取り組めるような指導の方法を確立する。

２ レフェリーは、国内競技会及び国際競技会をスムーズに運営するために必要な事前

講習会に参加してレフェリーとしての質の向上を図る。審判員の技術のレベルアッ

プがバレーボールの競技力向上になることを忘れてはならない。

３ 各種別において判定基準の統一を図り、安定した審判技術とメンタル面の強化に努

める。また、試合中の選手やチームスタッフの言動に対しては、バレーボールとし

てのインテグリティーが保てるようにルールを的確に適用し、公平・公正な競技運

営を行う。

４ 選手・指導者を対象に、ルール及び取扱いについての周知・徹底を図り、正しい理

解とルール遵守を醸成する。

５ 子育て世代のレフェリーが活躍できる環境整備を推進する。また、男女共同参画を

さらに進めるため、特に各カテゴリー・各都道府県にも女性審判員の活動の支援を

推進する。

指導部： １ Ａ級審判員にカテゴリーを設けた育成体制を推進し、映像等も有効に活

用し、より具体的な技術指導を行うことでレベルに応じスキルアップを目

指す。

２ 審判員の責務として、選手・指導者に対しルールはもとより、ルール

の改・修正点や取扱い等を正確に伝達しルールの理解を深め、スムーズ

な大会運営だけでなく競技力の向上に資する。

３ 各ブロックと連携をしながら、Ａ級審判員だけでなく幅広く公認審判員、

特に若手審判員の育成事業を実施し、裾野の拡大を図る。

４ 子育て世代のレフェリーについては、ライフスタイルに合わせ、安心し

て審判活動に取り組める環境整備を行うとともに強化事業を推進する。

規則部：見易く正確で分り易いルールブックの作成を目指し、４種別のケースブック

の編集を行う。６人制とビーチバレーボールは からの最新情報を収集し、

必要に応じて改正・修正を行う。また、９人制についても競技の活性化を図る

ために、親しみやすいバレーボールを目指し、そのルールの研究を進める。

登録部：ＪＶＡメンバー制度（ＭＲＳ）に従って、公認審判員のＭＲＳ登録の増加を目

指す。また、早期登録手続きの完了と公認審判員の現状把握を行うために、各

ブロック・都道府県との連携を図る。

以上
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ルルーールルのの改改正正点点・・修修正正点点ににつついいてて

２０２３年度のルールブックの編集にあたり、主な改正点・修正点について報告致します。

６６人人制制改改正正点点・・修修正正点点

本競技規則は，２０２１年１０月に より「ルールブック － 」としてホームページ

で公表されたものであり，２０２３年度はルールの改正はない。

本年度のルールブックも「英文併記」とし，『ケースブック』についてもケース番号に『ビデオ』と

記載した項目についてはインターネット上にサイトを作成し，ルールブック巻末にそのサイトの

URL と QR コードを掲載し FIVB の CASEBOOK の動画ビデオを見ることができるようにした。

以下が本年度の主な修正点である。

● 修正点

１．本文中ならびにスコアシートの「公式記録用紙」を「スコアシート」に表記変更した。

２．規則をより読み易くするため，単語訳や表記を見直し，字句を修正した。

３．ケースブックをより読み易く理解しやすいように表現を一部修正した。また，ケースブックで

使用されている用語についての説明も追加した。
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２０２３年２月１２日

『『２２００２２３３年年度度 レレフフェェリリーーのの目目標標とと６６人人制制のの重重点点指指導導項項目目』』

ＪＶＡ大会運営事業本部 審判規則委員会 指導部

１ 目 標

（１）競技規則の精神を理解し，論理的・実践的な知識を習得する。

（２）正しい判定をするための眼を養い，そのための基本的な動きや位置取りを研究し，審判技術の向

上に努める。

（３）多くの経験を通して，強いメンタルと人間性の醸成に努め，よりよいゲームマネージメントに繋

げる。

２ 重点指導項目

【ファーストレフェリー】
（１）最終判定について

・自ら判定を行う。ホイッスル後に，副審と必要なラインジャッジを確認し，最終判定を出す。
・責任を持って説明ができるよう，最終判定を行う。

（２）ハンドリング基準について
・基準および判定の仕方についての確認を行い，すべてのレフェリーが統一できるようにする。
・特に、試合を通しては統一して判定できるよう基準をもつ。

（３）不法な行為について
・参加競技者の不法な行為に対しては，毅然とした態度で競技規則を適用する。
・最終判定後，セカンドレフェリーと協働し，コートの状況を確認する。
・軽度な不法行為を繰り返すことがないために，早い段階でステージ１を与える。

【セカンドレフェリー】
（１）中断の要求およびベンチコントロールついて

・ワンラリー毎にベンチコントロールを行い，不法な行為や正規の中断の要求の有無を確認し，ス
ムーズなゲーム運営を行う。

・選手交代の手続きを十分理解し，複数の交代，両チーム同時のケースについてスムーズに行える
ようにする。

（２）不法な行為について
・最終判定後，ファーストレフェリーと協働しコートの状況を確認する。特に ネット際やベンチ
等でファーストレフェリーが気づかない不法な行為があればファーストレフェリーに伝える。

（３）ネット際の判定について
・選手がネット際でボールをプレーする動作中，ボールを追わずにネット際に目を残し判定をする。
・ペネトレーション等

（４）スコアシートの最終確認及び試合中のスコアラーのコントロール・不測の事態の際の手順の確認

【【ススココアアララーー】】
サービス順の確認，得点の確認をしながら，正確に記録をつける。疑わしいときは試合を止め，ア
シスタントスコアラー等に確認をしてミスの無いようにする。
（ＪＶＩＭＳがある場合は，その情報も参考にする）

【【アアシシススタタンントトススココアアララーー】】

（１）不法なリベロリプレイスメントがあれば，サービス許可のホイッスルのあと，ただちにブザーを

鳴らす。

（２）スコアーボードの得点が正しいか確認する。
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２２００２２３３，，２２，，１１１１

【【１１】】 競競技技参参加加者者のの行行為為にに関関すするる事事項項

ススポポーーツツママンンににふふささわわししいい行行為為

競技参加者は，公式バレーボール規則に通じていなければならない。また，それを忠実

に守らなければいけない。

フフェェアアププレレーー

競技参加者は，レフェリーだけでなく，他の役員，相手チーム，チームメイト，さらに

観衆に対しても，フェアプレーの精神で敬意を示し，礼儀正しく行動しなければならない。

２２００２２３３年年度度 人人制制ルルーールルのの取取りり扱扱いいににつついいてて

（（注注））

１１ フファァーースストトレレフフェェリリーーのの判判定定にに対対すするるゲゲーームムキキャャププテテンンのの質質問問はは受受けけ入入れれるるがが，，そそのの内内容容

ががルルーールルのの取取りり扱扱いい等等にに関関すするる質質問問ででははななくく，，判判定定にに対対すするる抗抗議議やや意意見見をを述述べべるる等等のの場場合合

ややゲゲーームムキキャャププテテンン以以外外のの選選手手がが質質問問にに来来たた場場合合はは，，拒拒否否すするる。。

２２ 競競技技参参加加者者がが，，規規則則 にに反反ししたた場場合合，，警警告告がが与与ええらられれるる。。繰繰りり返返ししたた場場合合はは，，ペペナナルルテテ

ィィがが科科せせらられれるる。。

３３ 競競技技参参加加者者がが，，レレフフェェリリーーにに向向かかっってて判判定定にに対対ししてて執執拗拗にに抗抗議議すするるよよううなな態態度度ををととっったた場場

合合，，警警告告がが与与ええらられれるる。。繰繰りり返返ししたた場場合合はは，，ペペナナルルテティィがが科科せせらられれるる。。

【【主主ににスステテーージジ にに該該当当すするるケケーースス】】

①①フファァーースストトレレフフェェリリーーがが最最終終判判定定をを出出ししたた後後ににももレレフフェェリリーーにに不不満満をを示示すす態態度度やや言言葉葉

をを発発ししたた場場合合。。

②②フファァーースストトレレフフェェリリーーががゲゲーームムキキャャププテテンンのの質質問問にに答答ええたた後後ににもも，，ささららにに論論争争をを長長引引かか

せせるるよよううににししたた場場合合。。

③③規規則則のの適適用用やや解解釈釈ででなないい内内容容のの質質問問がが，，ゲゲーームムキキャャププテテンンかからら繰繰りり返返さされれたた場場合合。。

④④一一度度指指導導さされれてていいるるののにに，，再再びびゲゲーームムキキャャププテテンン以以外外のの選選手手がが判判定定にに対対ししてて質質問問ををししたた

場場合合。。

⑤⑤ネネッットト越越ししにに相相手手のの選選手手ななどどにに対対ししてて，，ガガッッツツポポーーズズ等等牽牽制制すするる行行為為ななどどががああっったた場場

合合。。

【【主主ににスステテーージジ にに該該当当すするるケケーースス（（直直接接イイエエロローーカカーードドをを出出すすケケーースス））】】

①①フファァーースストトレレフフェェリリーー，，セセカカンンドドレレフフェェリリーーややラライインンジジャャッッジジのの判判定定にに対対ししてて抗抗議議やや不不

服服的的なな態態度度をを必必要要以以上上にに示示ししたた場場合合。。

②②フファァーースストトレレフフェェリリーー，，セセカカンンドドレレフフェェリリーーややラライインンジジャャッッジジのの判判定定にに対対ししてて，，ベベンンチチ

ススタタッッフフやや控控ええのの選選手手ががベベンンチチかからら飛飛びび出出ししてて判判定定にに異異議議をを訴訴ええたた場場合合。。

４４ 監監督督ががセセカカンンドドレレフフェェリリーーややススココアアララーーにに話話ししかかけけるるここととががででききるるののはは，，リリベベロロのの再再指指名名

のの時時やや得得点点がが正正ししくくなないい時時ななどどのの声声かかけけ程程度度ののももののでであありり，，説説明明をを求求めめたたりり，，長長くく話話ししかか

けけるるよよううななここととははででききなないい。。

５５ 試試合合終終了了後後，，監監督督・・フファァーースストトレレフフェェリリーー・・セセカカンンドドレレフフェェリリーーははフフェェアアププレレーーのの精精神神でで

おお互互いいにに「「握握手手」」をを交交わわすす。。
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【【２２】】 ププレレーーのの動動作作にに関関すするる事事項項

ヒヒッットトのの特特性性

ボールは，身体のどの部分で触れてもよい。

ボールをつかむこと，投げることは許されない。ボールはどの方向にはね返ってもよい。

ボボーールルををププレレーーすするるととききのの反反則則

フォアヒット：チームが返球する前に，ボールを４回ヒットすること。

（規則 ，第 条⑲）

アシステッドヒット：選手が競技エリア内でボールをヒットするために，チームメイト

または構造物や物体からの助けを得ること。（規則 ）

キャッチ：ボールをつかむ，または投げること。この場合，ボールはヒット後，接触し

ている所から離れない。（規則 ，第 図⑰）

ダブルコンタクト： 人の選手が連続してボールを 回ヒットすること，またはボー

ルが 人の選手の身体のさまざまな部分に連続して触れること。

（規則 ，第 図⑱）

【【３３】】 ププレレーーのの構構造造にに関関すするる事事項項

４４ ポポジジシショョンン

サーバーによりボールが打たれた瞬間，両チームは（サーバーを除き）それぞれのコート

内で，ローテーション順に位置していなければならない。

選手のポジションは，次のとおりコート面に接している両足の位置（最後にコート面に接

触していた部分）により決定され，コントロールされる。

（（注注））

１１ ボボーールルはは，，ククリリアアににヒヒッットトさされれななけけれればばななららなないい。。ボボーールルををヒヒッットト後後，，接接触触ししてていいるる部部分分

かからら離離れれなないいとと判判断断さされれたた場場合合ははキキャャッッチチのの反反則則ととななるる。。

・・腕腕がが伴伴ううよよううななププレレーーはは明明ららかかななヒヒッットトででははなないい

２２ 指指先先（（ 指指及及びび親親指指のの腹腹））をを用用いいたたテティィッッププはは許許さされれるる

がが，，そそのの際際，，手手をを伴伴っっててははいいけけなないい。。

３３ ボボーールルををつつかかむむ，，投投げげるる，，ボボーールルのの方方向向をを変変ええるる，，持持ちち上上げげるる。。ここののよよううななププレレーーははキキャャ

ッッチチのの反反則則ととななるるここととががああるる。。フファァーースストトレレフフェェリリーーはは，，ボボーールルがが接接触触ししてていいるる状状況況をを的的

確確にに判判定定すするる。。

（（反反則則ととななりりううるるケケーーススのの例例））

①①肘肘ををままげげててボボーールルにに接接触触しし，，そそのの肘肘をを完完全全にに伸伸ばばししててププレレーーししたた場場合合はは，，ボボーールルをを運運ぶぶここ

ととににななるるたためめ，，キキャャッッチチででああるる。。

②②肩肩ののラライインンのの後後ろろででボボーールルにに接接触触ししボボーールルをを運運ぶぶププレレーーやや，，ボボーールルをを相相手手方方ブブロロッッククにに押押

ししつつけけ方方向向をを変変ええてて押押しし出出すすププレレーーににつついいててはは，，ボボーールルにに手手をを伴伴っってて運運ぶぶ時時間間がが長長いいたためめ

キキャャッッチチのの反反則則ととななるる。。

４４ ブブロロッッククににおおいいててもも，，基基準準はは同同様様ででああるる。。
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各バックプレーヤーは，対応するフロントプレーヤーと同じ位置にいるか，少なくとも

片方の足の一部が対応するフロントプレーヤーの前の足よりセンターライン遠い位置にい

なければならない。

ライト（レフト）サイドの各選手は，同じ列の他の選手のライト（レフト）側から遠く

にある足と同じ位置か，少なくとも片方の足の一部がライト（レフト）のサイドラインに

近い位置にいなければならない。

（（注注））

１１ ササーービビススがが打打たたれれたた瞬瞬間間にに，，ココーートト面面にに接接ししてていいるる足足ががなないい場場合合，，最最後後ににココーートト面面にに接接触触

ししてていいたた部部分分をを基基準準ととすするる。。

２２ ババッッククププレレーーヤヤーーのの両両足足よよりりもも，，対対応応すするるフフロロンントトププレレーーヤヤーーのの両両足足がが完完全全にに後後方方にに位位置置

ししななけけれればば，，反反則則ととははななららなないい。。

３３ ラライイトト（（レレフフトト））ササイイドドププレレーーヤヤーーのの両両足足よよりりもも，，同同じじ列列ののセセンンタターーププレレーーヤヤーーのの両両足足がが

完完全全にに右右（（左左））側側にに位位置置ししななけけれればば，，反反則則ととははななららなないい。。

４４ ししたたががっってて，，下下図図①①かからら④④ははいいずずれれもも反反則則ととななららなないい。。
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７７３３ ススタターーテティィンンググラライインンアアッッププ

７３４ ラインアップシートがセカンドレフェリーまたはスコアラーに一度提出された後は，正規

の選手交代をせずに，ラインアップを変更することは認められない。

【【 】】 中中断断にに関関すするる事事項項

正正規規のの試試合合中中断断のの連連続続

中断の要求を拒否され，ディレイワーニングが適用された場合は，同じ中断中に（すな

わち，次のラリーが完了する前に）正規の中断の要求をすることはできない。

不不当当なな要要求求

以下のような正規の試合中断の要求は，不当な要求である：

ラリー中，またはサービスのホイッスルと同時か，あるいはその後に要求するこ

と。（規則 ）

要求する権利のないチームメンバーが要求すること。（規則 ， ）

インプレー中の選手の負傷，病気，退場，または失格の場合を除いて，同じチー

ムが同じ中断中（次のラリーが完了する前）に 回目の選手交代を要求するこ

と。（規則 ， ）

タイムアウトと選手交代の許容回数を超えて要求すること。（規則 ）

試合での１回目の不当な要求は，試合に影響を与えず，試合の遅延にならなければ拒

否される。罰則の適用を受けることはないが，スコアーシートには記録される。

（規則 ）

同じチームが試合中に，さらに不当な要求をした場合，遅延行為とみなされる。

（規則 ）

（（注注））

両両チチーームムののラライインンアアッッププををススココアアララーーががススココアアーーシシーートトにに記記入入しし終終ええたたらら，，チチーームムははラライインン

アアッッププをを訂訂正正すするるここととははででききなないい。。提提出出ししたた後後ででそそののセセッットトがが始始ままるる前前にに，，ススタターーテティィンンググララ

イインンアアッッププのの選選手手がが負負傷傷ししたた場場合合はは，，監監督督ががフファァーースストトレレフフェェリリーーにに申申しし出出てて，，確確認認後後変変更更すす

るるここととがが可可能能ででああるる。。

ななおお変変更更はは，，ラライインンアアッッププにに記記載載さされれてていいるる負負傷傷ししたた選選手手ののポポジジシショョンンにに限限るる。。

ままたた，，ここのの取取りり扱扱いいはは負負傷傷ししたたケケーーススにに限限るる。。

- 15 -



退退場場ままたたはは失失格格ででのの選選手手交交代代

退場または失格となった選手には，直ちに正規の選手交代が行われなければならない。もし

もこれができないときは，チームには例外的な選手交代をする権利がある。これもできない場

合は，チームは不完全を宣告される。（規則 ， ， ， ， ）

【【 】】 チチーームムリリーーダダーーにに関関すするる事事項項

１１ キキャャププテテンン

１２ 試合中，チームキャプテンはコートに入っているときにはゲームキャプテンとなる。チ

ームキャプテンがコート上にいないときは，監督またはチームキャプテンは，ゲームキャ

プテンの役割を担うコート上の選手を指名しなければならない。指名されたゲームキャプ

（（注注））

１１ 退退場場をを受受けけたたチチーームムメメンンババーーはは，，直直ちちにに正正規規ままたたはは例例外外的的なな選選手手交交代代ををししてて，，そそののセセッットト

がが終終了了すするるままでで競競技技場場フフロロアア内内かからら出出ななけけれればばななららなないいがが，，そそれれ以以外外のの処処置置はは受受けけなないい。。

退退場場ととななっったた監監督督はは，，そそののセセッットトでではは試試合合にに介介入入すするるここととががででききずず，，そそののセセッットトがが終終了了すす

るるままでで競競技技場場フフロロアア内内かからら出出ななけけれればばななららなないい。。

２２ 失失格格ととななっったたチチーームムメメンンババーーはは，，ココーートト上上ににいいるる場場合合はは直直ちちにに正正規規ままたたはは例例外外的的なな選選手手交交

代代ををししてて，，試試合合終終了了ままでで競競技技場場フフロロアア内内かからら出出ななけけれればばななららなないいがが，，そそれれ以以外外のの処処置置はは受受

けけなないい。。

（（注注））

１１ 正正規規のの試試合合中中断断のの要要求求にに関関ししてて，，チチーームムがが不不当当なな要要求求でで拒拒否否さされれたた後後，，そそのの中中断断中中にに同同じじ

チチーームムにによよるる同同じじ試試合合中中断断のの要要求求はは認認めめらられれなないいがが，，違違うう種種類類のの中中断断のの要要求求はは認認めめらられれ

るる。。たただだしし，， のの不不当当なな要要求求ににつついいててはは，，ササーービビススのの実実行行がが優優先先さされれ，，試試合合中中断断

のの要要求求ははすすべべてて認認めめらられれなないい。。

２２ 正正規規のの試試合合中中断断のの要要求求にに関関ししてて，，デディィレレイイワワーーニニンンググがが適適用用さされれたた場場合合，，同同じじチチーームムにによよ

るる試試合合中中断断のの要要求求はは，，次次ののララリリーーがが完完了了すするるままでで認認めめらられれなないい。。（（けけががやや病病気気にによよるる選選手手

交交代代をを除除いいてて））

３３ ５５回回のの選選手手交交代代をを終終ええたた後後にに，，２２人人のの交交代代選選手手がが選選手手交交代代ゾゾーーンンにに入入っっててききたた場場合合，，セセカカ

ンンドドレレフフェェリリーーはは，，監監督督にに１１組組のの選選手手交交代代だだけけがが可可能能ででああるるここととをを伝伝ええ，，どどちちららのの選選手手交交

代代をを行行ううかかをを尋尋ねねななけけれればばななららなないい。。そそここにに遅遅延延ががななけけれればば，，他他のの選選手手交交代代はは不不当当なな要要求求

ととししてて拒拒否否さされれ，，ススココアアーーシシーートトにに記記録録さされれるる。。

４４ ２２組組のの選選手手交交代代のの要要求求ががあありり，，そそのの中中のの１１組組はは不不法法なな選選手手交交代代ででああっったた。。セセカカンンドドレレフフェェ

リリーーはは１１組組のの選選手手交交代代をを認認めめ，，不不法法なな選選手手交交代代はは拒拒否否しし，，チチーームムにに遅遅延延のの罰罰則則をを与与ええるる。。

５５ ササーービビススののホホイイッッススルルとと同同時時かか，，ああるるいいははそそのの後後のの中中断断のの要要求求はは拒拒否否さされれ，，ララリリーー終終了了

後後，，ススココアアーーシシーートトにに不不当当なな要要求求ととししてて記記載載すするる。。ももししももセセカカンンドドレレフフェェリリーーががホホイイッッスス

ルルししたた場場合合ででもも，，特特にに試試合合をを遅遅ららせせずずにに再再開開ででききるる時時ににはは遅遅延延ととははせせずずににササーービビススののホホイイ

ッッススルルをを吹吹きき直直しし，，そそののララリリーー終終了了後後にに不不当当なな要要求求のの処処置置をを行行うう。。
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テンは，選手交代で退くか，チームキャプテンがプレーに復帰するか，またはそのセット

が終了するまで，その責務を担う。

ボールがアウトオブプレーのとき，ゲームキャプテンだけが次の場合，レフェリーへの

発言を許可される：

１２１ 競技規則の適用や解釈について説明を求める。チームメイトの要求または質問を伝え

る。もしもゲームキャプテンがファーストレフェリーの説明に納得できない場合は，ファ

ーストレフェリーの決定に対する抗議を選択してもよい。その場合，試合後にスコアシー

トに正式抗議を記入する権利を確保するため，直ちにファーストレフェリーに申し出る。

（規則 ）

監監督督

監督は，試合を通して，コートの外からチームのプレーを指揮する。また，スターティン

グラインアップと交代選手を選び，タイムアウトを要求する。これらの役割に関わるのは，

セカンドレフェリーである。

他のチームメンバー同様に，コート上の選手に指示を与えてもよい。監督は，ウォーム

アップエリアが競技コントロールエリア内のコーナーにある場合，試合を妨げたり，遅ら

せたりしなければ，自チームベンチ前のアタックラインの延長線からウォームアップエリ

アまでのフリーゾーン内で，立ちながらでも歩きながらでも指示を出すことができる。も

しも，ウォームアップエリアがチームベンチの後方にある場合，監督は自チームのコート

のアタックラインの延長線からエンドラインまで移動してもよいが，ラインジャッジの視

界を遮ってはいけない。

（（注注））

１１ 試試合合中中にに監監督督ををははじじめめチチーームムススタタッッフフややゲゲーームムキキャャププテテンン以以外外ののチチーームムメメンンババーーがが，，レレフフ

ェェリリーーにに質質問問等等，，発発言言ををすするるここととははででききなないい。。

２２ 監監督督がが，，試試合合中中，，自自チチーームムベベンンチチ前前ののフフリリーーゾゾーーンン内内でで，，立立ちちななががらら歩歩ききななががらら指指示示をを出出しし

てていいるる場場合合，，ラライインンジジャャッッジジ（（特特ににＬＬ２２・・ ））のの判判定定のの妨妨げげににななららなないいよよううににレレフフェェリリーー

がが注注意意すするる。。

ララリリーー終終了了後後，，レレフフェェリリーーのの判判定定にに影影響響をを及及ぼぼすす行行為為にに対対ししててはは，，直直ちちにに罰罰則則をを適適用用すするる。。
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
２

４
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【
試

合
前

・
試

合
終

了
後

お
よ

び
プ

ロ
ト

コ
ー

ル
時

の
レ

フ
ェ

リ
ー

の
役

割
】

ス
コ
ア

ラ
ー

①
コ

ー
ト
に

向
か
っ

て
右
側
が

ス
コ
ア

ラ
ー
と
す

る
。

②
試
合
開
始
３
０
分
前
ま
で
に
は
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
必
要
事
項
の
記
入
を
済
ま
せ
，
ス
コ
ア
ラ
ー
ズ
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
。
登
録
メ
ン
バ
ー
の
記
入
に
つ
い
て
は
，
最
終
承
認
さ
れ
た
『
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ー
ト
』
か
ら
転
記
す
る
。

③
ラ

イ
ン
ア

ッ
プ
シ

ー
ト
を
受

け
取
っ

た
後

，
各

セ
ッ

ト
の

開
始

前
に

，
ラ

イ
ン

ア
ッ

プ
シ

ー
ト

に
記

載
さ

れ
て

い
る

番
号

が
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の

チ
ー

ム
メ
ン
バ

ー
欄
に

も
記
載
さ

れ
て
い

る
こ
と
を

確
認
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い

（
記

載
さ

れ
て
い

な
い
場
合

は
，
セ

カ
ン
ド
レ

フ
ェ

リ
ー

に
報

告
す

る
）

。

④
 サ

ー
ビ
ス
オ
ー
ダ
ー
と
得
点
の
確
認
を
行
う
。
ス
コ
ア
シ
ー
ト
が
唯
一
の
公
式
記
録
で
あ
る
。
疑
義
を
抱
い
た
時
は
，
ゲ
ー
ム
を
止
め
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
を
呼
び
，
可
能
な
限
り
迅
速
に
，
正
確
に
処
置
す
る
。
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー

が
あ
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
が
打
た
れ
た
直
後
，
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
・
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
知
ら
せ
る
。
点
示
の
間
違
い
は
，
試
合
を
中
断
せ
ず
に
速
や
か
に
処
置
す
る
。

⑤
ゲ

ー
ム
キ

ャ
プ
テ

ン
か
ら

フ
ァ
ー
ス

ト
レ
フ
ェ

リ
ー

に
対

し
て

正
式

抗
議

の
申

し
立

て
が

あ
っ

た
場

合
，

そ
の

正
式

抗
議

を
試

合
終

了
時
に

公
式
な

抗
議
と
し

て
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に

ス
コ

ア
ラ
ー
が

記
入
す

る
か
，
チ

ー
ム
キ

ャ
プ

テ
ン

ま
た

は
ゲ
ー

ム
キ
ャ
プ

テ
ン
が

記
入
す
る

こ
と

を
許

可
す

る
。

ア
シ
ス

タ
ン

ト

ス
コ
ア
ラ

ー

①
コ

ー
ト
に

向
か
っ

て
左
側
が

ア
シ
ス

タ
ン
ト
ス

コ
ア

ラ
ー

と
す

る
。

ス
コ

ア
ラ

ー
が

任
務

を
続

け
ら

れ
な

い
場

合
，

ス
コ

ア
ラ

ー
を

交
代
す

る
。

②
試

合
開
始

３
０
分

前
ま
で
に

は
，
リ

ベ
ロ
コ
ン

ト
ロ

ー
ル

シ
ー

ト
を

準
備

し
，

席
に

着
く

。
ま
た
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の
予
備
を
準
備
す
る
。

③
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
試
合
中
，

試
合
中

，
す
べ

て
の
リ
ベ

ロ
リ
プ

レ
イ
ス
メ

ン
ト

を
記

入
す

る
。

も
し
も
，

リ
ベ
ロ

リ
プ
レ
イ

ス
メ
ン

ト
に
反
則

が
あ

っ
た

場
合

は
，

そ
の

事
実

も
記

載
し

，
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
後

，
直
ち
に
ブ

ザ
ー
を

鳴
ら
し
て

レ
フ
ェ

リ
ー
に
知

ら
せ
る

。

ス
コ
ア
ラ
ー

ズ
テ
ー
ブ
ル

の
マ
ニ

ュ
ア
ル
ス

コ
ア

ボ
ー

ド
を

使
用

し
て

，
得

点
掲

示
を

行
う

。

ス
コ
ア
ボ
ー
ド

に
正
し
い

結
果
が

表
示
さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

し
，

表
示

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
修

正
す

る
。

タ
イ
ム
ア
ウ
ト

の
間
，
セ

カ
ン
ド

レ
フ
ェ
リ

ー
に

リ
ベ

ロ
の

位
置

を
「

イ
ン

」
と

「
ア

ウ
ト

」
の

手
信

号
を

用
い

て
，

そ
れ

ぞ
れ
の
片
方

の
手
で

知
ら
せ
る

。

必
要
に
応
じ
て

，
交
代
の

要
求
を

認
め
知
ら

せ
る

た
め

の
ブ

ザ
ー

を
押

し
て

，
ス

コ
ア

ラ
ー

を
補

佐
す

る
。

ラ
イ
ン
ジ

ャ
ッ

ジ

①
試

合
開
始

３
０
分

前
ま
で
に

は
，
ス

コ
ア
ラ

ー
ズ

テ
ー

ブ
ル

後
方

に
集

合
す

る
。

両
レ

フ
ェ

リ
ー

紹
介

直
前

に
２

人
ず

つ
，

ウ
ォ

ー
ム
ア
ッ

プ
エ
リ

ア
近
く
で

待
機
し

，
そ
の
紹

介
直
後

に
，
そ
れ

ぞ
れ
の

定
位
置
に

つ
い
て

，
選

手
の
紹
介

を
待
つ

。

②
担

当
の
位

置
に
つ

い
た
ら
，

ネ
ッ
ト

及
び
ア
ン

テ
ナ

等
が

正
し

い
位

置
に

取
り

付
け

て
あ

る
か

ど
う

か
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

特
に

ア
ン

テ
ナ
の

取
り
付

け
位
置
に

つ
い
て

は
ゲ
ー
ム

中
で
も

十
分
注
意

す
る
。

③
ラ

イ
ン
ジ

ャ
ッ
ジ

は
，
ボ
ー

ル
リ
ト

リ
バ
ー
や

モ
ッ

パ
ー

が
任

務
を

遂
行

し
て

い
な

い
場

合
に

は
，

タ
イ

ム
ア

ウ
ト

や
セ

ッ
ト

間
に

ア
ド
バ

イ
ス
を

与
え
る
。

④
試

合
中
の

判
定
等

に
つ
い
て

は
，
ラ

イ
ン
ジ
ャ

ッ
ジ

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参
照

。

ボ
ー
ル

リ
ト
リ
バ

ー

①
試

合
開
始

３
０
分

前
ま
で
に

は
，
競

技
場
に
集

合
し

，
ク

ラ
ウ

チ
ン

グ
チ

ェ
ア

（
背

も
た

れ
な

し
）

，
タ

オ
ル

が
あ

る
か

を
確

認
す

る
。

②
公

式
ウ
ォ

ー
ム
ア

ッ
プ
中
は

，
フ
ェ

ン
ス
外
で

ボ
ー

ル
拾

い
を

手
伝

う
。

③
積
極
的
に
ボ
ー
ル
を
回
収
し
，
サ
ー
バ
ー
に
ス
ム
ー
ズ
に
配
球
で
き
る
状
況
を
つ
く
る
。
そ
の
た
め
に
，
観
客
席
に
ボ
ー
ル
が
入
っ
た
ら
近
く
の
リ
ト
リ
バ
ー
は
近
づ
い
て
手
を
挙
げ
，
観
客
が
ど
こ
へ
ボ
ー
ル
を
返
し
た
ら
よ
い
か
は
っ
き

り
示
す
。

④
ボ

ー
ル
の

受
け
渡

し
は
，

２
・
３
歩

動
い
て
行

う
。

サ
ー

バ
ー

の
邪

魔
に

な
ら

な
い

タ
イ

ミ
ン

グ
で

，
よ

く
状

況
を

み
て

，
フ

ェ
ン
ス
の
す

ぐ
近
く

を
転
が
す

。

⑤
コ

ー
ト
内

の
ボ
ー

ル
は
，
サ

イ
ド
ラ

イ
ン
ま
で

行
き

，
選

手
に

渡
し

て
も

ら
う

。
コ

ー
ト

内
に

は
入

ら
な

い
。

⑥
ボ

ー
ル
を

サ
ー
バ

ー
に
渡
す

リ
ト
リ

バ
ー
は
，

ボ
ー

ル
の

回
収

よ
り

も
，

サ
ー

バ
ー

へ
の

ボ
ー

ル
渡

し
を

優
先

さ
せ

る
。

サ
ー

バ
ー
へ
は
，

ワ
ン
バ

ウ
ン
ド
で

ボ
ー
ル

を
送
る
。

⑦
（

１
～

４
セ
ッ
ト
の
セ
ッ
ト
間

）
３
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
で
は
，
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
渡
す
「
Ｎ
Ｏ
２
・
５
」
が
ボ
ー
ル
を
管
理
し
，
次
の
セ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
権
の
あ
る
チ
ー
ム
の
Ｎ
Ｏ
２
も
し
く
は
Ｎ
Ｏ
５
が
２
個
の
ボ
ー
ル
を
保
持
す

る
。
５
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
で
は
，
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
渡
す
「
Ｎ
Ｏ
１
・
２
・
４
・
５
」
が
ボ
ー
ル
を
管
理
し
，
次
の
セ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
権
の
あ
る
チ
ー
ム
の
Ｎ
Ｏ
２
も
し
く
は
Ｎ
Ｏ
５
が
２
個
の
ボ
ー
ル
を
保
持
す
る
。
５
セ
ッ
ト
目

は
，
ボ
ー
ル
を
１
個
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に

渡
す

。
（
１

セ
ッ

ト
目

と
５
セ

ッ
ト
目
の

最
初
の

サ
ー

バ
ー

へ
の
ボ

ー
ル

は
セ

カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
か
ら
出

さ
れ
る

。
）

⑧
タ

イ
ム
ア

ウ
ト
中

お
よ
び
セ

ッ
ト
間

に
は
，
ボ

ー
ル

管
理

を
行

い
，

選
手

に
渡

さ
な

い
。

⑨
試

合
終
了

時
に
は

，
３
つ
も

し
く
は

５
つ
の
試

合
球

を
ス

コ
ア

ラ
ー

ズ
テ

ー
ブ

ル
に

持
っ

て
行

き
，

ボ
ー

ル
ホ

ル
ダ

ー
に

返
す

。

モ
ッ

パ
ー

①
フ

ロ
ア
モ

ッ
ピ
ン

グ
は
，
選

手
の
安

全
と
ス
ム

ー
ズ

な
ゲ

ー
ム

の
進

行
を

確
保

す
る

た
め

に
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

②
試

合
開
始

３
０
分

前
に
は
，

競
技
場

に
集
合
し

，
高

さ
３

０
以

下
の

ク
ラ

ウ
チ

ン
グ

チ
ェ

ア
（

背
も

た
れ

な
し

）
，

タ
オ

ル
，

モ
ッ
プ
が

あ
る
か

を
確
認
す

る
。

③
モ

ッ
パ
ー

用
の
タ

オ
ル
は
，

最
小

４
０

×
４

０
，

最
大

４
０

×
８

０
と

す
る

。
タ

オ
ル

を
置

く
と

き
は

，
観

客
か

ら
見

え
に
く
い

場
所
に

置
く
。

④
そ

れ
ぞ
れ

の
モ
ッ

パ
ー
は
，

手
に

１
枚
ず
つ
の

タ
オ

ル
（

計
２

枚
）

を
持

っ
て

，
役

割
を

果
た

す
。

フ
ロ

ン
ト

ゾ
ー

ン
は

サ
イ

ド
ラ
イ
ン
外

側
ま
で

，
バ
ッ
ク

ゾ
ー
ン

は
コ
ー
ト

内
を
中

心
に
拭
く

。

⑤
公

式
ウ
ォ

ー
ム
ア

ッ
プ
中
は

，
フ
ェ

ン
ス
の
外

で
ボ

ー
ル

拾
い

を
手

伝
う

。

⑥
タ

イ
ム
ア

ウ
ト
時

，
セ
ッ
ト

間
に
，

チ
ー
ム
が

ベ
ン

チ
付

近
で

フ
ロ

ア
を

濡
ら

し
た

場
合

は
チ

ー
ム

に
拭

か
せ

る
。

こ
ぼ

し
た

チ
ー

ム
が

コ
ー
ト
チ

ェ
ン
ジ
し

た
場
合

は
，
必
要

が
あ
れ

ば
使
っ
て

い
な
い

タ
オ
ル
で

競
技
役

員
が

拭
く

。

⑦
モ

ッ
パ
ー

は
，
ウ

ェ
ッ
ト
ス

ポ
ッ
ト

を
自
分
の

眼
で

確
認

し
た

ら
，

直
ち

に
片

方
の

手
を

挙
げ

（
手

を
挙

げ
な

が
ら

コ
ー

ト
に

入
ら
な
い
）

，
ラ
リ

ー
終
了
後

，
素
早

く
ウ
ェ
ッ

ト
ス
ポ

ッ
ト
に
行

き
，
拭

き
残
し
の

な
い
よ

う
し

っ
か
り
と

拭
く
。

拭
く
時
間

は
３
秒

程
度
で
あ

る
。

（
前

の
ラ

リ
ー

終
了

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

か
ら

，
次

の
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス
ル
ま
で

８
秒
間

を
守
る
た

め
）
そ

の
際
，
選

手
と
ぶ

つ
か
ら
な

い
よ
う

に
注
意
す

る
。

⑧
フ

ロ
ン
ト

ゾ
ー
ン

担
当
の
モ

ッ
パ
ー

の
定
位
置

は
，

ス
コ

ア
ラ

ー
ズ

テ
ー

ブ
ル

横
で

あ
り

，
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
か

ら
コ

ー
ト

の
３
分

の
２
の

区
域
を
拭

い
た
時

は
定
位
置

に
戻
る

。
他
は
，

広
告
パ

ネ
ル
を
隠

さ
な
い

よ
う

に
ボ

ー
ル

リ
ト
リ

バ
ー
と
同

じ
位
置

ま
で
行
き

，
次

の
ラ

リ
ー

で
定

位
置

に
戻

る
。

バ
ッ

ク
ゾ

ー
ン

担
当

の
モ

ッ
パ

ー
は

拭
き

終
え

た
ら
，

必
ず
最

短
距
離
で

選
手
に

ぶ
つ
か
ら

な
い
よ

う
に
注
意

を
し

，
直
線
的
に

定
位
置

に
戻

る
。

⑨
選

手
か
ら

の
要
求

が
あ
っ
て

も
，
要

求
に
応
じ

な
い

。
要

求
さ

れ
な

い
よ

う
に

任
務

を
全

う
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

も
し

も
，
モ
ッ
パ

ー
が
ウ

ェ
ッ
ト
ス

ポ
ッ
ト

に
行
か
な

い
場
合

は
，

レ
フ

ェ
リ
ー

が
注
意
を

す
る
。

⑩
選

手
と
監

督
に
は

，
モ
ッ
パ

ー
に
指

示
・
要
求

す
る

権
利

は
な

い
の

で
，

モ
ッ

パ
ー

は
８

秒
以

内
を

目
標

に
，

自
身

の
判

断
で

責
任
を
果
た

す
。
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2 

【
試

合
の

運
営

】
フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

試 合 前

レ
フ
ェ
リ
ー

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

①
原
則
と
し
て
試
合
開
始

６
０
分
前

に
レ
フ
ェ
リ
ー
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
行
う
。
（
大
会
毎
に
確
認
す
る
）

②
今

ま
で

に
経

験
し

た
試

合
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

の
説

明
，

反
省

や
伝

達
事

項
は

必
ず

レ
フ

ェ
リ

ー
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
で

話

を
す
る
。

（
例
）

と
の
打
ち
合
わ
せ

・
ラ
イ
ン
判
定

・
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト

・
ア
ン
テ
ナ
付
近
の
判
定

・
パ
ン
ケ
ー
キ
な
ど
具
体
的
に
確
認
す
る

①
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

の
位
置
か
ら
選
手
の
陰
に
な
っ
て

見
え
な
い
プ
レ
ー
，
床
に
落
ち
た
か
ど
う

か
，

セ
カ
ン
ド
レ

フ
ェ
リ
ー
側
の
ア
ン
テ
ナ
外
通
過
と
ボ
ー

ル
コ
ン
タ
ク
ト
な

ど
に
つ
い
て
の
判
定
方
法
や
合
図
の
仕
方

，
そ
の
他

フ
ァ
ー

ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
対
す
る
補
佐
の
仕
方

に
つ
い
て
打
ち
合

わ
せ
を
す
る
。

②
ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
と
の
打
ち
合
わ

せ
を
行
う
。

①
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
・

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
と

は
，

選
手

交
代

，
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
，

誤
っ

た
サ

ー
バ

ー
の

発
見

時

の
合

図
の

仕
方

と
処

理
の

方
法

に
つ

い
て

念
入

り
に

打
ち

合

わ
せ
て
お
く
。

②
（
具

体
例

）
誤
っ
た
サ
ー
バ
ー
を
発
見
し
た
時
は
，

セ
カ
ン

ド
レ

フ
ェ
リ

ー
に
対

し
て
正

し
い
サ

ー
バ
ー

を
伝
え

る
。
そ

し
て

，
両
チ

ー
ム
の

次
の
サ

ー
バ
ー

を
伝
え

，
そ
れ

に
基
づ

い
て

セ
カ
ン

ド
レ
フ

ェ
リ
ー

，
ス
コ

ア
ラ
ー

は
ポ
ジ

シ
ョ
ン

を
確
認
す
る
。

コ
ー
ト
，
備
品
，

用
具
の
点
検

①
コ
ー
ト
，
ベ
ン
チ
，
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
エ
リ
ア
，
ネ
ッ
ト
，

ボ
ー
ル
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
。

②
ネ
ッ
ト
の
高
さ
，
張
り
具
合
，

ア
ン
テ
ナ
の
位
置
お
よ
び
サ

イ
ド
バ
ン
ド
の
位
置
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

③
必
要
な
用
具
の
点
検
を
す
る
。

①
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

と
共
に
，
用
具
類
に
つ
い
て
確
認

を
す
る
。

②
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

と
共
に
，
ネ
ッ
ト
の
高
さ
，
張
り

具
合
，
ア
ン
テ
ナ
の
位
置
お
よ
び
サ
イ
ド
バ
ン
ド
の
位
置
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

③
必
要
な
用
具
の
点
検
を
す
る
。

①
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
大
会
名
，
試
合
番
号
，
チ
ー
ム
名
，
場

所
，
エ
ン
ト
リ
ー
等
必
要
な
事
項
を
青
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

消
せ

な
い
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
記
入
す
る
。

②
代
表
者
会
議
で
変
更
，
訂
正
さ
れ
た
最
終
エ
ン
ト
リ
ー
を

ス

コ
ア
シ
ー
ト
右
下

部
の
チ
ー
ム
欄
に
記
入
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

プ ロ ト コ ー ル

①
ス
コ
ア
ラ
ー

ズ
テ
ー
ブ
ル
の

前
で
，

セ
カ
ン

ド
レ
フ
ェ
リ
ー

の
立

ち
会

い
の

下
，

両
チ

ー
ム

の
キ

ャ
プ

テ
ン

と
ト

ス
を

行

う
（

コ
イ

ン
を

使
用

）
。

ま
た

そ
の

際
に

，
公

式
ウ

ォ
ー

ム

ア
ッ
プ
を
合
同
で
行
う
か
，
個
別
で
行
う
か
を
確
認
す
る
。

②
公
式
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
の
開

始
の
ホ
イ
ッ
ス

ル
・
計
時
を
行

う
。

③
試

合
球

，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
，

ブ
ザ

ー
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
，

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
，
ゲ
ー
ム
に
必
要
な
用
具
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
。

④
ラ
イ
ン
ア
ッ

プ
シ
ー
ト
を
確

認
し
，
セ
ッ
タ

ー
の
位
置
を
中

心
に
，
両
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を

確
認
す
る
。

⑤
両

チ
ー

ム
の

ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

を
ス

コ
ア

ラ
ー

が
ス
コ
ア
シ
ー

ト
に

記
入

し
終

え
た

ら
，

チ
ー

ム
は

ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

を
訂

正

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

し
か

し
な

が
ら

，
提

出
し

た
後

で

そ
の

セ
ッ

ト
が

始
ま

る
前

に
，

ス
タ

ー
テ

ィ
ン

グ
ラ

イ
ン

ア

ッ
プ

の
選

手
が

負
傷

し
た

場
合

，
監

督
が

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ

ェ
リ

ー
に

申
し

出
て

，
確

認
後

変
更

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ

る
。

こ
の

場
合

，
変

更
で

き
る

の
は

負
傷

し
た

選
手

の
ポ

ジ

シ
ョ
ン

の
み
で
あ
る
。

⑥
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
終
了
の

ホ
イ
ッ
ス
ル
を
行
う
。

①
ス
コ
ア
ラ
ー
ズ
テ
ー
ブ
ル
の
前
で
，

フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ

ー
と
両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
と
の
ト
ス
に
立
ち
会
う
。

②
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
計
時
を
行
う
。

③
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
中
に
選
手
の
ナ
ン
バ
ー

を
構
成
メ
ン

バ
ー
表
で
確
認
す
る
。

④
両

チ
ー

ム
か

ら
ラ

イ
ン

ア
ッ

プ
シ

ー
ト

を
受

け
取

り
，

セ
ッ

ト
，
番
号
，
サ
イ
ン
等
を
確
認
し
，
登
録
メ
ン
バ
ー
と
照
合
後
ス

コ
ア
ラ
ー
に
渡
す
。
数
字
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
な
い
，
同
じ

番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
，
監
督
に
確
認
す
る
。

（
再
提
出
の
場
合
も
あ
る
）

ス
コ
ア
ラ
ー
が
記
入
後
は
，
机
に
置
か
ず
必
ず

ポ
ケ
ッ
ト
に
入

れ
て
保
持
す
る
。
両
チ
ー
ム
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
を
ス
コ
ア
ラ
ー

が
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
記
入
し
終
え
た
ら
，
そ
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

を
訂
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑤
各
チ
ー
ム
が
個
別
に
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
，
交
代
を
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
合
図
す
る
。

⑥
ボ
ー
ル
の
配
球

ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
（
リ
ベ
ロ
を
含
む
）
の
紹
介

後 ・
３
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
＝
ボ
ー
ル
リ
ト
リ
バ
ー

２
，
５
へ

・
５
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
＝

１
，
２
，
４
，
５
へ

⑦
ラ
イ
ン

ア
ッ

プ
シ
ー
ト

に
従

っ
て
，
ス

タ
ー

テ
ィ
ン
グ

プ
レ

ー
ヤ

ー
を
確
認
す
る
。
も
し
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
に
記
入

さ
れ
て
い
な
い
番
号
の
選
手
が
コ
ー
ト
上
に
い
た
時
は
，
監
督
に

確
認
し
正
し
い
処
置
を
行
う
。
ま
た
，
コ
ー
ト
上
の
選
手
が
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
の
番
号
と
異
な
る
位
置
に
い
た
ら
，
ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

シ
ー

ト
を

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

に
示

し
処

置
を

す
る
。

（
各
セ
ッ
ト
開
始
時
も
同
様
に
扱
う
）

⑧
最
初
の
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
送
る
。

①
監
督
，
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
は
サ
イ
ン
す
る
。
こ
れ
は
正
式

な
選
手
名
と
ナ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

こ
の

サ
イ

ン
後

に
そ

の
チ

ー
ム

の
構

成
を

修
正

す
る

こ

と
は
で
き
な
い
。

②
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
中
に
選
手
の
ナ
ン
バ
ー
と
ス
コ
ア
シ

ー
ト
に
記
載
さ
れ
た
構
成
メ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
。

③
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
受
け
取
っ
た
時
に
は
，
セ
ッ
ト
，

番
号
，
サ
イ
ン
等
を
確
認
し
，
登
録
メ
ン
バ
ー
と
照
合
し
た
後
，
ス

コ
ア
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。
数
字
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
な
い
場
合

や
登
録
さ
れ
て
い
な
い
番
号
，
あ
る
い
は
リ
ベ
ロ
の
番
号
が
記
載
さ

れ
て
い
た
場
合
は
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
を
通
し
て
，
監
督
に
確

認
す
る
。
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
は
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
・

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
（
Ｊ
Ｖ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）
以
外
に
は
見
せ
て
は

な
ら
な
い
。

④
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
エ
ン
ト
リ
ー
に
記
載
さ
れ

た
リ
ベ
ロ
が
コ
ー
ト
上
に
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

試 合 中

遅
延
の
制
裁

①
選

手
交
代

が
遅

れ
た

と
き

と
は

，
交

代
選

手
が

入
る

準
備

が

で
き

て
い

な
か

っ
た

り
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
を

使
用

す
る

際

に
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
の

番
号

を
間

違
え

た
り

し
た

と
き

，

ま
た

は
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
を

保
持

し
て

い
な

か
っ

た
と

き

な
ど
が
あ
る
。

②
タ

イ
ム

ア
ウ
ト

の
終

了
や
セ
ッ

ト
開

始
の

合
図

が
あ

っ
た

に

も
か

か
わ

ら
ず

試
合

を
再

開
し

な
い

こ
と

が
続

く
と

き
は

，

遅
延
の
罰
則
と
す
る
。

③
コ
ー
ト
の
表
面
を
汗
な
ど
で
濡
ら
し
た
時
に
，
そ
れ
を
拭
く

た
め
の
中
断
の
要
求
や
，
シ
ュ
ー
ズ
の
紐
を
締
め
直
す
た
め
の

中
断
を
要
求
し
た
と
き
は
遅
延
の
罰
則
と
す
る
。

④
ボ
ー
ル
デ
ッ
ド
の
間
に
，
選
手
が
遅
延
を
さ
せ
る
よ
う
に

床

を
拭

い
て

い
た

り
靴

紐
を

締
め

直
し

た
り

す
る

こ
と

は
気

に

す
る

こ
と

な
く
，
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
選

手
が
靴
紐
を
結
ん
で
い
る
所
は
見
な
い
。
見
て
い
る
と
待
っ
て
い

る
感
じ
を
与
え
る
の
で
サ
ー
バ
ー
の
方
を
見
る
。

⑤
ラ

リ
ー

終
了

後
直

ち
に

次
の

サ
ー

バ
ー

は
サ

ー
ビ

ス
ゾ

ー

ン
に
移
動
し
て
，
ボ
ー
ル
を
受
け
取
る
。
（

サ
ー

ビ
ス

の
準

備

を
す
る

）
遅
れ
る

ケ
ー
ス
で

は
遅

延
の
対
象

と
な

る
こ
と
が

あ

る
の
で
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
移
動
を
促
す
。

タ
イ
ム
ア
ウ
ト
や
セ
ッ
ト
開
始
の
合
図
が
あ

っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
試
合
を
再
開
し
な
い
と
き
は
，

直
ち
に
コ
ー
ト
に
戻
る

よ
う
に
促
す
。

す
べ
て
の
デ
ィ
レ
イ
ワ
ー
ニ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
イ
ペ
ナ
ル
テ
ィ

は
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の
罰
則
の
欄
に
「
Ｄ
」
で
記
載
す
る
。

軽
度
の
不
法
な

行
為

※
規
則
２
１
．
１

①
<
ス

テ
ー

ジ
１

チ
ー
ム

メ
ン

バ
ー

に
よ

る
，

軽
度

の
不

法
な

行
為
に
対
し
て
は
，
早
い
段
階
で
，
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
を
呼

び
，
口
頭
で
警
告
を
す
る

。（
例
：
「
チ
ー
ム
に
警
告
を
与
え
ま

す
。
」
）

＜
ス

テ
ー

ジ
２

＞
チ

ー
ム

の
２

度
目

の
軽

度
の

不
法

な
行

為

は
，

当
該

選
手

に
イ

エ
ロ

ー
カ

ー
ド

を
使

用
し

て
警

告
を

行

う
。

軽
度

の
不

法
な
行

為
の
場

合
で
も

，
ス

テ
ー

ジ
２

か
ら

適
用

す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
ラ

リ
ー
中

「
ワ
ン

タ
ッ
チ

」
と
か

「
ド

リ
ブ

ル
」

と
か

，
自

然
に
声
が
出
る
よ
う
な
も
の
は
気
に
し
な
く
て
よ
い
。

③
ラ

リ
ー

終
了
後

，
役
員

に
対
し

て
ア

ピ
ー

ル
す

る
行

為
は

警

告
の
対
象
と
す
る
。
ま
た
，
相
手
チ
ー
ム
の
選
手
を
牽
制
し
た

り
，
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
態
度

を
し
た
り
，
相

手
に
向
か
っ
て

の
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
等
は
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
る
の
で
，
早
め
に

警
告
を
出
し
た
方
が
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
が
で
き
る
。

④
軽
度
の
不
法
な
行
為
は
，
罰
則
の
対
象
で
は
な
い
。
義

務
と

し
て

チ
ー

ム
が

ペ
ナ

ル
テ

ィ
な

ど
に

該
当

す
る

不
法

な
行

為

に
進

展
す

る
の

を
防

ぐ
た

め
の

も
の

で
あ

る
。

そ
の

後
の

罰

則
の

適
用

を
回

避
す

る
た

め
に

は
，

レ
フ

ェ
リ

ー
が

毅
然

と

し
て

「
軽

度
の

不
法

な
行

為
」

を
抑

制
す

る
こ

と
が

極
め

て

重
要
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
，
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
・
当
該
選

手
を
呼
ん
だ
際
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

の
元
に
行
き
，
内

容
を
確
認
す
る
。

①
軽
度
の
不
法
な
行
為
に
対
す
る
口
頭
で
の
警
告
は
，
罰
則
で

は
な
い
の
で
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に

記
録
さ
れ
な
い
。

②
軽
度
の
不
法
な
行
為
は
，
２
段
階
で
処
置
さ
れ
る
の
で
，
規

則
２
１
．
１
を
理
解
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

試 合 中

不
法
な
行
為
・
罰

則 規
則
２
１
．
４
．
１

規
則
２
１
．
４
．
２

規
則
２
１
．
５

①
《

警
告
や
罰
則
の
処
置
の
方
法
》

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

し
（

通
常

は
ボ

ー
ル

が
ア

ウ
ト

オ
ブ

プ
レ

ー
に

な
っ

た
と

き
，

た
だ

し
不

法
な

行
為

が
重

大
な

場
合

は

で
き

る
だ

け
早

く
）

，
警

告
や

罰
則

を
受

け
る

選
手

に
レ

フ

ェ
リ
ー
ス
タ
ン
ド
に
近
づ
く
よ
う
に
指
示
す
る
。

選
手

が
レ

フ
ェ

リ
ー

ス
タ

ン
ド

に
近

づ
く

と
，

該
当

す
る

カ
ー

ド
を

示
し

，
適

用
す

る
罰

則
の

種
類

と
事

由
を

伝
え

る
。

コ
ー

ト
上

に
い

な
い

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
の

場
合

は
，

ゲ
ー

ム

キ
ャ

プ
テ

ン
を

呼
び

，
警

告
や

罰
則

を
受

け
る

選
手

の
番

号

（
ま
た
は
監
督
な
ど
）
を

伝
え
る

。

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

は
関

係
す

る
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー

に
そ

の

旨
を

伝
え

，
メ

ン
バ

ー
は

起
立

し
て

手
を

挙
げ

て
罰

則
を

受

け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
が

手
を

挙
げ

て
い

る
間

に
，

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

は
，

チ
ー

ム
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
，

ス

コ
ア

ラ
ー

，
観

客
な

ど
に

罰
則

内
容

が
わ

か
る

よ
う

に
，

カ

ー
ド
を
明
確
に
示
す
。

②
試

合
中

，
レ

フ
ェ

リ
ー

は
選

手
や

他
の

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー

の
言

動
に

注
意

を
払

い
，

不
法

な
行

為
に

は
毅

然
と

し
た

態

度
で

罰
則
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

③
不

法
な

行
為
に

対
す
る

罰
則
を

適
用

で
き

る
の

は
フ

ァ
ー

ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

の
み
で
あ
り
，
す
べ
て
の
不
法
な
行
為
に
対
す

る
罰
則
は
個
人
へ
の
罰
則
で
あ
る
。

④
同

じ
試

合
で

同
じ

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
が

不
法

な
行

為
を

繰

り
返
し
た
場
合
は
，
規
則
２
１
．
４
．
２
に
伴
い
，
累
進
的
な

罰
則
と
な
る
。
（

第
９
図
，
規
則
２
１
．
３
）

⑤
セ

ッ
ト

開
始

前
お

よ
び

セ
ッ

ト
間

に
生

じ
た

い
か

な
る

不

法
な

行
為

も
規

則
２

１
．

３
に

よ
り

，
罰

則
が

適
用

さ
れ

る
。
そ
の
罰
則
は
次
の
セ
ッ
ト
に
適
用
さ
れ
る
。

退
場

ま
た

は
失

格
の

場
合

，
直

ち
に

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

を

呼
び

，
当

該
監

督
に

制
裁

の
種

類
を

知
ら

せ
（

チ
ー

ム
へ

の

二
重

処
罰

を
防

ぐ
た

め
）

、
次

の
セ

ッ
ト

の
開

始
時

に
カ

ー

ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
正
式
に

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
。

①
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

は
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
フ
ェ
リ
ー
が
警

告
や
罰
則
の
適
用
を
す
る
の
を
確
認
し
，
直
ち
に
ス
コ
ア

ラ
ー
に
該
当
の
罰
則
を

ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
記
録
す
る
よ
う
指

示
す
る
。

②
試
合
中
，
レ
フ
ェ
リ
ー
は

選
手
や
他
の
チ

ー
ム
メ
ン
バ
ー
の

言
動
に
注
意
を
払
い
，
不
法
な
行
為
に
気
づ
い
た
時
，

フ
ァ
ー

ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
報
告
す
る
。

①
警
告
・
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
退
場
・
失
格
は
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の
罰

則
の
欄
に
記
入
す
る
。

②
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の
情
報
に
基
づ
き
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ

ー
の
判
定
が
ル
ー
ル
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
，
例
え
ば

，
罰

則
の
段
階
に
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
，

直
ち
に

そ
の
旨
を
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

不
当
な
要
求

レ
フ
ェ
リ
ー
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
際
に
，
確
認
を
必
ず
行
う
。

不
当
な
要
求
が
あ
っ
た
場
合
は
拒
否
を
し
て
，
そ
の
ラ
リ
ー

の
終

了
後

に
ス

コ
ア

ラ
ー

に
不

当
な

要
求

が
あ

っ
た

こ
と

を

告
げ
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
記
載
さ
せ
る
。
ま
た
，
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
フ
ェ
リ
ー
に
も
合
図
を
送
る
。

＊
不
当
な
要
求
を
拒
否
し
た
場
合

異
な
る
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
。

不
当
な
要
求
（
拒
否
）
は
，
罰
則
の
欄
の
上
の
当
該
チ
ー
ム
に

×
印
を
入
れ
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

セ ッ ト 間

両
チ

ー
ム

の
状

況
を

確
認

す
る

。
必

要
が

あ
れ

ば
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ
ェ
リ
ー

と
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。

（
最
終
セ
ッ
ト
の
場
合
）

リ
ー
ド
す
る
チ
ー
ム
が
８
点
に
達
し
た
時
，
コ
ー
ト
上
の
選
手

を
エ
ン
ド
ラ
イ
ン
に
整
列
さ
せ
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
コ
ー
ト
チ
ェ

ン
ジ
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。

セ
ッ
ト
間
の
計
時
を
行
い
，
両
チ
ー
ム
の
状
況
を
確
認
す
る
。

前
の
セ
ッ
ト
が
終
了
後
，
積
極
的
に
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を

取
り
に
行
く
。

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
と
の
打
ち
合
わ
せ

を
行
う
。

（
最
終
セ
ッ
ト
の
場
合
）

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
確
認
す
る
。

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
後
，
コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
前
と
同
じ
ポ
ジ
シ
ョ

ン
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
，
ス
コ
ア
ラ
ー
を
確
認

し
，
リ
ベ
ロ
リ

プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
や
中
断
の
要
求
を
認
め
る
。

セ
ッ
ト
間
の
計
時
を
行
う
。
結
果
の
集
計
・
記
入
を
セ
ッ
ト

ご
と
に
行
い
，
次
の
セ
ッ
ト
の
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。

最
終
セ
ッ
ト
の
場
合

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
後
，
中
断
の
要
求
が
あ
っ
て
も
，
ま
ず
ポ
ジ

シ
ョ
ン
の
確
認
を
優
先
し
，
そ
の
後
両
手
を
あ
げ
て
か
ら
，
中

断
の
要
求
の
手
続
き
に
入
っ
て
い
く
。

試 合 終 了 後

①
監
督
お
よ
び
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
と
握
手
を
す
る
。

②
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
確
認
を
し
た
ス
コ
ア
シ
ー
ト
を
，

再
度
確
認
し
て
サ
イ
ン
を
す
る
。

③
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
，
ス
コ
ア
ラ
ー
，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス

コ
ア
ラ
ー
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と

と
も
に
，
試
合
後
の
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
を
行
い
，
試
合
に
つ
い
て

の
反
省
を
行
う
。

①
監
督
お
よ
び
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
と
握
手
を
す
る
。

②
試

合
球

を
確

認
す

る
。

試
合

で
使

用
し

た
す
べ

て
の
ボ

ー
ル

を
，
ス
コ
ア
ラ
ー
ズ
テ
ー
ブ
ル
ま
で
戻
す
。

③
ス
コ
ア
シ
ー
ト
が

完
成

し
た

ら
，

記
載

さ
れ

た
内

容
に

間
違

い
が
な
い
か
を
確
認
し
て
サ
イ
ン
を
す
る

。

④
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
，

ス
コ

ア
ラ

ー
，

ア
シ

ス
タ

ン
ト

ス
コ
ア
ラ
ー
，

ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ

ジ
と
と
も
に
，

試
合
後
の
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
を
行
い
，
試
合
に
つ
い
て
の
反
省
を
行
う
。

①
試
合
結
果
を
最
終
結
果
欄
に
記
入
す
る
。
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ

ン
は
競
技
中
に
生
じ
た
抗
議
の
内
容
を
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ

ー
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
限
り
，
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
記
載
内
容
は
，
ル
ー
ル
の
適
用
・
解
釈
に
関
す
る
こ
と
に
限

る
）
ジ
ャ
ッ
ジ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
適
用
さ
れ
る
大
会
で
は
，

正
式
抗
議
を
申
し
出
る
権
利
は
な
い
。

②
両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
の
サ
イ
ン
を
採
る
。
た
だ
し
，
サ

イ
ン
未
記
入
で
も
試
合
は
成
立
す
る
。

③
ス
コ
ア
シ
ー
ト
を
完
成
さ
せ
た
後
に
，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ

ア
ラ

ー
が
サ
イ
ン
し
た
後
，
自
分
で
サ
イ
ン
を
し
，
セ
カ
ン
ド

レ
フ
ェ
リ
ー
，
最
後
に
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
の
サ
イ
ン
を

採
る
。

④
ス
コ
ア
シ
ー
ト
は
，
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
主
催
者
が
保
管
す
る
。
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【
試

合
中

の
判

定
方

法
】

フ
ァ
ー

ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル

①
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
使
用
し
，
明
瞭
に
間
を
あ
け
て
説
得
力
の
あ
る
ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
を

示
す

。
選

手
，

役
員

，
観

衆
，

Ｔ
Ｖ

視
聴

者
に

も
そ

の
反

則
が

何
で
あ
る
か
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

②
反

則
の

種
類

は
，

観
衆

に
わ

か
り

や
す

い
よ

う
に

１
つ

１
つ

区
切
っ
て
行
う
。

ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
に
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③
ダ

ブ
ル

フ
ォ

ル
ト

の
場

合
は

，
ダ

ブ
ル

フ
ォ

ル
ト

を
示

し
，

次
の

サ
ー

ビ
ス

チ
ー
ム
を
示
す
。

④
ゲ
ー
ム
中
は
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
共
に
目

を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合
，
反
則
を
し
た
選
手
が
明

ら
か
で
あ
れ
ば
，
選
手
を
示
す
必
要
は
な
い
。

⑥
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
判
定
し
た
ケ
ー
ス
は
，
サ
ー
ビ
ン
グ

チ
ー
ム
の
み
示
す
。

①
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
の

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
に

は
，

追
従

し
な

い
。

ラ
リ

ー

終
了
後
は
，
ラ
リ
ー
に
負
け
た
側
に
移
動
す
る
。
（

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

と

目
を

合
わ

せ
る

）
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
の

サ
イ

ド
の

シ
グ

ナ
ル

を
確

認
後

ベ

ン
チ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

行
う
。

②
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

が
ホ

イ
ッ

ス
ル

し
て

判
定

し
た

ケ
ー

ス
は

，
ホ

イ
ッ

ス
ル
し
，
ラ
リ
ー
に
負
け
た
チ
ー
ム
側
に
移
動
し
て
，
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
（

反
則

の
種
類
・
反
則
し
た
選
手
）
を
示
す
。
サ
イ
ド
は
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
追

従
す
る
。

＜
判
定
以
外
で
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
ケ
ー
ス
＞

・
選
手
交
代
の
ブ
ザ
ー
が
な
い
。
ブ
ザ
ー
が
鳴
ら
な
い
（
シ
グ
ナ
ル
を
示
す

）。

・
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
（
シ
グ
ナ
ル
は
し
な
い

）。

・
セ
ッ
ト
開
始
前
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
に
記
入
さ
れ
て
い
な
い
選
手
の
交

代
要
求
時
。

・
他
コ
ー
ト
か
ら
の
ボ
ー
ル
の
侵
入
。

・
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー
。

・
コ
ー
ト
上
で
の
重
大
な
事
故
，
け
が
等
。

③
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

が
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
を
補
佐
し
て
合
図
を
送
る

ケ
ー
ス
で
は
，
ラ

リ
ー
に
負
け
た
チ
ー
ム
側
に
移
動
し
て
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ

ェ
リ
ー
と
目
が
合
っ
た
時
（

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
求
め
た
時
）
に
，
胸
の

前
で
小
さ
く
合
図
の
み
送
る
。
（
し

か
し
，

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
そ
の
判

定
を
受
け
入
れ
な
い
時
は
，
主
張
す
べ
き
で
な
い
）

④
試
合
中
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
共
に
目
を
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

の
合

図
が

ポ
ー

ル
や

選
手

の
影

に
な

っ
て

見
え

に
く

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
フ
ェ
リ
ー
の
見
え
る
位
置
に
移
動
す
る
。

セ
ッ
ト
終
了
時
，
最
終
得

点
を
斜
線
で
消
し
，
直
ち

に
セ
ッ
ト
終
了
の
シ
グ
ナ

ル
を
示
す
。

基
本
的
な
位
置
の

取
り
方

①
基

本
的

に
は

，
ボ

ー
ル

に
身

体
を

正
対

さ
せ

て
見

る
。

ボ
ー

ル
の

あ
る

サ
イ

ド
に

ボ
ー

ル
１

個
分

位
身

体
を

移
動

さ
せ

る
が
，
極
端
に
横
へ
移
動
し
な
い
。

ポ
ー
ル
を
中
心
と
し
て
移
動
す
る
。

②
肩

の
力
を

抜
い

て
，

プ
レ

ー
の

１
つ

１
つ

を
確

認
す

る
が

，
特
に
ネ
ッ
ト
際
で

は
集
中
し
，
ボ
ー
ル
が
バ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
に
あ
る
時
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
リ
ズ
ム
を

持
つ
。

③
目
の
位

置
は

，
両
ア
ン

テ
ナ

の
結
ん
だ

線
上

に
お
く
こ

と
を

基
本
と
し
て
，
プ

レ
ー
に
応
じ
て
，
上
下
，
左
右
に
移
動
す
る
が
，
極
端
な
移
動
は
す
べ
き
で
な
い
。

④
ネ

ッ
ト

か
ら

離
れ

た
ア

タ
ッ

ク
プ

レ
ー

は
，

若
干

ア
タ

ッ
カ

ー
側

に
身

体
を

移
動

し
て

ア
タ

ッ
カ

ー
の

プ
レ

ー
と

ブ
ロ

ッ
カ
ー
の
手
と
ボ
ー
ル
が
視
野
に
入

る
よ
う
に
す
る
。
目
の
位
置
が

低
く

な
る

と
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
や

次
の

プ
レ

ー
を

見
る

タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ
る
。
ア
タ
ッ
カ
ー
か
ら
目
を
離
す
と
キ
ャ
ッ
チ
の

反
則
の
見
逃
し
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

⑤
自

分
の

リ
ズ

ム
を

作
り

，
１

つ
１

つ
の

プ
レ

ー
を

瞬
間

的
に
目

の
動

き
を

止
め

て
ボ

ー
ル

を
注

視
す

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

①
自

然
体

で
，

常
に

次
の

プ
レ

ー
に

対
応

し
て

動
け

る
よ

う
に

す
る
。
プ
レ
ー
の

位
置
に
よ
り
前
後
左
右
に
移
動
し
た
り
，
選
手
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
位
置
に
移
動
し

た
り
し
て
，
反
則
を
見
る
と
き
は
必
ず
静
止
し
て
見
る
。

②
プ
レ
ー
に
応
じ
て
ポ
ー
ル
か
ら

０
５
ｍ
～
１

５
ｍ
程
度

（
ブ

ロ
ッ

カ
ー

の
手

か
ら

セ
ン

タ
ー

ラ
イ

ン
が

視
野

に
入

る
）

の
範

囲
で

注
視

す
る
。

③
ア

ン
テ

ナ
外

通
過

の
ボ
ー

ル
や

そ
の

可
能

性
が

あ
る

プ
レ
ー
は

ア
ン

テ
ナ

近
く

に
位

置
し

ボ
ー

ル
の

コ
ー

ス
を

確
認

す
る

。
た
だ
し
，
プ
レ
ー
の
邪
魔
に
な
り
そ

う
な
場
合
は
，
ポ
ー
ル
の
後
ろ
に
密
着
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
選
手
か
ら
逃
げ
る

た
め

に
大

き
く

横
に

は
移

動
し

す
ぎ

な
い

よ
う

に
気

を
つ

け
る

。

④
ポ

ー
ル

カ
バ

ー
が

太
く
な

っ
て

い
る

た
め

に
死

角
が

で
き

る
の
で
注
意
す
る
。

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

サ
イ

ド
で

の
攻

撃
は

一
歩

踏
み

込
ん

で
静

止
し

て
見

る
。

⑤
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
や

選
手
交
代
の
要
求
に
注
意
を
払
う
。

⑥
ラ

リ
ー

終
了

後
，

負
け

た
チ

ー
ム

側
に

移
動

す
る

。
両

チ
ー

ム
の

選
手

が
ネ

ッ

ト
を
は
さ
ん
で
暴
言
や

威
嚇
行
為
を
し
て
い
な
い
か
監
視
す
る
。
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フ
ァ
ー

ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

最
終
判
定
の
仕
方

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
は
，
ラ
リ
ー
終
了
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
，
自
ら
判

定

を
し
た
後
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
や
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
て
最
終
判
定
を

行
う
。

特
に

，
ボ

ー
ル
コ

ン
タ
ク

ト
の
有

無
，

ラ
イ

ン
判

定
等

に
つ

い
て
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
フ
ェ
リ
ー
自
身
が
判
定
に
自
信
が
持
て
な
い
時
に
限
り
，
判
定
を
出
す
前
に
，
セ

カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
・
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
呼
ん
で
確
認
す
る
。
判
定
を
出
し
た
後
，

チ
ー
ム
か
ら
の
ア
ピ
ー
ル
で
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
・
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
呼
び
，
そ

の
結
果
判
定
を
覆
す
こ
と
は
レ
フ
ェ
リ
ー
へ
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
，
信
念

を
持
ち
毅
然
た
る
態
度
で
判
定
を
行
う
。

サ ー ビ ス 時 の 判 定

サ
ー
ビ
ス
許
可

の
ホ
イ
ッ
ス
ル

①
サ

ー
ビ

ス
の

許
可

条
件

は
，

サ
ー

ビ
ス

ゾ
ー

ン
内

で
サ

ー
バ

ー
が

ボ
ー

ル
を

保

持
し

も
し

も
，
サ

ー
バ

ー
が

背
を

向
け

て
い

る
と

き
で

も
，
両
チ

ー
ム

の
選

手

が
コ
ー
ト
内
に
い
て
プ
レ
ー
の
準
備
が
で
き
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

②
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
ま

で
に

ポ
ジ

シ
ョ

ナ
ル

フ
ォ
ル
ト
，
セ
ッ
タ

ー
の
位
置
，
バ
ッ
ク
ア
タ
ッ
ク
の
選
手
の
位
置
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。

③
両
ベ
ン
チ
を
見
て
，
競
技
中
断
の
要
求
の
有
無
を
確
認
す
る
。

④
大
観
衆
の
中
で
は
少
し
長
め
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。

⑤
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
，
８
秒
以
内
に

ボ
ー
ル
を
打
た
な
け
れ
ば
，
８
秒
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
。

⑥
ラ
リ
ー
終
了
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
か
ら
次
の
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
の
ノ

ー

マ
ル
タ
イ
ム
は
お
よ
そ
８
秒
と
す
る
。

（
ボ
ー
ル
を
バ
ウ
ン
ド
さ
せ
た
り
，
コ
ー
ト
に
背
を
向
け
て
い
た
り
し
て
も
ホ
イ

ッ
ス
ル
す
る
）

⑦
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
後

，
サ

ー
ビ

ス
に

出
た

選
手

が
間

違

い
で

あ
る

こ
と

に
チ

ー
ム

内
で

気
づ

き
，

正
し

い
選

手
に

戻
そ

う
と

す
る

行
為

は
，

反
則

を
科
さ

ず
に

代
わ

る
こ

と
を

認
め

る
。

こ
の

場
合

は
８

秒
以

内
に

サ
ー

ビ
ス
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧
サ

ー
ビ

ス
時

の
反

則
（

８
秒

ル
ー

ル
，

フ
ッ

ト
フ

ォ
ル

ト
等

）
，

サ
ー

ビ
ン

グ

チ
ー
ム
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ル
ト
，
ス
ク
リ
ー
ン
を
確
認
す
る
。

⑨
コ

ー
ト

上
に

正
し

い
数

の
選

手
（

例
：

５
人

ま
た

は
７

人
）

が
い

な
い

場
合

，

チ
ー

ム
に

注
意
を

促
し

，
必

要
で

あ
れ

ば
遅

延
の

制
裁

を
与

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

リ
ベ

ロ
が
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

で
ポ

ジ
シ

ョ
ン

４
に

入
り

，
リ

プ
レ

イ
ス

メ
ン

ト
し
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

①
試
合
中
断
の
要
求
が
な
い
か
を
注
意
し
，
ベ
ン
チ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
。

②
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
セ

ッ
タ

ー
の

位
置

が
，

フ
ロ

ン
ト

か
バ
ッ
ク
か
，
ま

た
バ
ッ
ク
ア
タ
ッ
ク
は
誰
が
打
つ
か
を
確
認
す
る
。

③
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
ポ

ジ
シ

ョ
ナ

ル
フ

ォ
ル

ト
の

確
認
を
す
る
。
（

必
要

に
応
じ
て
，
保
持
し
て
い
る
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
で
確
認
）

④
ポ
ジ
シ

ョ
ン

の
反
則
を

確
認

後
，
打
た

れ
た

サ
ー
ビ
ス

ボ
ー

ル
が
許
容

空
間

内

を
通

る
か

を
確

認
す

る
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
の

ア
ン

テ
ナ

を
見

る
と

同

時
に
，
素
早
く
ブ
ロ
ッ

ク
サ
イ
ド
に
移
動
す
る
。

①
得
点
を
確
認
す
る
。

②
サ
ー
バ
ー
を
確
認
す
る

時
は

，
ス

コ
ア

シ
ー

ト

の
サ

ー
ビ

ス
順

と
サ
ー

バ
ー

に
齟

齬
が

生
じ

て

い
な

い
か

，
最

初
に

ス

コ
ア

シ
ー

ト
で

サ
ー

バ

ー
の

番
号

を
確

認
し

て
，

次
に

実
際

の
コ

ー

ト
上
の
サ
ー
バ
ー
の
番
号

を
確
認
す
る
。
（

大
き
く

指
す
こ
と
は
し
な
い
）

ス
ク
リ
ー
ン
の

判
定

サ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
選
手
は
，
１
人
ま
た
は
集
団
で
ス
ク
リ
ー
ン
を
形
成
し
，

サ
ー
ビ
ス
ヒ
ッ
ト

お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
が
相
手
チ
ー
ム
に
見
え
な

い
よ
う
に
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
と

き
，

サ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
１

人
ま

た
は

複
数

の
選

手

が
腕

を
揺

り
動
か

し
た

り
，

跳
び

は
ね

た
り

，
左

右
に

動
い

た
り

し
て

，
あ

る
い

は
集

団
で

固
ま
っ

て
立

ち
，

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
垂

直
面

に
到

達
す

る
ま

で
サ

ー
ビ

ス
ヒ

ッ
ト

と
ボ
ー

ル
の

コ
ー

ス
の

両
方

を
隠

す
こ

と
で

ス
ク

リ
ー

ン
が

形
成

さ
れ

る
。

サ
ー

ビ
ス
ヒ

ッ
ト

ま
た

は
サ

ー
ビ

ス
ボ

ー
ル

の
コ

ー
ス

が
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム
に
見
え

る
の
で
あ
れ
ば
反
則
で
は
な
い
。
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フ
ァ
ー

ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

サ ー ビ ス 時 の 判 定

サ
ー
バ
ー
の
誤
り

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
の
シ
グ
ナ
ル
を
確
認
し
た
ら
，
サ
イ
ド
を
示
す
。
必
要
で

あ
れ
ば
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
を
呼
び
確
認
を
行
う
。

①
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
し

て
ゲ

ー
ム

を
止

め
，

ス
コ

ア
ラ

ー
と

ス
コ
ア
シ
ー
ト
を
見
な

が
ら
，
正
確
な
状
況
を
確
認
す
る
。
（
そ
の

際
，
正
し
い
サ
ー
バ
ー
を
確
認
し
，
ラ

イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
認
す
る
）

②
再

度
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
し

，
ポ

ジ
シ

ョ
ナ

ル
フ

ォ
ル

ト
の

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
を

示

す
。

③
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
を
呼
ん
で
，
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

（
誤
っ
た
チ
ー
ム
の
正
し
い
サ
ー
バ
ー
と
次
の
サ
ー
バ
ー
，
相
手
チ
ー
ム
の
次
の

サ
ー
バ
ー
）

④
両
チ
ー
ム
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
正
し
く
確
認
す
る
。

①
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー
を
確

認
し
た
ら
，
サ
ー
ビ
ス
を

打
っ
た
瞬
間
に
「
ブ
ザ

ー
」
等
を
使
用
し
て
フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
・
セ

カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
知

ら
せ
る
。
時
期
が
遅
れ
る

と
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
る

の
で
十
分
に
注
意
す
る
。

も
し
も
疑
わ
し
い
こ
と
が

あ
れ
ば
，
ゲ
ー
ム
を
止
め

て
確
認
を
す
る
ほ
う
が
良

い
。
（
ブ
ザ
ー
が
な
い
時

は
口
頭
で
セ
カ
ン
ド
レ

フ

ェ
リ
ー
に
知
ら
せ
る
）

②
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

に
状
況
を
説
明
す
る
。

（
誤
っ
た
チ
ー
ム
の
正
し

い
サ
ー
バ
ー
と
次
の
サ
ー

バ
ー
，
相
手
チ
ー
ム
の
次

の
サ
ー
バ
ー
）

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル

フ
ォ
ル
ト

①
サ

ー
ビ

ス
時

に
サ

ー
ビ

ン
グ

チ
ー

ム
の

選
手

が
コ

ー
ト

内
に

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

サ
ー

ビ
ス

が
打

た
れ

た
時

に
コ

ー
ト

外
に

出
て

い
る

場
合

，
ホ

イ
ッ

ス
ル
を
し
て
判
定
を
す
る
。

②
サ

ー
ビ

ン
グ

チ
ー

ム
の

選
手

の
コ

ー
ト

面
に

接
し

て
い

る
両
足
の
位
置
に
よ

っ
て
判

定
を

す
る

。
た

だ
し

，
コ

ー
ト

上
の

選
手
の
足
が
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ

て
い
た
時
は
，
ネ
ッ
ト
下
か

ら
の

相
手

コ
ー

ト
及

び
空

間
へ

の
侵

入
し

た
場

合
と

同
様
に
判
定
す
る
。

③
サ

ー
バ
ー

だ
け
，

ま
た
反

則
の
起

こ
り

そ
う

な
選

手
だ

け
を

注
視
し
て
し
ま
う

と
，
視
野
が
狭
く
な
り
，
他
の
関
係
の
反
則
が
見
え
な
く
な
る
の
で
，
な
る
べ
く

コ
ー
ト
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
｡

④
反
則
が
起
き
た
時
は
，
ど
の
選
手
の
関
係
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ル
ト
な
の
か

明
確
に
示
す
。

①
サ

ー
ビ

ス
時

に
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
選

手
が

コ
ー

ト
内

に
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
サ

ー
ビ

ス
が

打
た

れ
た

時
に

コ
ー

ト
外

に
出

て
い

る
場

合
，

ホ
イ

ッ
ス
ル
を
し
て
判
定
を
す
る
。

②
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
選

手
だ

け
を

注
視

す
る

の
で

は
な

く
，
両
チ
ー
ム
を

視
野
に
入
れ
て
，
コ
ー
ト
面
に
接
し
て
い
る
両
足
の
位
置
に
よ
っ
て
判
定
を
す
る
。

た
だ
し
，
コ
ー
ト
上
の
選
手
の
足
が
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
て
い
た
時
は
，
ネ
ッ

ト
下

か
ら

の
相

手
コ

ー
ト

及
び

空
間

へ
の

侵
入

し
た

場
合

と
同

様
に

判
定

す

る
。

③
ゲ

ー
ム

中
，

サ
ー

ビ
ス

許
可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
の

前
に

疑
わ

し
い
と
き
は
，
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
見
て
，
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ル
ト
が
あ
る
か
，
な
い
か
を
確

認
を
す
る
。
試
合
中
は
必
ず
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
保
持
す
る
。

④
反

則
が

起
き

た
時

は
，

ど
の

選
手

の
関

係
が

ポ
ジ

シ
ョ

ナ
ル

フ
ォ

ル
ト

な
の

か
選

手
を

明
確

に
示

す
。

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

が
よ

り
多

く
の

情
報

を
要

求
し

た
場

合
に

は
，

ポ
ケ

ッ
ト

か
ら

ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

シ
ー

ト
を

取
り

出
し

，
ゲ

ー
ム

キ
ャ
プ
テ
ン
に

反
則
を
犯
し
た
選
手
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
コ
ア
シ
ー
ト
で

，
ポ
ジ

シ
ョ
ン
の
確
認
を
し
て
，

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
を

サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に

心
が
け
る
。

 
- 28 -



10
 

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

サ
ー
ブ

レ
シ
ー
ブ

①
レ

シ
ー
ビ

ン
グ

チ
ー

ム
の

セ
ッ

タ
ー

が
フ

ロ
ン

ト
か

バ
ッ

ク
か

を
サ

ー
ビ

ス
許

可
の
前
に
確
認
を
し
て
お
く
。

②
サ

ー
ビ
ス

ボ
ー

ル
が

ラ
イ

ン
際

に
落

下
す

る
場

合
は

，
ア

ウ
ト

か
イ

ン
か

を
確

認
し
て
か
ら
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
の
判
定
を
確
認
す
る
。

③
バ

ッ
ク
セ

ッ
タ

ー
が

ネ
ッ

ト
際

で
ボ

ー
ル

を
プ

レ
ー

す
る

時
は

ボ
ー

ル
の

高
さ

を
確
認
す
る
。

④
バ

ッ
ク
セ

ッ
タ

ー
が

ネ
ッ

ト
際

で
ボ

ー
ル

を
返

球
し

た
り

，
相

手
か

ら
の

ボ
ー

ル
を

ブ
ロ

ッ
ク

し
た

り
す

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
は

，
ボ

ー
ル

の
高

さ
や

位
置

を
確
認
す
る
。

⑤
ジ

ャ
ン
ピ

ン
グ

サ
ー

ブ
で

ボ
ー

ル
が

レ
シ

ー
バ

ー
に

か
す

か
に

触
れ

て
い

く
ケ

ー
ス
に
注
意
を
す
る
。

⑥
サ

ー
ビ
ス

の
レ

シ
ー

ブ
で

は
，

オ
ー

バ
ー

ハ
ン

ド
の

指
を

使
っ

た
動

作
で

キ
ャ

ッ
チ
を
し
た
場
合
は
反
則
に
な
る
の
で
，
正
確
に
判
定
す
る
。

①
ポ
ジ
シ
ョ
ン

の
反
則
を

確
認

後
，
打
た
れ
た

サ
ー
ビ
ス
ボ
ー

ル
が
許
容
空
間
内

を
通

る
か

を
確

認
す

る
（

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
側

の
ア

ン
テ

ナ
を

見
る

）
と

同
時

に
素

早
く

ブ
ロ

ッ
ク

サ
イ

ド
に

移
動

す
る

。

②
プ

レ
ー

を
読

ん
で

ポ
ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

を
す

る
。（

セ
ッ

タ
ー

の
ト
ス
が
Ａ
，
Ｂ
，

Ｃ
，
Ｄ
等
で
上
が
る
か
，
ア
タ
ッ
ク
は
誰
が
打
つ
の
か
，
ブ
ロ
ッ
ク
は
誰
が
す
る

の
か
な
ど
）

③
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム

の
セ

ッ
タ

ー
が

フ
ロ

ン
ト

か
，

バ
ッ

ク
か

を
確

認
す

る
。
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フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ア
タ
ッ

ク
時
の
判
定

①
必

ず
静

止
し

て
見

る
こ

と
。

基
本

的
に

は
，

両
ア

ン
テ

ナ
の

延
長

線
上

に
目

線

を
置

き
，

左
右

の
動

き
は

ボ
ー

ル
１

つ
分

ぐ
ら

い
と

し
，

横
に

出
過

ぎ
な

い
。

（
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
判
定
と
次
の
プ
レ
ー
へ
の
対
応
の
た
め
）

②
オ

ー
プ

ン
ア

タ
ッ

ク
は

高
い

位
置

か
ら

広
い

視
野

で
見

る
こ

と
。

ア
タ

ッ
カ

ー
と

ブ
ロ
ッ
カ
ー
と
ボ
ー
ル
を
視
野
に
入
れ
る
。
ア
タ
ッ
カ
ー
の
キ
ャ
ッ
チ
，
ブ
ロ
ッ
カ

ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
や
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
，
ま
た
，
ブ
ロ
ッ
ク
に
跳
ね
返
っ
て
ア

タ
ッ
カ
ー
に
当
た
る
ケ
ー
ス
を
頭
に
入
れ
て
お
く
。

③
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
ク
イ
ッ
ク
は
，
ト
ス
が
ネ
ッ
ト
際
に
上
が
る
の
で
，
ボ
ー
ル
を
見

な
が
ら
ネ
ッ
ト
上
に
目
線
を
お
き
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
や
セ
ッ
タ
ー
の
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
や

タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
を
見
て
，
レ
シ
ー
バ
ー
の
ボ
ー

ル
コ
ン
タ
ク
ト
と
ラ
イ
ン
判
定
を
す
る
。
（
プ
レ
ー
を

先
読
み
す
る
こ
と
）

④
特
に
ボ
ー
ル
を
置
く
方
向
を
変
え
る
フ
ェ
イ
ン
ト
攻
撃
（
「
テ
ィ
ッ
プ
」
）
が
使
用

さ
れ
た
場
合
，
ボ
ー
ル
タ
ッ
チ
に
注
意
を
払
う
。

ア
タ

ッ
ク

ヒ
ッ

ト
の

際
，

ボ
ー

ル
を

キ
ャ

ッ
チ

し
た

り
投

げ
た

り
し

な
け

れ
ば

，

「
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
」
が
認
め
ら
れ
る
。
「
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
は
，
片
手
や
指
で
静

か
に
ネ
ッ
ト
の
高
さ
よ
り
完
全
に
上
の
ボ
ー
ル
を
ア
タ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
あ
る
。
テ

ィ
ッ
プ
後
の
ボ
ー
ル
が
瞬
時
に
リ
バ
ウ
ン
ド
せ
ず
，
手
が
伴
っ
た
り
，
投
げ
ら
れ
た

り
し
た
場
合
は
反
則
で
あ
る
。

⑤
ボ
ー
ル
を
つ
か
む
，
投
げ
る
，
ボ
ー
ル
方
向
を
変
え
る
，
持
ち
上
げ
る
。
こ
の
よ
う

な
プ
レ
ー
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
は
，

ボ
ー
ル
が
接
触
し
て
い
る
状
況
を
的
確
に
判
定
す
る
。

《
反
則
と
な
り
う
る
ケ
ー
ス
の
例
》

肘
を
ま
げ
て
ボ
ー
ル
に
接
触
し
，
そ
の
肘
を
完
全
に
伸
ば
し
て
プ
レ
ー
し
た
場
合

は
，
ボ
ー
ル
を
運
ぶ
こ
と
に
な
る
た
め
，
キ
ャ
ッ
チ
で
あ
る
。

肩
の
ラ
イ
ン
の
後
ろ
で
ボ
ー
ル
に
接
触
し
ボ
ー
ル
を
運
ぶ
プ
レ
ー
や
，
ボ
ー
ル
を

相
手
方
ブ
ロ
ッ
ク
に
押
し
つ
け
方
向
を
変
え
て
押
し
出
す
プ
レ
ー
に
つ
い
て
は
，
ボ

ー
ル
に
手
を
伴
っ
て
運
ぶ
時
間
が
長
い
た
め
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
。

⑥
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
は
，
プ
レ
ー
の
先
読
み
を
し
て
，
ネ
ッ
ト
上
に
目
線
を
残
す
気
持
ち

を
持
つ
と
正
確
な
判
定
が
で
き
る
。

⑦
セ
ッ
タ
ー
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク
か
を
確
認
す
る
。

①
攻
撃
の
プ
レ
ー
を
読
ん
で
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
を
し
て
，
必
ず
静
止
し
て
ネ
ッ

ト
際
を
注
視
す
る
。

②
ネ

ッ
ト

と
ブ

ロ
ッ

カ
ー

を
視

野
に

入
れ

て
，

特
に

タ
ッ

チ
ネ

ッ
ト

，
ペ
ネ

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

フ
ォ

ル
ト

，
そ

し
て

ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

ボ
ー

ル
コ

ン
タ
ク
ト
を

見
る
た
め
ネ
ッ
ト
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
間
に
視
点
を
置
き
，
ネ
ッ
ト
際
を
集
中
し

て
見
る
。

③
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
サ
イ
ド
で
の
ア
タ
ッ
ク
の
時
は
，
ア
ン
テ
ナ
も
視
野

に
入
れ
る
。
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
だ
け
で
な

く
，
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
当
た
る
ケ
ー
ス
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
に
よ
る
ア
ン
テ
ナ

へ
の

タ
ッ

チ
ネ

ッ
ト

の
反

則
が

起
こ

る
こ

と
も

頭
に

入
れ

て
位

置
取
り
を
す

る
。

④
ネ
ッ
ト
際
に

選
手
が
い
な
く
な
っ
た
ら
，
ボ
ー
ル
を
見
て
次
の
プ
レ
ー
に
備

え
る
。

⑤
セ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク
か
を
確
認
す
る
。

- 30 -



12
 

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

バ
ッ
ク

ア
タ
ッ
ク
の

判
定

①
ポ

ジ
シ

ョ
ン

の
確

認
を

行
う

。
特

に
セ

ッ
タ

ー
と

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク
を

す
る

選

手
の

位
置

を
確

認
し

て
お

く
。

セ
ッ

タ
ー

が
フ

ロ
ン

ト
の

時
は

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク

に
注
意
す
る
。

②
ジ

ャ
ン

プ
の

踏
切

位
置

を
監

視
す

る
。

バ
ッ

ク
の

選
手

が
ア

タ
ッ

ク
す
る
時
に
ア

タ
ッ
ク
ラ
イ
ン
に
触
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。
（

ア
タ

ッ
ク

ラ
イ

ン
延

長
線

上
も

含

ま
れ
て
い
る
の
で
十
分
に
注
意
す
る

）
触
れ
て
い
れ
ば
反
則
で
あ
る
。

③
打

点
の

高
さ

を
確

認
す

る
。

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

の
目

の
位

置
を

ネ
ッ

ト
上

端
ま
で

下
げ
て
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
上
端
よ
り
も
完
全
に
高

い
位

置
で
ヒ
ッ
ト
さ
れ
た
な
ら
ば
反
則
の
条
件
と
な
る
。

④
ネ

ッ
ト

上
端

よ
り

高
い

ボ
ー

ル
を

バ
ッ

ク
の

セ
ッ

タ
ー

が
ト

ス
し

た
時
に
，
相
手

方
ブ

ロ
ッ

カ
ー

が
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

し
て

い
な

い
で

そ
の

ボ
ー

ル
に

触
れ

た
場

合

は
，
バ
ッ
ク
の
セ
ッ
タ
ー
の
反
則
で
あ
る
。

⑤
反

則
成

立
の

タ
イ

ミ
ン

グ
は

，
そ

の
ボ

ー
ル

が
ネ

ッ
ト

の
垂

直
面

を
完
全
に

通
過

す
る
か
，
相
手
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
触
れ
た
時
に
反
則
が
成
立
す
る
の
で
，
そ
の
瞬
間
に

ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。

①
ポ

ジ
シ

ョ
ン

の
確

認
を

行
う

。
特

に
セ

ッ
タ

ー
と

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク
を
す

る
選
手
の
位
置
を
確
認
し
て
お
く
。
セ
ッ
タ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
の
時
は
バ
ッ
ク

ア
タ
ッ
ク
に
注
意
す
る
。

②
バ

ッ
ク

ア
タ

ッ
ク

を
判

定
で

き
る

よ
う

に
ポ

ー
ル

に
近

づ
き

過
ぎ

な
い
よ

う
に
す
る
。
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
側
か
ら
の
ア
タ
ッ
ク
ラ
イ
ン
が
視
野
に
入

る
位
置
取
り
を
す
る

。

③
ジ

ャ
ン

プ
の

踏
切

位
置

を
監

視
す

る
。

バ
ッ

ク
の

選
手

が
ア

タ
ッ

ク
す
る

時
に

ア
タ
ッ
ク
ラ
イ

ン
に
触
れ
て
い

な
い
か
ど
う
か

。
（

ア
タ

ッ
ク

ラ
イ

ン

延
長

線
上

も
含

ま
れ

て
い

る
の

で
十

分
に

注
意

す
る

）
触

れ
て

い
れ

ば
反

則

で
あ
る
。

④
バ

ッ
ク

ア
タ

ッ
ク

の
反

則
を

見
る

こ
と

を
意

識
し

て
，

セ
ン

タ
ー

か
ら

の

速
い

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク
が

見
え

る
位

置
に

す
ば

や
く

移
動

す
る

。
ア

タ
ッ

ク

ラ
イ
ン
が
全
て
見
え
る
，
下
が
っ
た
位
置
で
判
定
す
る
。

⑤
打

点
の

高
さ

が
は

っ
き

り
し

な
い

時
に

は
，

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

と

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を

と
り
，
判
定
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
。

⑥
フ
ァ

ー
ス

ト
レ
フ

ェ
リ
ー

を
補
佐
し

て
，

タ
イ
ム
リ

ー
に

ホ
イ
ッ
ス

ル
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

バ
ッ
ク

セ
ッ
タ
ー
の

ア
タ
ッ

ク
ヒ
ッ
ト
の
反
則

①
ネ
ッ
ト
上
端
よ
り
も
完
全
に
高
い
位
置
で
ト
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
，
直
接

相
手
コ
ー
ト
に
入
っ
て
し
ま
っ
た

り
，
相
手
ブ
ロ
ッ
ク
に
触
れ
た

り
し
た
時
は
，
ア

タ
ッ
ク
の
反
則
と
な
る
。

②
味
方
選
手
に
上
げ
た
ト
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
場
合
は
，
ブ
ロ
ッ
ク
の
オ
ー
バ
ー

ネ
ッ
ト
の
反
則
と
な
る
。

③
ト

ス
を

上
げ

る
前

に
，

ま
た

は
ト

ス
を

同
時

に
ブ

ロ
ッ

ク
し

た
場

合
は

，
ブ

ロ

ッ
ク
の
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
反
則
で
あ
る
。

①
判
定
で
き
る
よ
う
に
，
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
の
確
認
を
行
う
。
特
に
レ
シ
ー

ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
セ
ッ
タ
ー
が
バ
ッ
ク
の
時
は
注
意
す
る
。

②
打
点
の
高
さ
が
は
っ
き
り
し
な
い
時
に
は
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
と

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を

と
り
，
判
定
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
。

③
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
を

補
佐

し
て

，
タ

イ
ム

リ
ー

に
ホ

イ
ッ

ス
ル

で

き
る
よ
う
に
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ブ
ロ
ッ

ク
時
の
判
定

①
ブ

ロ
ッ

ク
時
の

キ
ャ

ッ
チ
に
つ

い
て

は
，

明
ら

か
な

も
の

を
判

定
す

る
。

ボ
ー

ル

を
つ

か
ん

で
投

げ
る

よ
う

な
動

作
は

キ
ャ

ッ
チ

の
反

則
で

あ
る

。
相

手
か

ら
来

る

ボ
ー

ル
を

単
に
イ

ン
タ

ー
セ

プ
ト

す
る

の
で

は
な

く
，

ボ
ー

ル
を

保
持

す
る

ま
た

は
持

ち
上

げ
る
，

押
す

，
運

ぶ
，

投
げ

る
，

手
が

伴
う

場
合

に
は

，
選

手
の

ブ
ロ

ッ
ク
行
為
は
「
キ
ャ
ッ
チ
」

の
反
則
で
あ
る
。

②
ブ

ロ
ッ

キ
ン

グ
に

似
た

動
作

で
，

味
方

コ
ー

ト
か

ら
相

手
方

へ
返

球
す

る
動

作

は
，
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
で
は
な
い
。（

キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。
）

③
ブ

ロ
ッ

キ
ン
グ

の
キ

ャ
ッ
チ
の

判
定

の
仕
方
は

，
ネ

ッ
ト

上
に

目
線

を
残
す
気

持

ち
で
ボ
ー
ル
を
見
る
と
よ
い
。

④
相

手
チ

ー
ム
へ

の
返

球
の
際
，

ブ
ロ

ッ
ク

の
よ

う
な

動
作

で
行

う
場

合
は

キ
ャ

ッ

チ
の
反
則
が
あ
る
の
で
注
意
を
す
る
。

⑤
ブ

ロ
ッ

カ
ー
の

ボ
ー

ル
コ
ン
タ

ク
ト

で
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
の

死
角

と
な

る

コ
ー

ス
は

，
ブ

ロ
ッ

ク
の

間
と

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
サ

イ
ド

で
あ

る
こ

と
を

理

解
し
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と
協
力
す
る
。

⑥
ブ

ロ
ッ

カ
ー
の

オ
ー

バ
ー
ネ
ッ

ト
は

，
セ

ッ
タ

ー
が

ト
ス

を
上

げ
る

前
，

ま
た

は

同
時

ブ
ロ

ッ
ク

を
す

る
こ

と
。

ネ
ッ

ト
上

の
同

時
プ

レ
ー

で
ど

ち
ら

か
が

オ
ー

バ

ー
ネ

ッ
ト

し
て

い
る

ケ
ー

ス
。

ネ
ッ

ト
上

に
目

線
を

お
き

ボ
ー

ル
と

手
の

接
点

を

見
る

。（
目
線
を
極
端
に
下
げ
な
い
よ
う
に
す
る
。
）

⑦
ボ
ー
ル
は
体
の
ど
の
部
分
に
触
れ
て
も
よ
い
の
で
，
ブ
ロ
ッ
ク
中
に
ボ
ー
ル
が
同

じ
動
作
の
中
で
足
に
触
れ
て
も
，
や
は
り
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。

①
ブ

ロ
ッ

カ
ー

に
よ

る
タ

ッ
チ

ネ
ッ

ト
だ

け
で

な
く

，
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ

リ
ー

が
確

認
し

に
く

い
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
の

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

に

注
意
す
る
。

②
ア

ン
テ

ナ
に

ボ
ー

ル
が

当
た

る
ケ

ー
ス

は
，

ア
タ

ッ
ク

ボ
ー

ル
か

，
ブ

ロ

ッ
ク
の
後
の
ボ
ー
ル

か
を
確
認
す
る
。

③
ア

ン
テ

ナ
近

く
で

の
プ

レ
ー

の
と

き
は

，
ブ

ロ
ッ

カ
ー

が
ア

ン
テ

ナ
に

触

る
ケ
ー
ス
も
起
こ
る
こ
と
を
意
識
し
て
見
る
。

④
ネ
ッ
ト
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
を
視
野
に
入
れ
て
，
特
に
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
，
ペ
ネ

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ル
ト
，
そ
し
て
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト

を
見
る
た
め
，
ネ
ッ
ト
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
間
に
視
点
を
置
き
，
ネ
ッ
ト
際

を
集
中
し
て
判
定
す
る
。

バ
ッ

ク
プ

レ
ー

ヤ
ー

の

ブ
ロ
ッ

ク
の
判
定

（
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
の
責

務
）

①
バ
ッ
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ブ
ロ
ッ
ク
の
試
み
を
し
て
も
反
則
で
は
な
い
。
（
リ
ベ
ロ

を
除
く
。
）

②
ブ
ロ
ッ
ク
群
で
バ
ッ
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
触
れ
な
く
て
も
，
他
の
選
手
に
触
れ
れ
ば

反
則
は
成
立
す
る
。

③
バ

ッ
ク

セ
ッ

タ
ー

が
ジ

ャ
ン

プ
し

て
セ

ッ
ト

ア
ッ

プ
し

よ
う

と
し

た
と
き
，
味
方

の
選
手
の
パ
ス
が
伸
び
て
相
手
方
コ
ー
ト
に
返
り
，
相
手
方
選
手
が
打
っ
た
ボ
ー
ル

が
，
バ
ッ
ク
の
セ
ッ
タ
ー
に
当
た
っ
た
。
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
と
き
に
，
身
体
の
一
部

が
ネ
ッ
ト
上
端
よ
り
高
い
位
置
に
あ
れ
ば
，
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
位
置
に
関
係
な
く
，

バ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
の
反
則
が
成
立
す
る
。

①
サ
ー
ビ
ス
の
と
き
は
，
レ
シ
ー
ブ
ン
グ
チ
ー
ム
の
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
の
ブ
ロ

ッ
ク
の
判
定
を
す
る
気
持
ち
を
持
つ
。

②
ラ

リ
ー

中
も

ネ
ッ

ト
際

で
ト

ス
を

上
げ

る
セ

ッ
タ

ー
が

フ
ロ

ン
ト

か
バ

ッ

ク
か
を
確
認
し
て
お
く
。
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フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

の

判
定

①
ア
タ
ッ
カ
ー
の
手
（

プ
レ

ー
），

ボ
ー
ル
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
手
を
視
野
に
入
れ
て
，

瞬
間
に
目
を
止
め
る
よ
う
に
す
る
と
よ
く
見
え
る
。
ま
た
，
ボ
ー
ル
が
ど
の
方
向
に
飛

ん
で
い
っ
て
も
目
が
遅
れ
な
い
よ
う
に
，
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

②
判

定
の

際
に

は
実

際
に

手
や

指
先

に
触

れ
た

か
否

か
の

事
実

を
し

っ
か

り
と

確
認

す
る
。
判
定
の
際
に
は
，

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
や
関
係
す
る
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を

確
認
し
，
選
手
が

“
ワ
ン
タ
ッ
チ
”
と
か
“
ノ
ー
，
ノ
ー
”
と
言
う
声
に
惑
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
最
終
判
定
を
下
す
と
説
得
性
が
あ
る
。

③
判
定
（

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
）
を

早
く

出
し

す
ぎ

て
，

後
か

ら
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ

ー
，
ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
の

判
定

を
見

て
判

定
を

覆
す

こ
と

は
絶

対
に

避
け

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。

④
目

の
位

置
が
低

く
な

り
す

ぎ
る

と
角

度
あ

る
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
が

見
え

に
く

く

な
る
の
で
高
い
位
置
か
ら
見
る
と
良
い
。

⑤
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
は

ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

ボ
ー

ル

コ
ン

タ
ク

ト
の

責
任

範
囲

を
明

確
に

す
る

た
め

に
，

試
合

前
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

で

打
ち
合
わ
せ
て
お
く
。

⑥
レ

シ
ー

バ
ー

の
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
に

つ
い

て
は

，
選

手
の

陰
に

隠
れ

て
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
が

見
え

な
い

ケ
ー

ス
は

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
の

判
定

を
尊

重
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

，
ア

タ
ッ

ク
ボ

ー
ル

が
ブ

ロ
ッ

ク
に

当
た

り
，

速
い

ス
ピ

ー
ド

で
跳

ね
返

り
，

再
び

ア
タ

ッ
カ

ー
に

当
た

る
時

は
，

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

，
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

サ
イ

ド
共

に
見

に
く

い
ケ

ー
ス

が
多

い
。

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

サ
イ

ド
は

距
離

が
近

い
う

え
に

速
い

ス
ピ

ー
ド

の
た

め
に

見
逃

し
や

す
い

こ
と

が
あ

る
の

で
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑦
ブ

ロ
ッ

ク
ア
ウ

ト
を

狙
う

プ
レ

ー
は

，
ブ

ロ
ッ

カ
ー

の
手

の
サ

イ
ド

を
か

す
か

に

狙
っ

て
打

っ
て
く

る
の

で
広

い
視

野
で

見
る

。
そ

し
て

，
必

ず
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ

ー
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し

て
か
ら
判
定
を
す
る
。

⑧
ポ

ニ
ー

テ
ー
ル

の
よ

う
な

長
い

髪
に

意
図

せ
ず

ボ
ー

ル
が

触
れ

た
と

し
て

も
ボ

ー

ル
コ
ン
タ
ク
ト
と
は
し
な
い
。

①
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
の

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

は
，

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ

ェ
リ

ー
の

死
角

に
な

る
コ

ー
ス

が
あ

る
こ

と
を

理
解

し
，

補
助

で
き

る
よ

う

確
認
を
す
る
。

②
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
が

求
め

て
き

た
際

に
は

確
認

で
き

た
ボ

ー
ル

コ

ン
タ

ク
ト

は
，

胸
の
前
で
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
見
た
（

求
め

た
）
タ

イ
ミ
ン
グ
で
シ
グ
ナ
ル
を
送
る
。

③
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
は

ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
の

責
任

範
囲

を
明
確
に
す
る
た
め
に
，
試
合
前
の
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
で
打
ち
合
わ
せ
て
お
く
。

④
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
を
見
る
た
め
ネ
ッ
ト
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
間
に
視
点
を
置

き
，
ネ
ッ
ト
際
を
集
中
し
て
見
る
。
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フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定

タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト

①
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
反
則

・
ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
中
の
選
手
に
よ
る
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
へ
の
接
触
は
反
則
で
あ
る
。

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
の
中
に
は
，（

主
に
）
踏
み
切
り
か
ら
ヒ
ッ
ト
（
ま

た
は
プ
レ
ー
の
試
み

），
安
定
し
た
着
地
，
新
た
な
動
作
へ
の
準
備
が
含
ま
れ
る
。

《
１
１
．
３
．
１
》

・
相
手
チ
ー
ム
の
プ
レ
ー
を
妨
害
し
な
い
限
り
，
選
手
は
支
柱
，
ロ
ー
プ
，
ま
た
は
ア
ン
テ
ナ
の
外
側
に
あ
る
ネ
ッ
ト
や
他
の
物
体
に
触
れ
て
も
よ
い
。
《
１
１
．
３
．

２
》

選
手
が
ネ
ッ
ト
の
外
側
（
ア
ン
テ
ナ
外
側
の
ト
ッ
プ
バ
ン
ド
，
ケ
ー
ブ
ル
，
ポ
ー
ル
な
ど
）

に
触
れ
て
も
，
ネ
ッ
ト
自
体
の
構
造
的
な
保
全
に
影
響
を
与
え
な
い

限
り
，
反
則
と
は
見
な
さ
な
い
。

Ａ
）「

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
中
」
と
は
，

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
し
よ
う
と
す
る
選
手
の
動
作
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
一
連
の
動
き
と
考
え
る
。
例
え
ば

ア
タ
ッ
ク
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
す
る
選
手
の
場
合

「
移
動
，
ジ
ャ
ン
プ
の
た
め
の
動
作
の
開
始
か
ら
着
地
の
動
作
の
終
了
」
ま
で

ボ
ー
ル
が
近
く
に
あ
る
選
手
や
ボ
ー
ル
に
対
し
て
プ
レ
ー
を
し
よ
う
と
移
動
し
て
い
る
選
手
の
場
合

「
移
動
を
含
ん
で
，
プ
レ
ー
の
た
め
の
動
作
の
開
始
か
ら
プ
レ
ー
を
し
た
（
し
よ
う
と
し
た
）
動
作
の
終
了
」
ま
で
。

ま
た

，
着

地
後

勢
い

余
っ

て
ネ

ッ
ト

に
ぶ

ら
下

が
っ

た
り

，
寄

り
か

か
っ

た
り

す
る

動
作

や
，

相
手

方
コ

ー
ト

に
入

ら
な

い
よ

う
に

ネ
ッ

ト
の

下
を

く
ぐ

り
，
相
手
方
フ
リ
ー
ゾ
ー
ン
に
出
る
と
き
に
，
ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
動
作
は
反
則
で
あ
る
。（

両
ア

ン
テ

ナ
間
に

限
る

）
速

攻
や

時
間

差
攻
撃
な

ど
で

，
ど
こ
に

ト

ス
が

上
が

る
か

判
断

で
き

な
い

タ
イ

ミ
ン

グ
で

起
き

る
ネ

ッ
ト

へ
の

接
触

は
反

則
と

す
る

が
，

明
ら

か
に

離
れ

た
位

置
に

ト
ス

が
上

が
っ

た
場

合
や

動
作

終

了
後
，
ボ
ー
ル
が
近
く
に
な
く
，
振
り
向
い
た
と
き
の
接
触
は
反
則
で
は
な
い
。

Ｂ
）「

相
手
チ
ー
ム
の
プ
レ
ー
を
妨
害
す
る
」
と
は
，

・
ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
中
に
，
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
，
ま
た
は
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
こ
と
。

・
支
持
を
得
た
り
，
身
体
を
安
定
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
。

・
ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
相
手
チ
ー
ム
に
対
し
て
自
チ
ー
ム
が
有
利
な
状
況
を
不
正
に
つ
く
り
出
す
こ
と
。

・
相
手
チ
ー
ム
に
よ
る
正
当
な
ボ
ー
ル
へ
の
プ
レ
ー
の
試
み
に
対
し
，
そ
れ
を
妨
害
す
る
動
作
を
す
る
こ
と
。

・
ネ
ッ
ト
を
つ
か
ん
だ
り
，
握
っ
た
り
す
る
こ
と
。

Ｃ
）「

ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
」
と
は
，

そ
の
選
手
の
動
き
に
よ
っ
て
起
き
る
接
触
だ
け
を
意
味
し
，
ボ
ー
ル
等
が
当
た
り
，
ネ
ッ
ト
が
動
い
た
た
め
に
起
き
る
接
触
は
，
反
則
に
は
な
ら
な
い
。
特
に
，

ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
上
部
の
白
帯
に
当
た
っ
た
場
合
，
白
帯
は
数

程
度
動
く
。
そ
の
た
め
に
ブ
ロ
ッ
カ
ー
に
ネ
ッ
ト
が
触
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
れ
を
セ
カ
ン
ド
レ

フ
ェ
リ
ー
が
下
か
ら
み
て
い
る
と
，
選
手
が
ネ
ッ
ト
に
触
っ
た
の
と
見
分
け
が
つ
か
ず
，
反
則
と
し
て
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
。

選
手

が
自

分
の

コ
ー

ト
上

で
自

分
の

プ
レ

ー
ポ

ジ
シ

ョ
ン

に
い

る
と

き
に

，
相

手
側

か
ら

の
ボ

ー
ル

が
ネ

ッ
ト

に
当

た
り

，
ネ

ッ
ト

が
選

手
に

触
れ

る
こ

と

に
な

っ
て

も
，
反

則
で

は
な

い
。

選
手

は
自

分
の

体
を

守
る

動
き

を
す

る
こ

と
は

で
き

る
が

，
跳

ね
返

っ
て

き
た

ボ
ー

ル
の

方
向

を
故

意
に

変
え

る
た

め
に

ボ

ー
ル
に
向
か
っ
て
積
極
的
な
行
動
を
す
る
権
利
は
な
い
。
こ
れ
は
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
反
則

（
も
し
く
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

＊
髪
の
毛
が
ネ
ッ
ト
に
触
れ
た
場
合

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
相
手
に
影
響
を
与
え
た
り
，
ラ
リ
ー
を
中
断
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
の
み
反
則
と
す
る
。
例
え
ば
，
髪
の
毛
が
ネ
ッ
ト

の
網
目
に
か
ら
ま
り
，
プ
レ
ー
が
中
断
す
る
等

②
ゲ
ー
ム
中
に
大
き
な
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
反
則
の
見
逃
し
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
判
定
は
，

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
・
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ

リ
ー

で
行
う
。

③
ア
ン
テ
ナ
付
近
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
た
ケ
ー
ス
を
ア
タ
ッ
ク
ヒ
ッ
ト
の
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
当
た
っ
た
反
則
と
間
違
え
る
こ
と

が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

④
判
定
の
際
に
は
，
誰
が
タ
ッ
チ

ネ
ッ
ト
し
た
の
か
を
明
確
に
す
る
。
（
説
得
性
）
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フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定

ネ
ッ
ト
上
で
の

「
同

時
の

接
触

」

の
判
定

①
両

チ
ー

ム
の

選
手

が
ボ

ー
ル

の
押

し
合

い
に

よ
っ

て
，

ネ
ッ

ト
上

で
ボ

ー
ル

が

完
全
に
静
止
し
し
て
も
ラ
リ
ー
は
継
続
さ
れ
る
。

②
ネ

ッ
ト

上
で
同

時
の

接
触

後
，

そ
の

ボ
ー

ル
が

ア
ン

テ
ナ

に
当

た
っ

た
時

は
，

ダ

ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
と
な
る
。

③
ネ

ッ
ト

上
で

同
時

の
接

触
後

，
そ

の
ボ

ー
ル

が
コ

ー
ト

外
に

落
ち

た
場
合
，
ネ
ッ

ト
を
基
準
に
ボ
ー
ル
の
反
対
側
の
選
手
が
最
後
に
触
れ
た
も
の
と
し
，
落
ち
た
反
対

側
の
チ
ー
ム
の
反
則
と
す
る
。

④
ネ

ッ
ト

上
端

で
，

両
チ

ー
ム

が
プ

レ
ー

し
よ

う
と

す
る

時
，

キ
ャ

ッ
チ
・
ボ
ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト
・
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ー
後
の
ボ
ー
ル
の
方
向

等
に
気
を
付
け
る
。

⑤
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
は
，
瞬
間
的
に
判
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
，
ホ
イ

ッ
ス
ル
を
強
く
，
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
少
々
長
め
に
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
，
選
手
，
役
員
，
観
衆
，
Ｔ
Ｖ
視
聴
者
に
対
し
て
説
得
力
が
高
ま
る
。
説
得
力
と
タ
イ

ミ
ン
グ
が
大
切
で
あ
る
。

①
両

チ
ー

ム
の

選
手

が
ボ

ー
ル

の
押

し
合

い
に

よ
っ

て
，

ネ
ッ

ト
上

で
ボ

ー

ル
が
完
全
に
静
止
し
し
て
も
ラ
リ
ー
は
継
続
さ
れ
る
。

②
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
の

プ
レ

ー
に

つ
い

て
は

，
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ

ー
が

先
に

判
定

を
下

し
，

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

に
伝
え
る
。
（

ボ
ー

ル

コ
ン

タ
ク

ト
の

場
合

は
胸

の
前

で
小

さ
く

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
を

出
し

，
ア

イ

コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
）

オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト

①
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

の
反

則
が

あ
っ

た
瞬

間
に

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

す
る

。
遅

れ
る

と

チ
ー
ム
が
不
信
感
を
持
つ
。

②
ブ

ロ
ッ

ク
を

除
き

，
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

の
判

定
基

準
は

，
ネ

ッ
ト

の
上
端
か

ら
相

手
コ
ー
ト
上
に
手
を
出
し
て
，
ボ

ー
ル
に
触
れ
る
位
置
が

ど
こ
で
あ
る
か
が
大
変
重

要
で
あ
る
。
ネ

ッ
ト
上
部
の
白

帯
の
ふ
く
ら

み
を
越
え
て
，
相
手
コ
ー
ト
の
空
間
で

ボ
ー
ル
に
触
れ
る
と
反
則
で
あ
る
。

③
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

の
反

則
が

起
こ

り
そ

う
な

瞬
間

に
目

の
位

置
を

ネ
ッ

ト
上

に
お

き
，
選
手
の
手
と
ボ
ー
ル
の
接
点

を
し
っ
か
り
と
見
る
。

④
セ

ッ
タ

ー
の

ト
ス

ア
ッ

プ
や

ア
タ

ッ
ク

プ
レ

ー
が

十
分

に
可

能
で

あ
る
ボ
ー
ル
に

対
し
て
，
そ
の
前
，
ま
た
は
同
時

に
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
反
則
で
あ
る
。
特
に
セ

ッ
タ
ー
の
ト
ス
ア
ッ
プ
を
ブ
ロ
ッ

キ
ン
グ
す
る
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
見
逃
し
に
注
意

す
る
。

⑤
相

手
か

ら
向

か
っ

て
来

る
ボ

ー
ル

を
す

べ
て

ブ
ロ

ッ
ク

す
る

こ
と

は
で

き
る

が
，

平
行

ト
ス

が
相

手
コ

ー
ト

に
向

か
っ

て
い

る
ケ

ー
ス

で
，

ア
タ

ッ
ク

ヒ
ッ

ト

の
前
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
し
た
場
合
は
反
則
で
あ
る
。

（
但
し
，

３
回
触
れ
た
ボ
ー
ル
は
除
く
）

⑥
相

手
か

ら
向

か
っ

て
く

る
ボ

ー
ル

が
ネ

ッ
ト

を
越

え
な

い
場

合
，

ブ
ロ

ッ
ク

を
す

る
と
反
則
で
あ
る

。（
但
し
，
３
回
触
れ
た
ボ
ー
ル
は
除
く
）

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
を

越
え

て
く

る
場

合
、

２
回

目
ま

た
は

３
回

目
の

プ
レ

ー
で

き

る
相

手
選

手
が

ネ
ッ

ト
近

く
に

い
な

い
と

き
、

ネ
ッ

ト
を

越
え

て
ブ

ロ
ッ

ク
す

る

こ
と
が

で
き
る
。
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フ
ァ

ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定

ネ
ッ

ト
下

か
ら

の

相
手

コ
ー

ト
及

び

空
間
へ
の
侵
入

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

の
位
置
か
ら
も
，
ネ
ッ
ト
下
で
の
相
手
コ
ー
ト
，
お
よ
び

空
間
へ
の
侵
入
が
見
え
る
場
合
が
あ
る
。

①
片
方
の
足
が
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
を
越
え
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
て
も

，
そ

の
一
部
が
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
に
接
触
し
て
い
る
か
，
そ
の
真
上
に
残
っ
て

お

り
，
相
手
方
の
プ
レ
ー
を
妨
害
し
て
い
な
け
れ
ば

，
反
則
と
は
な
ら
な
い
。

足
と
は
く
る
ぶ
し
の
下
（
く
る
ぶ
し
を
含
ま
な
い
）
ま
で
と
考
え
る
。

サ
ー

ビ
ス
ヒ
ッ
ト
時
も
同
様

②
両
足
よ
り
上
部
の
身
体
の
い
か
な
る
部
分
が
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
て
も

反
則
と
な
ら
な
い
。
ま
た
，
ネ
ッ
ト
付
近
に
お
い
て
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
等
の

プ
レ
ー
で
相
手
コ
ー
ト
に
侵
入
し
た
時
に
，
両
足
が
完
全
に
相
手
コ
ー
ト
上

の
空
間
に
あ
っ
た
と
し
て
も
，
足
が
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
ず
，
相
手
方
の
プ

レ
ー
を
妨
害
し
て
い
な
け
れ
ば
反
則
と
し
な
い
。

③
上
記
①
②
と
も
相
手
方
プ
レ
ー
へ
の
妨
害
が
あ
る
と
判
断
し
た
ら
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ア
の
反
則
と
す
る
。
（
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
＝
反
則
が
起
き
た
地
点
を

指
し
，
必
要
で
あ
れ
ば
反
則
を
し
た
選
手
を
手
で
示
す
）

④
反
則
の
あ
っ
た
瞬
間
に
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

ア
ン

テ
ナ

外
通

過

の
判
定

①
ア
ン
テ
ナ
上
方
を
通
過
す
る
ボ
ー
ル
は
，
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア

ン
テ

ナ

上
方

を
通

過
し

た
時

点
で

は
判

定
を

し
な

い
。

相
手

フ
リ

ー
ゾ

ー
ン

か
ら

味
方

コ

ー
ト

へ
返

球
す

る
と

き
に

，
許

容
空

間
内

を
ボ

ー
ル

が
通

過
し

た
と

き
に

ホ
イ

ッ

ス
ル
を
す
る
。

②
ボ

ー
ル

の
コ

ー
ス

に
い

る
ラ

イ
ン

ジ
ャ

ッ
ジ

が
判

定
で

き
る

の
で

，
そ

の
コ

ー

ス
の

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
を

確
認

し
て

判
定

を
す

る
。

試
合

前
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

で

確
認
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

③
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
か
ア
ン
テ
ナ
外
側
を
通
過
し
た
場
合
，

も
し
く
は
チ
ー
ム
の
３
回
目
の
打
球
が
ア
ン
テ
ナ
外
側
を
通
過
し
た
場
合
は
，
ホ
イ

ッ
ス
ル
し
て
ボ
ー
ル
ア
ウ
ト
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。

①
ア

ン
テ

ナ
上

方
を

通
過

す
る

ボ
ー

ル
は

，
取

り
戻

す
こ

と
が

で
き

る
。

ア

ン
テ
ナ
上
方
を
通
過
し
た
時
点
で
は
判
定
を
し
な
い
。
相
手
フ
リ

ー
ゾ
ー
ン

か
ら
味
方
コ
ー
ト
へ
返
球
す
る
と
き
に
，
許
容
空
間
内
を
ボ
ー
ル
が
通
過
し

た
と
き
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。

②
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

の
位

置
は

選
手

の
プ

レ
ー

を
邪

魔
し

な
い

よ
う

に

プ
レ

ー
を

先
読
み
し
て
位
置
取
り
を
す
る
。
（

基
本

的
に

は
ポ

ー
ル

の
真

後

ろ
に
位
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

③
レ

シ
ー

ブ
さ

れ
た

ボ
ー

ル
が

ア
ン

テ
ナ

外
か

そ
の

上
方

を
通

過
し

た
り
，

取
り
戻

し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
で
許
容
空
間
内
に
返
球
さ
れ
た
時
の
位
置
取
り

は
，

基
本

的
に

は
ポ

ー
ル

の
後

か
ス

コ
ア

ラ
ー

ズ
テ

ー
ブ

ル
の

前
と

す
る

が
，
選
手

の
邪
魔
に
な
ら
な
け
れ
ば
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
に
入
っ
て
判
定
を
す

る
。
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。

④
サ

ー
ビ

ス
ボ

ー
ル

が
ア

ン
テ

ナ
に

触
れ

る
か

ア
ン

テ
ナ

外
側

を
通

過
し
た

場
合
，
も
し
く
は
チ
ー
ム
の
３
回
目
の
打
球
が
ア
ン
テ
ナ
外
側
を
通
過
し
た
場

合
は
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
ボ
ー
ル
ア
ウ
ト
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。

ボ
ー

ル
が

ア
ン

テ

ナ
に

当
た

る
ケ

ー

ス

①
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
側
の
ア
ン
テ
ナ
お
よ
び
そ
の
外
側
の
ネ
ッ
ト
，
ロ
ー
プ
，

ワ
イ
ヤ
ー

，
支

柱
等

に
ボ

ー
ル

が
当

た
っ

た
場

合
は

，
当

た
っ

た
瞬

間
に

ホ
イ

ッ

ス
ル
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

②
ア

ン
テ

ナ
付

近
で

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
の

上
端

に
当

た
っ

た
の

か
，

ア
タ

ッ
ク

し

た
ボ

ー
ル

が
ア

ン
テ

ナ
に

当
た

っ
た

の
か

，
ブ

ロ
ッ

ク
し

た
ボ

ー
ル

が
当

た
っ

た

の
か

ど
う

か
の

判
定

が
非

常
に

難
し

く
，

判
定

が
逆

に
な

っ
て

し
ま

う
こ

と
が

あ

る
の

で
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
，

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
を

確
認

し
て

正
確

な
判

定

す
る
。

③
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触

れ
る
ケ
ー
ス
は
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

④
ボ

ー
ル

に
集

中
し

過
ぎ

て
，

判
定

が
反

対
に

な
る

こ
と

が
あ

る
の

で
ブ

ロ
ッ

カ

ー
の
手
，
ア
ン
テ
ナ
を
視
野
に
入
れ
て
判
定
を
す
る
。

⑤
試

合
前

に
レ

フ
ェ

リ
ー

団
と

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
で

取
り

扱
い

方
法

を
確

認
す

る
。

①
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
の

ア
ン

テ
ナ

お
よ

び
そ

の
外

側
の

ネ
ッ

ト
，

ロ

ー
プ

，
ワ

イ
ヤ
ー
，
支
柱
等
に
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
場
合
は
，
当
た
っ
た
瞬

間
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

②
ア

ン
テ

ナ
付

近
で

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
の

上
端

に
当

た
っ

た
の

か
，

ア
タ
ッ

ク
し
た
ボ
ー
ル

が
ア
ン
テ
ナ
に

当
た
っ
た
の
か

，
ブ
ロ
ッ
ク
し

た
ボ
ー
ル
が

当
た
っ
た
の
か
ど
う
か
の
判
定
が
非
常
に
難
し
く
，
判
定
が

逆
に

な
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
の

で
，

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
を

確
認

し
て

正
確

な
判

定
す

る
。

③
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
ケ
ー
ス
は
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
で
あ
る

④
セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

側
で

は
，

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
は

ポ
ー

ル
か

ら

１
ｍ

～
２

ｍ
離

れ
，

ア
ン

テ
ナ

上
端

か
ら

セ
ン

タ
ー

ラ
イ

ン
が

視
界

に
入

る
よ
う
に
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ボ
ー
ル
ハ
ン
ド
リ
ン
グ

①
す
べ
て
の
プ
レ
ー
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
は
同
一
で
あ
る
。

②
疑
わ
し
き
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
な
い
。
し
か
し
，
最
近
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
若
干
の
幅
が
あ
り
過
ぎ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
タ

ン
ド
か
ら
見
る
の
と
，
ベ
ン
チ
か
ら
見
る
の
と
，
役
員
席
か
ら
見
る
の
と
で
は
，
見
る
位
置
に
よ
っ
て
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
の
違
い
が
で
る
。
し
た
が
っ
て
，

誰
が
ど
こ
か
ら
見
て
も
反
則
プ
レ
ー
は
確
実
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
き
る
よ
う
に
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

③
最
初
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
か
ら
投
げ
る
と
い
う
２
つ
の
プ
レ
ー
動
作
を
伴
う
プ
レ
ー
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
で
あ
る
。

④
特
に
ボ
ー
ル
を
置
く
方
向
を
変
え
る
フ
ェ
イ
ン
ト
攻
撃
（
「
テ
ィ
ッ
プ
」
）
が
使
用
さ
れ
た
場
合
，
ボ
ー
ル
タ
ッ
チ
に
注
意
を
払
う
。

ア
タ
ッ
ク
ヒ
ッ
ト
の
際
，
ボ
ー
ル
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
り
投
げ
た
り
し
な
け
れ
ば
，
「
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
」
が
認
め
ら
れ
る
。
「
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
は
，
片
手
や

指
で
静
か
に
ネ
ッ
ト
の
高
さ
よ
り
完
全
に
上
の
ボ
ー
ル
を
ア
ッ
タ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
ッ
プ
後
の
ボ
ー
ル
が
瞬
時
に
リ
バ
ウ
ン
ド
せ
ず
，
手
が
伴
っ

た
り
，
投
げ
ら
れ
た
り
し
た
場
合
は
反
則
で
あ
る
。

オ
ー

バ
ー

ハ
ン

ド

パ
ス

①
ボ
ー
ル
と
手
が
触
れ
る
瞬
間
だ
け
を
見
て
判
定
を
す
る
こ
と
。
フ
ォ
ー
ム
や
音
に
影
響
さ
れ
て
判
定
を
し
な
い
こ
と
。

②
２
段
ト
ス
，
ト
ス
等
の
プ
レ
ー
で
，
左
右
の
手
の
バ
ラ
ツ
キ
，
ま
た
指
先
か
ら
手
の
平
に
当
た
る
ケ
ー
ス
は
，
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
で
あ
る
。

③
左
右
に
動
い
た
り
し
て
の
パ
ス
や
早
い
ボ
ー
ル
を
処
理
す
る
ケ
ー
ス
に
起
こ
り
や
す
い
キ
ャ
ッ
チ
に
注
意
す
る
。
ま
た
，
手
の
ひ
ら
で

“
パ
ン
”
と

当
て
る
こ
と
は
反
則
で
は
な
い
が
，
指
が
引
っ
か
か
る
ケ
ー
ス
は
キ
ャ
ッ
チ
で
判
定
を
す
る
。

④
サ
ー
ビ
ス
の
レ
シ
ー
ブ
で
は
，
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
の
指
を
使
っ
た
動
作
で
キ
ャ
ッ
チ
を
し
た
場
合
は
反
則
に
な
る
の
で
，
正
確
に
判
定
す
る
。

⑤
相
手
方
コ
ー
ト
に
返
球
す
る
プ
レ
ー
で
の
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
・
キ
ャ
ッ
チ
の
見
逃
し
に
気
を
付
け
る

。

ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド

パ
ス

ボ
ー
ル
が
ブ
ロ
ッ
カ
ー
と
ネ
ッ
ト
の
間
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
プ
レ
ー
で
も
，
次
の
カ
バ
ー
プ
レ
ー
が
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
シ
ー
ブ

の
場
合
，
一
連
の
動
作

中
で
あ
れ
ば
，
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
の
反
則
に
は
し
な
い
。
ボ
ー
ル
が
静
止
し
て
し
ま
う
プ
レ
ー
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
。
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
は
明
確
に
静

止
し
た
場
合
の
み
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
べ
き
で
あ
る
。

ト
ス

①
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
は
，
手
の
中
に
止
ま
る
か
，
キ
ャ
リ
ー
の
長
い
プ
レ
ー

の
時

に
生

じ
る

。
し

か
し

，
一

連
の

流
れ

の
あ

る
プ

レ
ー

は
反

則
と

す
べ

き
で

は
な

い
。

ボ
ー

ル
を

た
め

る
た

め
に

肘
や

手
首

を
使

っ
て

引
き

込
む

プ
レ

ー
が

問
題

に
な

っ
て

い
る

の
で

，
ど

こ
で

ボ
ー

ル
を

捕
ら

え
，

い
つ

離
し

た

か
を
見
分
け
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
胸

の
前

か
ら

の
バ

ッ
ク

ト
ス

や
頭

上
か

ら
前

へ
流

す
ト

ス
な

ど
で

起
こ

り
や

す
い

キ
ャ

ッ
チ

や
，

潜
り

込
ん

で
ト

ス
を

上
げ

る
ケ

ー
ス

で
の

左
右

の

手
の

バ
ラ

ツ
キ

と
，

ネ
ッ

ト
際

に
走

っ
て

い
っ

て
ト

ス
を

上
げ

る
ケ

ー
ス

で
の

左
右

の
手

の
バ

ラ
ツ

キ
に

よ
る

ダ
ブ

ル
コ

ン
タ

ク
ト

に
つ

い
て

も
同

様

で
あ
る
。

③
シ

ン
グ

ル
ハ

ン
ド

ト
ス

に
対

し
て

の
ハ

ン
ド

リ
ン

グ
基

準
は

，
指

と
手

の
平

と
の

間
に

バ
ラ

ツ
キ

が
あ

る
プ

レ
ー

，
手

の
平

で
転

が
る

よ
う

な
プ

レ

ー
な

ど
は

，
手

の
中

で
ボ

ー
ル

が
止

ま
っ

て
い

る
と

判
断

し
，

キ
ャ
ッ
チ
と
す
る
。
ま
た
，
手
の
中
で
止
め
る
プ
レ
ー
，
肘
で
押
し
あ
げ
る
２

段
モ

ー
シ

ョ
ン
の
プ
レ
ー
，
投
げ
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ー
の
プ
レ
ー
も
す
べ
て
，
キ
ャ
ッ
チ
と
す
る
。
指
先
だ
け
に
ボ
ー
ル
が
当
た
る
プ
レ
ー
は
反
則
で
は
な
い
。

④
ネ
ッ
ト
上
段
で
セ
ッ
タ
ー
が
ト
ス
を
す
る
時
（
Ａ
ク
イ
ッ
ク
等
）
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
は
ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ド
か
ら
見
る
と
良
く
見
え
る
場
合
も
あ
る
。

テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ

①
次

の
よ

う
な

プ
レ

ー
が

反
則

と
考

え
ら

れ
る

。
プ

レ
ー

を
言

葉
で

表
現

す
る

こ
と

は
難

し
い

が
，

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
積

ん
で

，
自

分
で

も
プ

レ
ー

し

て
判
定
基
準
を
確
立
す
る
。

テ
ィ
ッ
プ
後
の
ボ
ー
ル
が
瞬
時
に
リ
バ
ウ
ン
ド
せ
ず
，
手
が
伴
っ
た
り
，
投
げ
ら
れ
た
り
し
た
場
合
は
反
則
で
あ
る
。

 ボ
ー
ル
を
長
く
引
っ
張
る
プ
レ

ー

 
ぶ
ら
下
が
り
な
が
ら
引
き
下
ろ

す
プ
レ
ー

 ネ
ッ

ト
の

低
い

位
置

か
ら

い
っ

た
ん

持
ち

上
げ

て
相

手
コ

ー
ト

に
投
げ
降
ろ
す
プ
レ
ー

 
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
や
ス
ピ
ー
ド
を
２
段
動
作
で
変
え
る
プ
レ
ー

②
ボ
ー
ル
を
つ
か
む
，
投
げ
る
，
ボ
ー
ル
方
向
を
変
え
る
，
持
ち
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ー
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー
は
，
ボ
ー
ル
が
接
触
し
て
い
る
状
況
を
的
確
に
判
定
す
る
。

《
反
則
と
な
り
う
る
ケ
ー
ス
の
例
》

肘
を
ま
げ
て
ボ
ー
ル
に
接
触
し
，
そ
の
肘
を
完
全
に
伸
ば
し
て
プ
レ
ー
し
た
場
合
は
，
ボ
ー
ル
を
運
ぶ
こ
と
に
な
る
た
め
，
キ
ャ
ッ
チ
で
あ
る
。

肩
の
ラ
イ
ン
の
後
ろ
で
ボ
ー
ル
に
接
触
し
ボ
ー
ル
を
運
ぶ
選
手
，
ボ
ー
ル
を
相
手
方
ブ
ロ
ッ
ク
に
押
し
つ
け
方
向
を
変
え
て
押
し
出
す
プ
レ
ー
に
つ
い
て

は
，
ボ
ー
ル
に
手
を
伴
っ
て
運
ぶ
時
間
が
長
い
た
め
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
。

③
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
は
「
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
」
の
判
定
に
関
し
て
は
，
プ
レ
ー
を
先
に
読
ん

で
，
ネ
ッ
ト
上
に
目
を
残
し
て
判
定
を
す
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

ボ
ー
ル
イ
ン
，
ア
ウ
ト

①
ボ
ー
ル
が
床
に
落
ち
た
瞬
間
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
ま
た
，
ラ
イ
ン
際

の
判

定

に
つ
い
て
は
，
強
く
ホ
イ
ッ
ス
ル

を
す
る
。

②
ラ
イ
ン
判
定
は
，
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
タ
ン
ド
か
ら
イ
ン
，
ア
ウ
ト
の
判
定
基
準
を
持

ち
，
最
初
に
自
身
で
判
定
し
，
そ
の
後
に
担
当
の
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
素
早
く
確
認

し
て
，
最
終
判
定
を
す
る
。

③
レ
フ
ェ
リ
ー
の
判
定
が
遅
れ
れ
ば
，
ア
ピ
ー
ル
の
原
因
と
な
る
の
で
，
タ
イ
ミ
ン
グ

良
く
判
定
を
す
る
。

④
も
し
も
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
の
判
定
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
，
片
方
の
手
で

軽
く

お
さ

え
る

動
作

を
し

て
か

ら
判

定
を

覆
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
タ

イ
ミ

ン
グ

よ
く

ラ

イ
ン

ジ
ャ

ッ
ジ

を
お

さ
え

て
か

ら
最

終
判

定
を

示
す

。
（

ワ
ン

タ
ッ

チ
の

場
合

も

同
様
）

ボ
ー
ル

イ
ン
・

ア
ウ
ト

の
判
定

は
，
基

本
的
に

は
行
わ

な
い
が

，
状
況

に
応

じ
て

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

を
補

佐
す

る
こ

と
が

あ
る

。
た

だ
し

，
ネ

ッ
ト
か
ら
目
線
を
早
く
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

パ
ン
ケ
ー
キ

①
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
は

目
の

位
置

を
下

げ
て

見
る

。
確

認
で

き
な

い
と

き

に
は

，
セ

カ
ン
ド

レ
フ
ェ

リ
ー

，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
て
か
ら
ホ
イ
ッ
ス
ル
す

べ
き
で
あ
る
。

②
試

合
前

に
合

図
の

仕
方

に
つ

い
て

，
審

判
団

で
念

入
り

に
打

ち
合

わ
せ

て
お

く

必
要
が
あ
る
。

フ
ァ
ー

ス
ト
レ

フ
ェ
リ

ー
が
，

ボ
ー
ル

が
床
に

落
ち
た

か
ど
う

か
確
認

で
き

な
い

ケ
ー

ス
は

，
確

実
に

床
に

落
ち

て
い

る
場

合
は

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

す

る
。
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト

が
起
こ
り
そ
う
も
な
い
場
合
は
，
ボ
ー
ル
を
見
る
。

物
体
利
用
の
プ
レ
ー

①
競

技
エ

リ
ア

内
で

物
体

（
レ

フ
ェ

リ
ー

ス
タ

ン
ド

や
ポ

ー
ル

等
）
を

利
用

し
た

り
，
味
方
の
選
手
を
利
用
し
て
プ
レ
ー
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
反
則
で
あ
る
。

②
競
技
エ
リ

ア
の

外
側

で
は

，
物

体
（

ベ
ン

チ
，

フ
ェ

ン
ス

等
）
や

観
客

席
に

上
が

っ
て
プ
レ
ー
し
て
も
許
さ
れ
る

。（
但
し
，
自
チ
ー
ム
側
の
競
技
エ
リ
ア
外
に
限
る
）

フ
ァ
ー

ス
ト

レ
フ
ェ
リ

ー
が

確
認
で
き

な
い

プ
レ
ー
は

，
ホ

イ
ッ
ス
ル

し
判

定
を
す
る
。
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【
試

合
の

中
断

に
関

す
る

技
術

】

フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

タ
イ
ム
ア
ウ
ト

正
規

の
試

合
中

断
の

要
求

は
，

ラ
リ

ー
完

了
か

ら
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
に

よ
る

次
の

サ
ー

ビ
ス

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

ま
で

の
間

に
要

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
規

則
１

５
）

ノ
ー

カ
ウ

ン
ト

に
な

っ
た
場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

不
当

な
要

求
が

適
用

さ
れ

た
場

合
に

は
，

同
じ

チ
ー

ム
に

よ
る

同
じ

種
類

の
中

断
の

要
求

は
認

め
な

い
が

異
な

る
種

類
の

中
断

の
要

求
は

認
め

ら
れ

る
。

（
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
は

認
め

ら
れ

な
い

が
，

選
手

交
代

の
要

求
は

認
め

ら
れ

る
）

た
だ

し
，

不
当

な
要

求
の

う
ち

，
ラ

リ
ー

中
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

と
同

時
か

そ
の

後
の

試
合

中
断

の
要

求
は

，
サ

ー
ビ

ス
の

実
行

が
優

先
さ

れ

る
。
ま
た

，
デ
ィ
レ
イ
ワ
ー
ニ
ン
グ
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
，
同
じ
チ
ー
ム
に
よ
る
中
断
の
要
求
は
次
の
ラ
リ
ー
が
完
了
す
る
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
。
（
け
が
や
病
気
に
よ
る
選
手
交
代
を
除
く
）

ラ
リ
ー
が
完
了
し
た
場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
が
認
め
ら
れ
る
。

①
監

督
が

ブ
ザ

ー
と

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
で

タ
イ

ム
ア

ウ
ト

を
要

求
す

る
。

監
督

が
不

在
の

場
合

は
コ

ー
チ

ま
た

は
ゲ

ー
ム

キ
ャ

プ
テ

ン
が

要
求

す
る

。
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
は

ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
（

の
字
）
を
示
す

必
要
は
な
い
。

②
必
ず
監
督
や
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン

監
督
が
不
在
の
場
合

が

公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
（
タ
イ

ム
ア
ウ
ト

）
を

示
し
て
い

る
か

ど
う
か
を
見
て
，
示
し
て
い
る
場
合
の
み
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
タ

イ
ム
ア
ウ
ト
を
許
可
す
る
。
示
し
て
な
い
時
は
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー
は
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
て
ゲ
ー
ム
を
続

行
す
る
。

③
サ
ー
ビ
ス

の
ホ
イ
ッ
ス
ル

と
同
時
か
，
あ

る
い
は
そ
の
後
の

要
求
は
拒
否
さ
れ
る
。
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
ホ
イ
ッ
ス
ル

し
な
い

で
拒

否
を

す
る
。
ラ
リ
ー
終
了
後
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に

不
当
な
要
求
と
し
て
記
載
す
る
。
も
し
も
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ

ー
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合
，
選
手
が
ベ
ン

チ
に

戻
っ

て
し

ま

う
な

ど
試

合
を

遅
ら

せ
た

と
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
が

判

断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず
に
再
開
で
き

る
時

に
は

遅
延

と
は

せ
ず

に
サ

ー
ビ

ス
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

吹

き
直
し
，
そ
の
ラ
リ
ー
の
終
了
後
に
不
当
な
要
求
の
処
置
を
行

う
。
ま
た
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
許
容
回
数
を
越
え
て
の
要
求
も

同
様
に
扱
う
。

④
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
時
に
，
ゲ
ー
ム
再
開
の
合
図
が
あ
っ
た
後

も
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
長
引
か
せ
る
場
合
，
デ
ィ

レ
イ
ワ
ー
ニ

ン

グ
の
対
象
と
な
る
。
セ
ッ
ト
間
も
同
様
で
あ
る
。

（
セ
カ
ン
ド
レ

フ
ェ
リ
ー

が
再

度
指
導
し
た
に

も
係
ら
ず
，
中

断
を

長
引

か
せ

る
行

為
は

，
デ

ィ
レ

イ
ワ

ー
ニ

ン
グ

と
す

る
）

①
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ
ル

を
示

し
な

が
ら

許
可

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
し

，
そ

の
後

，
要

求
し

た
チ

ー
ム
の
サ
イ
ド
を
示
す
。

②
必

ず
監

督
や

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

が
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ
ル
（

タ
イ

ム
ア

ウ
ト

）
を

示
し

て

い
る

か
ど

う
か

を
見

て
，

示
し

て
い

る
場

合
の

み
ホ

イ
ッ

ス
ル

し
て

タ
イ

ム
ア

ウ
ト

を
許

可
す

る
。
示
し
て
な
い
時
は
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

は
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
て
ゲ
ー

ム
を
続
行
す
る
。

③
サ

ー
ビ

ス
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
と

同
時

か
，

あ
る

い
は

そ
の

後
の

要
求
は
拒
否
さ
れ
る
。
セ
カ
ン
ド
レ

フ
ェ
リ
ー
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
な
い
で
拒
否
を
す
る
。
ラ
リ
ー
終
了
後
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
不
当
な
要
求

と
し
て
記
載
す
る
。
も
し
も
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合
，
選
手
が
ベ
ン

チ
に

戻

っ
て

し
ま

う
な

ど
試

合
を

遅
ら

せ
た

と
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
が

判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，

特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず
に
再
開
で
き
る

時
に

は
遅

延
と

は
せ

ず
に

サ
ー

ビ
ス

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
吹

き
直
し
，
そ
の
ラ
リ
ー
の
終
了
後
に
不
当
な
要
求
の
処
置
を
行
う
。
ま
た
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
許
容
回

数
を
越
え
て
の
要
求
も
同
様
に
扱
う
。

④
選
手
が
フ
リ
ー
ゾ
ー
ン
の

ベ
ン
チ
近
く
に
戻
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
を
す
る
。

⑤
ス

コ
ア

ラ
ー

の
業

務
を

確
認

す
る

と
と

も
に

，
ア

シ
ス

タ
ン

ト
ス

コ
ア

ラ
ー

と
リ

ベ
ロ

の
位

置

の
確

認
を

行
う

。
そ

し
て

，
２

回
目

の
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
を

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

へ
通

告
す

る
。
（
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

に
は
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
中
に
通
告
す
る
）

⑥
チ

ー
ム

が
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
の

終
了

前
に

コ
ー

ト
に

入
る

こ
と

や
，

リ
ベ

ロ
の

リ
プ

レ
イ

ス
メ

ン

ト
が
正
し
く
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ

。

⑦
３

０
秒

た
っ

た
ら

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
が

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

す
る

。
２

回
目

の
タ
イ
ム
ア
ウ
ト

は
，
当
該
チ
ー
ム
の
監
督
に
通
告
す
る
。（

監
督
の
所
ま
で
行
か
な
く
て
も
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
使
用
し

て
通
告
す
る
）

⑧
ゲ
ー
ム
再
開
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
長
引
か
せ
た
場
合
，
再
度
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し

て
再
開
を
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
が
，
次
は
デ

ィ
レ

イ
ワ

ー
ニ

ン
グ

の
対
象
と
な
り
，
フ
ァ
ー
ス
ト

レ
フ
ェ
リ
ー
に
伝
え
る
。

タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
記
録
し
，

そ
の
回
数
を
統
御
す
る
。

ま
た
，
２
回
目

の
タ
イ
ム

ア
ウ
ト
を
セ
カ
ン
ド
レ
フ

ェ
リ
ー
に
知
ら
せ
る
。
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フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

選
手
交
代

選
手
交
代
の
手
順
参
照

正
規
の
試
合
中
断
の
要
求
は
，
ラ
リ
ー
完
了
か
ら
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
よ
る
次
の
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ま
で
の
間
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（

規
則
１

５
）

ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
に
な
っ
た

場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

不
当
な
要
求
が

適
用
さ
れ
た
場

合
は
，
同
じ
チ

ー
ム
に
よ
る
同

じ
種
類
の
中
断

の
要
求
は
認
め

な
い
が
異
な
る

種
類
の
中
断
の

要
求
は
認
め
ら

れ
る

。（
選
手
交
代
は
認
め
ら
れ
な
い
が
，
タ
イ
ム
ア

ウ
ト
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
。
）
た
だ
し
，
不
当
な
要
求
の
う
ち
，
ラ
リ
ー
中
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
か
そ
の
後
の
試
合
中
断
の
要
求
は
，
サ
ー
ビ
ス
の
実
行
が
優
先
さ
れ
る
。
ま
た
，

デ
ィ
レ
イ
ワ
ー
ニ
ン
グ

が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
，
同
じ
チ
ー
ム
に
よ
る
中
断
の
要
求
は
次
の
ラ
リ
ー
が
完
了
す
る
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
。

け
が
や
病
気
に
よ
る
選
手
交
代
を
除
く

ラ
リ
ー
が
完
了
し
た
場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
が
認
め
ら
れ
る
。

①
フ

ァ
ー

ス
ト

レ
フ

ェ
リ

ー
は

，
選

手
交

代
の

公
式

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ
ル
を
示
す
必
要
は
な
い
。

②
選
手
が
選
手

交
代
ゾ
ー
ン
に

入
り
，
ス
コ
ア

ラ
ー
が
ブ
ザ
ー

を
鳴
ら
し
て
も
，
選
手
が
準
備
を
出
来
て
い
な
い
場
合
は
，
拒

否
を
し
て
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。

③
サ

ー
ビ

ス
許
可

の
ホ
イ

ッ
ス
ル

後
に

選
手

が
選

手
交

代
ゾ

ー

ン
に
入
っ
て
き
た
場
合
は
，
要
求
は
拒
否
す
る
。
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
不
当
な
要
求
と
し
て
扱
う
。
も
し
も
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ

ザ
ー
を
鳴
ら
し
た
場
合
，
ま
た
は
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ

ッ
ス
ル

し
た
場
合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ

ー
が
判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合

を
遅

ら
せ

ず
に

再

開
で

き
る

時
は

ラ
リ

ー
終

了
後

に
不

当
な

要
求

の
罰

則
を

与

え
る
。

④
複
数
の
要
求

が
あ
り
，
交
代

の
手
続
き
が
行

わ
れ
て
い
る
途

中
に
，
そ
の
他
の
要
求
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
も
，
罰
則
を
適
用

し
な
い
。

⑤
２
組
の
交
代

の
要
求
が
あ
っ

た
が
，

２
組
目

が
遅
れ
て
き
た

場
合
，

１
組
目
の
交
代
を
認
め
て
２
組
目
は
拒
否
す
る
。

①
ブ

ザ
ー

を
確
認

し
た
ら

，
ポ
ー

ル
と

ス
コ
ア
ラ

ー
ズ
テ

ー
ブ

ル
の

間
で

交
代

す
る

選
手

の
方
を
向
き
，
手
で
合
図
を
す
る
こ

と
で
，
交
代
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

②
選
手
が
選
手
交
代
ゾ
ー
ン
に
入
り
，
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ
ー

を
鳴
ら
し
て
も
，
選
手
が
準
備
を
出
来
て
い
な
い
場
合
は
，
拒

否
を
し
て
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。

③
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
後

に
選

手
が
選

手
交

代
ゾ

ー
ン
に
入
っ
て
き
た
場
合
は
，
要
求
は
拒
否
す
る
。
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
不
当
な
要
求
と
し
て
扱
う
。
も
し
も
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ

ー
を
鳴
ら
し
た
場
合
，
ま
た
は
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ
ッ

ス
ル
し
た
場
合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー

が
判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試

合
を

遅
ら

せ
ず

に
再

開
で

き
る

時
は

ラ
リ

ー
終

了
後

に
不

当
な

要
求

の
罰

則
を

与
え

る
。

④
２

組
以
上
の
交
代
を
要
求
す

る
場
合
は

，
１

組
目
が
選
手
交

代
ゾ
ー
ン
に
入

っ
て
き
た
と
き

，
２
組
目
の
交
代
選
手
は
，
サ

イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
待
た
せ
て
，
ス
コ
ア
ラ

ー
の
両
手
が
上
が
る
の
を
確
認
し
た
後
，
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
移
動
さ

せ
，
２
組
目
の
交
代
を
行
う
。
ま
た
，
選
手
交
代
の
回
数
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
次
に
当
該
チ
ー
ム
監
督

に
５
回
目
と
６
回
目
の
選
手
交
代
を
通
告
す
る
。

⑤
２

組
の

交
代
を

要
求
が

あ
っ
た

が
，

２
組
目
が

遅
れ
て

き
た

場
合
，
１
組
目
の
交
代
を
認
め
て

２
組
目
は
拒
否
す
る
。

⑥
手

続
き

を
ス

ム
ー

ズ
に

行
う

た
め

に
も

，
ス

コ
ア

ラ
ー

と
の

協
力
が
大
切
で
あ
る
。

⑦
複

数
の

選
手

交
代

を
行

う
場

合
，

交
代

選
手

は
１

つ
の

ユ
ニ

ッ
ト

と
し

て
選

手
交

代
ゾ

ー
ン

に
近

づ
か

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

全
く

同
時
で

な
く

と
も

，
最

初
の

選
手
が
選

手
交

代
ゾ

ー

ン
に

入
っ

た
後
，

２
組

目
の

選
手

が
到

着
す
る
ま

で
に

少
し

間

が
あ

っ
て

も
，
そ

の
選

手
が

交
代

選
手

で
あ
る
こ

と
が

明
ら

か

な
場

合
は

，
レ

フ
ェ

リ
ー

は
そ

れ
ほ

ど
厳

し
く

な
る

こ
と

な

く
，

交
代

を
認
め

る
こ

と
が

あ
る

。
２

組
目
（
３

組
目

）
の

選

手
の
わ
ず
か
な
遅
れ
は
，
遅
延
行
為
と
は
な
ら
な
い
。

①
選

手
が

，
選

手
交

代
ゾ

ー
ン

に
入

っ
た

ら
ブ

ザ
ー

を
鳴

ら
し
，
コ
ー
ト
内
の
選
手
と
交
代
選
手
が
正
規
の
交
代
で
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
ス
コ
ア
シ
ー
ト
に
記
入
し
，
完
了
し

た
ら
両
手
を
上
げ
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
合
図
を
送
る
。

②
選

手
交

代
を

記
録

し
，

そ
の

回
数

を
統

御
す

る
。

５
回

目
，

６
回
目
を
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
通
告
す
る
。

③
ス
コ
ア
ラ
ー
が
記
録
を
完
了
す
れ
ば
，
両
手
を
上
げ
選
手
交

代
が
問
題
な
く
完
了
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
（

複
数

の
場

合

は
１
回

ず
つ

両
手
を
上

げ
，

区
切
っ
て

行
う

）
そ
の
後
，
次
の

サ
ー
バ
ー
を
確
認
す
る
。

④
選

手
が

負
傷

で
正

規
の

，
あ

る
い

は
，

例
外

的
な

選
手

交
代

を
し

た
場

合
は

，
そ

の
事
実
と
負
傷
し
た
選
手
の
番
号
，
負
傷

が
発
生
し
た
セ
ッ
ト
，
負
傷
時
の
ス
コ
ア
を
リ
マ
ー
ク
欄
に
記

入
す
る
。

⑤
選
手
が
退
場
・
失
格
で
，
例

外
的

な
選

手
交

代
を

し
た

場
合

は
，
そ
の
事
実
を
リ
マ
ー
ク
欄
に
記
入
す
る
。
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【
リ

ベ
ロ

リ
プ

レ
イ

ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

技
術

】
フ
ァ
ー
ス
ト
レ

フ
ェ
リ
ー

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

リ
ベ
ロ
の
登
録

①
構
成
メ
ン
バ
ー
が
１
３
名
以
上
の
場
合
，
２
名
の
リ
ベ
ロ
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
１

チ
ー

ム
が

７
人

（
リ

ベ
ロ
が

１
人
）

，
８
人

（
リ

ベ
ロ

２
人

）
の

場
合

，
１

名
の
選

手
が
負

傷
や
病

気
に
よ

り
プ
レ

ー
の
続

行
不
可

能
に
な

っ
た
場

合
は

，
リ

ベ
ロ

を
加
え

て
６
名

の
選

手
に

し
て
競
技
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

，
７
人
（
リ
ベ
ロ
が
１
人
）
の
場
合
は
，
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
リ
ベ
ロ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
ま
ま
で
競
技
す
る
こ
と
が
で
き
る
が

，
８
人
（
リ

ベ
ロ

が
２
人
）
の
場
合
は
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
替
え
る
か
，
ビ
ブ
ス
を
つ
け
る
な
ど
で
誰
が
リ
ベ
ロ
と
わ
か
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お

，
負
傷
や
病
気
と
な
っ
た
選
手
は
そ
の
試
合

，
コ

ー
ト
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

リ
ベ
ロ
の
動
作

リ
ベ
ロ
が
，
自
チ
ー
ム
の
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
の

延
長

で
指

を
用

い
た

オ
ー

バ
ー

ハ
ン

ド
パ

ス
で

あ
げ

た
ボ

ー

ル
を
他
の
選
手
が
，
ネ
ッ
ト
上
端
よ
り
高
い
位
置
で
の
ア
タ
ッ

ク
ヒ
ッ
ト
を
完
了
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

よ
っ
て
リ
ベ

ロ
が
フ
ロ
ン
ト

ゾ
ー
ン
内
で
あ

げ
る
パ
ス
に
つ
い

て
，
十
分
に
確
認
を
す
る
。

リ
ベ
ロ
が
，
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
の
延
長
で
指
を

用
い
た
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス
で
あ
げ
た
こ
と
を
，
フ
ァ
ー
ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

が
確

認
で

き
て

い
な

い
場

合
，

確
認

で
き

た

ら
，
ア
タ
ッ
ク
ヒ
ッ
ト
の
反
則
で
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。

リ
ベ
ロ

リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト

①
リ
ベ
ロ
と
他
の
選
手
と
の
交
代
は
，
正
規
の
選
手
交
代
の
回

数
に
は
数
え
な
い
。
そ
の
回
数
は
無
制
限
だ
が
，
他
の
選
手
と

の
交
代
の
間
に
は
，
１
つ
の
ラ
リ
ー
が
完
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
リ
ベ
ロ
が
，
コ
ー
ト
か
ら
出
る
と
き
は
，
入
れ
替
わ
っ

た
選
手
（

ま
た
は

リ
ベ
ロ
が

２
人

い
る
場
合
は

も
う
ひ
と
り
の

リ
ベ
ロ
）
と
の
み
交
代
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
１

つ
の

ラ
リ

ー
の

完
了

と
は

，
ど

ち
ら

か
の

チ
ー

ム
が

得

点
を

得
る

こ
と

が
条

件
で

あ
る

。
ダ

ブ
ル

フ
ォ

ル
ト

（
ノ

ー

カ
ウ

ン
ト

）
は

ラ
リ

ー
の

完
了

で
は

な
い

。
正

規
の

試
合

中

断
や
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
は
認
め
ら
れ
な
い
。

③
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
に
行
わ
れ
る
交
代
は
，
サ

ー
ビ
ス
を
打
つ
前
で
あ
れ
ば
拒
否
さ
れ
な
い
が
，
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
に
口
頭
で
注
意
さ
れ
る
。
同
一
試
合
中
に
繰
り
返
し
た
場

合
は
，
遅
延
に
対
す
る
罰
則
の
対
象
と
な
り
，
同
一
試
合
中
，
累
進

さ
れ
る
。
例
え
ば
，
デ
ィ
レ
イ
ワ
ー
ニ
ン
グ
や
デ
ィ
レ
イ
ペ
ナ
ル

テ
ィ
の
場
合
，
ラ
リ
ー
を
中
断
し
，
直
ち
に
遅
延
行
為
に
対
す
る

罰
則
を
適
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
（
デ
ィ
レ
イ
ワ
ー
ニ
ン
グ

や
デ
ィ
レ
イ
ペ
ナ
ル
テ
ィ
）
の
リ
ベ

ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
は
有

効
と
す
る
。

④
不
法
な
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
，
フ
ァ
ー
ス

ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
判
っ
て
い
る
場
合
は
，
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
を
行
う
タ
イ
ミ
ン
グ

（
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス

ル
の
直
後
に

，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
の
ブ
ザ
ー
で
の
指

摘
が
な
け
れ
ば

，
再
び
ホ
イ
ッ
ス
ル
）
で
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ

ー
を
と
お
し
て
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
に
確
認
を
す
る
。

⑤
次
の
ラ
リ
ー
の
開
始
前
に
不
法
な
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン

ト
が

発
見
さ
れ
た
場
合
は
，
レ
フ
ェ
リ
ー
に
よ
り
正
し
く
直
さ

れ
，
チ
ー
ム
に
は
遅
延
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
適
用
す
る
。

①
リ
ベ
ロ
お
よ
び
リ
ベ
ロ
と
交
代
す
る
選
手
は
，
チ
ー
ム
の
ベ

ン
チ

前
の

ア
タ

ッ
ク

ラ
イ

ン
と

エ
ン

ド
ラ

イ
ン

の
間

の
サ

イ

ド
ラ

イ
ン

か
ら

コ
ー

ト
に

出
入

り
す

る
こ

と
を

コ
ン

ト
ロ

ー

ル
す
る
。

②
不

法
な

リ
ベ

ロ
リ

プ
レ

イ
ス

メ
ン

ト
が

行
わ

れ
，

セ
カ

ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

が
判

っ
て

い
る

場
合

は
（

ア
シ

ス
タ

ン
ト

ス

コ
ア

ラ
ー

の
ブ

ザ
ー

で
の

指
摘

が
な

け
れ

ば
）

，
フ

ァ
ー

ス

ト
レ

フ
ェ

リ
ー

の
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
直

後
に

セ

カ
ン

ド
レ

フ
ェ

リ
ー

が
ホ

イ
ッ

ス
ル

し
ス

コ
ア

ラ
ー

に
確

認

を
す
る
。

③
次

の
ラ

リ
ー

の
開

始
前

に
不

法
な

リ
ベ

ロ
リ

プ
レ

イ
ス

メ

ン
ト

が
発

見
さ

れ
た

場
合

は
，

レ
フ

ェ
リ

ー
に

よ
り

正
し

く

直
さ

れ
，

チ
ー

ム
に

は
遅

延
行

為
に

対
す

る
罰

則
を

適
用

す

る
。

※
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
の
確
認
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ

ア
ラ
ー
の
責
務
で
あ
る
。

不
法
な
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
時
，

ア
シ
ス

タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
サ
ー
ビ
ス
の
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後

か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
ヒ
ッ
ト
の
前
に
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
指
摘
し

，

チ
ー
ム
に
は
遅
延
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
適
用
す
る
。

- 41 -



23
 

リ
ベ
ロ
の
再
指
名

・
チ
ー
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
リ
ベ
ロ
（

１
人
も
し
く
は
２
人
）
す
べ
て
が
，
負
傷
，
病
気
，
退
場
，
失
格
等

，
あ
る
い
は
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
プ
レ
ー
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言

さ
れ
た
時
，
監
督
（
監
督
不
在
の
場
合
は

コ
ー
チ
か
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
）
は
そ
の
時
点
で
コ
ー
ト
上
に
い
な

い
他
の
選
手
（
リ
ベ
ロ
と
入
れ
替
わ
っ
た
選
手
を
除
く
）
を
，
そ
の
試
合
終
了
ま
で

リ
ベ
ロ
と
し
て
再
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＜
リ
ベ
ロ
再
指
名
の
方
法
＞

①
監
督
が
ブ
ザ
ー
を
押
し
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
口
頭
で
「
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
」
を
要
求

。
（
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
は
示
さ
な
い
）
リ
ベ
ロ
と
再
指
名
さ
れ
る
選
手
は
，
準
備
を
し
て
リ
ベ
ロ

リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン

ト
ゾ
ー
ン
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
ナ
ン
バ
ー
パ
ド
ル
使
用
の
場
合
は
持
っ
て

い
る
こ
と
）（

ビ
ブ
ス
を
着
用
す
る
か
チ
ー
ム
の
他
の
選
手
と
違
う
色
の
ユ
ニ
フ
ォ

ー
ム
を
着
用
す
る

）

②
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
，

ス
コ
ア
ラ
ー
に
再
指
名
で
あ
る
こ
と
を
口
頭
で
伝
え
る
。
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
は
示
さ
な
い
。

③
ス
コ
ア
ラ
ー
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
に
再
指
名
で
き
る
か
確
認
し
，
片
方
の
手
を
上
げ
る
。

④
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
は
，
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
を
許
可
す
る
。

⑤
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
ス
コ
ア
シ
ー
ト
の
リ
マ
ー
ク
欄
に
，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
リ
ベ
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ー
ト
の
コ
ラ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
を
記
載
す
る
。

・
セ
ッ
ト
間
に
再
指
名
を
し
た
い
時
は
，
監
督
は

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
に
伝
え
る
。
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

は
，
次
の
セ
ッ
ト
の
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
確
認
後
，
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
の
手

続
き
を
行
う
。

・
リ
ベ
ロ
と
し
て
再
指
名
さ
れ
た
選
手
は
，
そ
の
試
合
を
通
じ
て
リ
ベ
ロ
と
し
て
試
合
に
出
場
し
，
プ
レ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
チ
ー
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
た
リ
ベ
ロ
は
，
そ
の
試
合
に
戻
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
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～
選

手
交

代
の

手
順

～
１

．
ラ

リ
ー

の
終

了
か

ら
次

の
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
ま

で
の

間
に

，
交

代
選

手
が

，
交

代
で

き
る

準
備

を
整

え
て

，
選

手
交

代
ゾ

ー
ン

以
下

サ
ブ

ス
テ

ィ
チ

ュ
ー

シ
ョ

ン
ゾ

ー
ン

と

い
う

）
に

入
る

こ
と

が
要

求
で

あ
る

。

ス
コ
ア
ラ
ー
の
手
順

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

の
手
順

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
の
手
順

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合

交
代
選

手
が
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ゾ
ー
ン

に
入
っ
た
と
き
，
ブ
ザ
ー
を
押

す
。

何
も
し
な
い
。

ブ
ザ

ー
を

確
認

し
た

ら
，

ポ
ー

ル
と

ス

コ
ア

ラ
ー

ズ
テ

ー
ブ

ル
の

間
で

交
代

す

る
選

手
の

方
を

向
き

，
手

で
合

図
を

す

る
こ

と
で

，
交

代
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を

す
る
。

交
代

選
手

が
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ

ン
ゾ

ー
ン

に
入

っ
た

と
き

，
ホ

イ
ッ

ス

ル
を

し
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ
ル

を
示

す
。

ポ
ー

ル
と

ス
コ

ア
ラ

ー
ズ

テ
ー

ブ
ル

の

間
で

交
代

す
る

選
手

の
方

を
向

き
，

コ

ー
ト

内
の

交
代

す
る

選
手

に
手

を
上

げ

さ
せ

，
サ

イ
ド

ラ
イ

ン
上

に
止

ま
ら

せ

る
。

何
も
し
な
い
。

ナ
ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
ス
コ
ア

シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。
そ
の
際
，
片
手
を
上

げ
た
り
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
と
目
を
合

わ
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。

不
法
な
交
代
の
場
合
，
ブ
ザ
ー
を
押
す
。
そ

し
て
，
遅
延
の
罰

則
が
適

用
さ
れ
た
後

，

ス
コ
ア
シ
ー
ト
の

「
罰
則
」
の
該
当
す
る

欄
に
記
録
す
る
。

ナ
ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
正
当
な

交
代
で
あ
れ
ば
，
軽
く
片
方
の
手
を
上
げ

る
。

不
法

な
交

代
で

あ
れ

ば
片

方
の

手
を

振

る
。

選
手

交
代

の
際

，
ス

コ
ア

ラ
ー

と
目

を

合
わ

す
必

要
は

な
い

。（
も

し
も

，
そ

の

選
手
交
代
に
誤
り
が
あ
れ
ば
，
ス
コ
ア
ラ

ー
が
再
度
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
す
）

不
法

な
交

代
で

あ
れ

ば
直

ち
に

ス
コ

ア

ラ
ー

ズ
テ

ー
ブ

ル
に

行
き

，
ス
コ
ア
シ
ー

ト
の

デ
ー

タ
に

基
づ

い
て

，
不

法
な

交

代
の

要
求

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
，

選

手
交
代
を
拒
否
す
る
。

記
録

員
が

「
罰

則
」

欄
に

記
録

す
る

の

を
確
認
す
る
。

ス
コ
ア
ラ
ー
が
軽
く
片
手
を
上
げ
る
の
を

確
認
し
，
手
で
合
図
を
し
て
交
代
さ
せ
る
。

不
法
な
交
代
で
あ
れ
ば

直
ち
に
ス
コ
ア

ラ
ー
ズ
テ
ー
ブ
ル
に
行
き
，
ス
コ
ア
シ
ー

ト
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
，
不
法
な
交
代

の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
選
手
交

代
を
拒
否
す
る
。

交
代

す
る

準
備

が
で

き
て

い
な

い
場

合

は
，
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。

不
法

な
交

代
で

あ
れ

ば
，

セ
カ

ン
ド

レ

フ
ェ

リ
ー

に
よ

っ
て

交
代

が
拒

否
さ

れ

た
後

，
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
し

て
遅

延
の

罰

則
を
適
用
す
る
。

選
手
交

代
の
記
録
を
完
了
し
た
後
両
手
を

上
げ
る

。

選
手
交
代
の
記
録
を
完
了
し
た
ら
両
手
を

上
げ
る
。

ス
コ
ア
ラ
ー
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
た
後
，

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
向
か

っ
て
両
手
を
上
げ
る
。

セ
カ

ン
ド

レ
フ

ェ
リ

ー
が

両
手

を
上

げ

た
の

を
確

認
し

，
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ

イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。

も
し
，

同
じ
中
断
中
に
，
相
手
チ
ー
ム
側

の
選

手
交

代
が

あ
れ

ば
，

再
度

ブ
ザ

ー

を
押

す
。

も
し
，
同
じ
中
断
中
に
，
相
手
チ
ー
ム
側

の
選
手
交
代
が
あ
れ
ば
，
再
度
ホ
イ
ッ
ス

ル
し
な
が
ら
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示

す
。

反
対
側
の
チ
ー

ム
の
選
手
交
代

の
要
求
も

あ
る
の
で
セ
カ

ン
ド
レ
フ
ェ
リ

ー
の
行
動

を
注
意
し
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

※
両
チ
ー

ム
が
ほ
ぼ
同
時
に
選
手
交
代
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
，
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ど
ち
ら
の
チ
ー
ム
の
要
求
を
受
け
た
の
か
，
連
携
を
取
っ
て
手
続
き
を
す
る
。
そ
の
際
，

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ど
ち
ら
の
チ
ー
ム
の
交
代
を

先
に
行
う
か
を
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
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２
．

交
代

選
手

が
，

サ
ー

ビ
ス

ホ
イ

ッ
ス

ル
後

に
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ
ン

ゾ
ー

ン
に

入
っ

た
場

合
は

，
不

当
な

要
求

と
す

る
。

（
サ

ー
ビ

ス
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
後

に
選

手
が

，
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ
ン

ゾ
ー

ン
に

入
ら

な
い

よ
う

に
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
す

る
。

）

ス
コ
ア
ラ
ー
の
手
順

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

の
手
順

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
の
手
順

ラ
リ
ー

終
了
後
，
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

と
連
携
し
，
不
当
な
要
求
を
記
録
す
る
。

不
当
な
要
求
と
し
て
拒
否
し
，
ラ
リ
ー
終
了
後
処
理
す
る
。

誤
っ
て
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ
ー
を
押
し
た
り
，

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
ホ
イ
ッ
ス

ル

し
た
り
し
て
し
ま
っ
た
場
合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
が
判

断

し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず
に
再
開
で
き
る
時
は
ラ
リ
ー
終
了
後

に

不
当
な
要
求
の
罰
則
を
与
え
る
。

拒
否
の
際
，
必
要
に
応
じ
て
セ
カ
ン
ド

レ
フ
ェ
リ
ー
を
補
佐
す
る
。
サ
ー
ビ
ス

許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
行
い
次
の
ラ
リ

ー
を
始
め
る
。
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３
．

２
組

以
上

の
選

手
交

代
の

場
合

は
，

複
数

の
交

代
選

手
が

同
時

に
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ
ン

ゾ
ー

ン
に

出
向

い
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ス
コ
ア
ラ
ー
の
行
動

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ

ー
の
行
動

フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
の
行
動

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合

交
代

選
手

が
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ

ン
ゾ

ー
ン

に
入

っ
た

と
き

ブ
ザ

ー
を

押

す
。
ナ

ン
バ
ー

の
チ
ェ
ッ
ク
を

し
，
記
録

す
る
。

そ
の
際

，
片
手
を
上
げ

た
り
目
を

合
わ
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を

確
認

し
た

ら
，

ナ
ン

バ
ー
の
チ
ェ

ッ
ク
を

行
い

，
正

当
な

交
代

で
あ

れ
ば

，
軽

く

片
方

の
手

を
上

げ
る

。
不

法
な

交
代

で

あ
れ
ば
片
方
の
手
を
振
る
。

ブ
ザ
ー
を
確
認
し
た
ら
，
ポ

ー
ル

と
ス

コ

ア
ラ

ー
ズ

テ
ー

ブ
ル

の
間

で
交
代
す
る
選

手
の

方
を

向
き

，
交

代
す

る
選
手
の
う
ち

１
人

を
，

サ
イ

ド
ラ

イ
ン

か
ら

少
し

離

れ
た

と
こ

ろ
に

待
機

さ
せ

る
。

手
で

合

図
を
し
て
１
組
目
を
交
代
さ
せ
る
。

交
代
選
手
が
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ゾ
ー
ン
に
入
っ
た
と
き
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
を

し
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
ポ
ー

ル
と
ス
コ
ア
ラ
ー
ズ
テ
ー
ブ
ル
の
間
で
交

代
す
る
選
手
の
方
を
向
き
，
１
組
目
の
交

代
選
手
を
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
に
止
ま
ら
せ

る
。
コ
ー
ト
内
の
交
代
す
る
選
手
に
手
を

上
げ
さ
せ
る
。
ス
コ
ア
ラ
ー
が
軽
く
片
手

を
上
げ
る
の
を
確
認
し
，
手
で
合
図
を
し

て
，
１
組
目
を
交
代
さ
せ
る
。

何
も
し
な
い
。

１
組
目

の
選
手
交
代
の
記
録
の
記
入
が

完
了
し

た
後
両
手
を
上
げ
る
。

１
組
目
の
選
手
交
代
の
記
録
の
記
入
が

完
了
し
た
後
両
手
を
上
げ
る
。

ス
コ

ア
ラ

ー
の

両
手

が
上

が
る

の
を

確

認
し
た
後
，
サ

イ
ド
ラ
イ
ン
上

に
移
動
さ

せ
，
２
組
目
を
交
代
さ
せ
る
。（

ミ
ス

や
混

乱
を

防
ぐ

た
め

に
必

ず
ス

コ
ア

ラ
ー

の

シ
グ

ナ
ル

確
認

を
す

る
）

ス
コ

ア
ラ

ー
の

両
手

が
上

が
る

の
を

確

認
し
た
後
，
２

組
目
を
サ
イ
ド

ラ
イ
ン
上

に
止
ま
ら
せ
，

ス
コ
ア
ラ
ー
が

軽
く
手
を

上
げ
る
の
を
確
認
し
，
交
代
さ
せ
る
。（

ミ

ス
や

混
乱

を
防

ぐ
た

め
に

必
ず

ス
コ

ア

ラ
ー
の
シ
グ
ナ
ル
確
認
を
す
る
）

ス
コ

ア
ラ

ー
は

２
組

目
の

手
続

き
を

行

う
。
２
組
目
の

交
代
の
場
合
，

改
め
て
ブ

ザ
ー
を
押
さ
な
い
。

ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
記
録
を
完
了
し
た
後
，

両
手
を
上
げ
る
。

ス
コ

ア
ラ

ー
は

２
組

目
の

ナ
ン

バ
ー

の

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
，

正
当

な
交

代
で

あ

れ
ば
，
軽
く
片
方
の
手
を
上
げ
る
。
不
法

な
交
代
で
あ
れ
ば
片
方
の
手
を
振
る
。

ス
コ
ア
ラ
ー
は

，
記
録
を
完
了

し
た
後
，

両
手
を
上
げ
る
。

ス
コ
ア
ラ
ー
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
た
後
，
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
フ
ェ
リ
ー
に
向
か
っ

て
両
手
を
上
げ
る
。

セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー
が
両
手
を
上
げ
た

の
を

確
認

し
，

サ
ー

ビ
ス

許
可

の
ホ

イ

ッ
ス

ル
を

す
る

。

も
し
，
同
じ
中
断
中
に
，
相
手
チ
ー
ム
側

の
選
手

交
代
が
あ
れ
ば
，
再
度
ブ
ザ
ー
を

押
す
。

も
し
，
同
じ
中

断
中
に
，
相
手

チ
ー
ム
側

の
選
手
交
代
が

あ
れ
ば
，
再
度

ホ
イ
ッ
ス

ル
し

な
が

ら
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ
ル

を

示
す
。

反
対

側
の

チ
ー

ム
の

選
手

交
代

の
要

求

も
あ
る
の
で
セ
カ
ン
ド
レ
フ
ェ
リ
ー

の
行

動
を
注
意
し
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
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『『ラライインンジジャャッッジジのの責責務務』』

１．試合前 

（１）試合開始１時間３０分前までには，競技場に集合すること。

（２）競技場に集合したら，コート等の設営や試合に必要な用具等のチェックに積

極的に協力すること。

（３）試合６０分前にレフェリーミーティングが行われるので，ファーストレフェ

リー，セカンドレフェリー，スコアラー，アシスタントスコアラー，ボールリ

トリバー，モッパーと綿密に打ち合わせを行うこと。

（４）レフェリーミーティングには，レフェリーウェアで参加すること。胸には自

分の公認された資格のワッペンを付けること。

（５）レフェリーミーティングの前にラインジャッジは，誰がどのラインを担当す

るのか，また試合中のいろいろと起こるケースに対してどのような動き方をし

たらいいのか，どのようにお互いに協力をしていくのかを事前に打ち合わせを

しておくこと。特に，ファーストレフェリーに見えにくい所や，アンテナ外通

過，フライングレシーブで床にボールが落ちたかどうか，ブロッカーやレシー

バーのボールコンタクトがあった際の出し方等をよく打ち合わせておくとよ

い。

（６）フラッグの点検をする。

（７）試合開始３０分前には，スコアラーズテーブル後方に集合すること。

（（８８））公公式式ウウォォーームムアアッッププ中中，，担担当当ラライインンのの延延長長線線上上でで，，目目慣慣ららししををすするるととよよいい。。

（９）公式ウォームアップが終了したら，担当の位置につき，ネットやアンテナが

正しい位置に取りつけているかどうかチェックする。特にアンテナの取り付け

位置については，ゲーム中でも十分注意する。
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２．試合中

（１）ラインジャッジの位置

① 自分の担当するラインの想像延長線上でコ

ートの各各ココーーナナーーかからら２２ｍｍ離離れれ，ラインを身

体の中心に置き，視線はライン上に置くよう

にしてフリーゾーン内に立つ。エンドライン

はライトサイドのコーナーから「Ｌ２」・「Ｌ

４」が，サイドラインはレフトサイドのコー

ナーから「Ｌ１」・「Ｌ３」が統御する。（図

１）

② レフトサイドからのサービスの時は，サー

バーの妨害にならないように，サイドライン

の延長線上，サーバーの後方に移動し位置す

る。その際，サーバーのフットフォルトの有無に注意するため，横には開か

ない。

（２）ラインジャッジのフラッグシグナル

① 起きた反則を確実に判定し，速やかにフラッグシグナルを示す。ファース

トレフェリーは，そのシグナルを確認して最終判定を示す。

② フラッグのポールに人差し指を添えてポールを握り，ひじが曲がらないよ

うにまっすぐにフラッグを出す。ままずず構構ええたた姿姿勢勢でで判判定定をを行行いい，，すすばばややくく姿姿

勢勢をを正正ししててフフララッッググシシググナナルルをを示示すす。。

③ 姿勢については，アウトオブプレー時は自然体でリラックスして立つ。ま

た，サーバーがボールを打ってからは，移動しやすい低い姿勢をとり，目の

位置を下げ，身体（腰）でボールを追う。目の位置が高いとボールを上から

見ることになり，ボールと床の接点が死角となり，ボールがラインにふれて

いるか明瞭に判定できない。低い姿勢が必要なときとそうでないときの区別

をつける。サーバーがサービスゾーン後方から打つ時は，サーバー側のエン

ドライン担当のラインジャッジは，低い姿勢をとる必要はない。

④ フラッグシグナル（ボールイン，ボールアウト，ボールコンタクト，サー

バーのフットフォルト等）のみ使用し，それをしばらくの間続けなければな

らない。

⑤ フラッグシグナルを出す場合（ライン判定をしっかりしてから），身体とフ

ラッグはラインに向け，顔だけをファーストレフェリーの方に向けて目をあ

わせ判定を伝えることが，お互いの信頼関係を保つ上でも非常に大切であ

る。

Ｌ４

Ｌ３

Ｌ２

Ｌ１

2nd 1st

《図１》
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３．試合後 

（１）試合が終了したら，スコアラーズテーブルの後方に集合し，ファーストレフ

ェリー，セカンドレフェリー，スコアラー，アシスタントスコアラーと握手を

する。

（２）レフェリールームでファーストレフェリー・セカンドレフェリーからアドバ

イスを受けると良い。

（３）審判委員長より試合全体を通してのラインジャッジの任務についてアドバイ

スを受けること。

（４）最後にお互いにディスカッションをすること。
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『『ラライインンジジャャッッジジのの判判定定のの仕仕方方』』

１． ラインに関する判定（ボールイン，ボールアウト）

（１）ボールがライン付近に落下した場合は，そのラインを担当するラインジャッ

ジだけがシグナルを出す。（１人１線が原則で「ボールイン」はライン２ｍ以

内とする）。各コーナーのコートに落ちた場合は２人のラインジャッジがシグ

ナルを出す。≪下図３参照≫

（２）ボールがインか，アウトかボールコンタクトかの判定は，速やかにシグナル

を示さなければならないので，判定は躊躇してはいけない。シグナルが遅れる

と選手がアピールをする原因となる。

（３）イインン，，アアウウトトのの判判定定はは，，最最初初ははボボーールルをを見見てて，，ボボーールルがが床床近近くくにに来来たたららボボーー

ルルかからら目目をを離離しし，，ラライインンをを見見てて判判定定ををすするる。。

《図２》『ボールと床の接点』 ※ラインの右側がコート

《図３》『コーナーのボールイン，ボールアウトの判定』

⑥
⑤ ⑦

④
③

② ①
⑧

ボール① Ｌ１，Ｌ２が判定（コーナー２ｍ以内）

ボール② Ｌ１が判定

ボール③ Ｌ２が判定

ボール④ Ｌ２が判定

ボール⑤ Ｌ３が判定

ボール⑥ Ｌ３が判定

ボール⑦ Ｌ２が判定

ボール⑧ Ｌ１,Ｌ２が判定

⑧
Ｌ１

                  
Ｌ４

               
Ｌ３

⑥
Ｌ２

1st

2nd
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２． ボールコンタクトの判定 

（１）ボールコンタクトを認めた場合は，フラッグをあごの下でやや高めに旗を立
てて旗の先を別の手で触れる。スパイクボールがコート内に落ちた場合は，ボ
ールインのフラッグシグナルを出す。

（２）ラインジャッジの任務は，まずライン判定である。ブロックのボールコンタ
クトに集中しすぎることなく，ボールより先にラインに目をやり，正確に担
当ラインの判定を行う。

（３）レシーバーにボールが触れコート外に出た場合は，担当ラインとレシービン
グサイドのラインジャッジがボールコンタクトを示す。 

（４）ボールがブロッカーに触れコート外に出たことが明らかな場合は，レシービ
ングサイドのラインジャッジと担当ラインのラインジャッジのみがボールコ
ンタクトを示す。またスライスタッチでブロッカーにボールが触れコート外
に出た場合は，ボールのコースによって，下記の要領で担当ラインジャッジ
がフラッグシグナルを示す。

① ボールがブロッカーに触れてエンドライン外後方に出た場合

(a) (b) L1

L2      （ａ）L1，L2，L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

  （ｂ）L1，L2，L3 がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。

L4  

L3 

② ボールがブロッカーに触れてサイドライン外後方に出た場合

L1 

L2  （ａ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

(a)  (b) 

 （ｂ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

 L4  

L3 

③ ボールがブロッカーに触れてエンドライン外後方に出た場合

(a) (b) L1

  L2  （ａ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

  （ｂ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

  L4  

 L3 

● ●

●● 

●● 

○ 

○ 

○ 
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④ ボールがブロッカーに触れてサイドライン外後方に出た場合

L1 

(b) （ａ）L1，L2，L3，L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。

 (a)

 (b) （ｂ）L1，L2，L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。

 L3  

⑤ コート中央からのボールがブロッカーに触れてコート外に出た場合

(b) L1

  L2

  (c)   （ａ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

(a) （ｂ）L1, L2, L3, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。

（ｃ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。

L4  

 L3  

３． ボールが床に触れたかどうかの判定 

（１）パンケーキのプレーで，自コートの床にボールが触れたことが確認できた場

合は，ラインジャッジがシグナルを示す。

（２）フラッグシグナルは，ボールインのフラッグシグナルではなく，身体の斜め

前で，２・３回床をたたくシグナルで示す。

４． サーバーのフットフォルトの判定 

（１）サーブを打つ瞬間の足の位置，及びジャンプサーブなどで踏切る足の位置がサ

ービスゾーン外やコート内であれば反則となる。その判定はエンドライン担当

のラインジャッジが判定し，サイドライン側であればサイドライン担当のライ

ンジャッジが判定をする。

（２）フラッグシグナルは，頭上で旗を左右に１往復振り，片方の手でラインを指す。 

●● ●

● ● 

○ 

L4 

L2 
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５． アンテナ付近を通過したボールの判定 

アンテナ付近をボールが通過する場合は，そのコースに対応するラインジャッジ

が，判定をするのが望ましい。その際，自分が担当するラインの判定に支障のない

範囲（１，２歩）で動いて，ボールとアンテナの位置を確認し判定を行う。 

（１） 許容空間外（アンテナの外側または上方）を通過した場合

① ボールがフリーゾーンやフリーゾーン外に落ちたとき。

ａ：チームの１回目・２回目の接触後の場合 

ファーストレフェリー：落ちた瞬間にホイッスルをする。

セカンドレフェリー： ホイッスルをしない。

ラインジャッジ： 落ちた瞬間に「アウト」を示す。 

ｂ：サービスボールまたはチームの３回目の接触後の場合 

ファーストレフェリー：ネットの垂直面を通過した瞬間に

ホイッスルをする。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：ネットの垂直面を通過した瞬間に「アウト」を

示す。 

② Ａの選手がボールに触れたとき。

ａ：許容空間外を通過してボールを取り戻したとき 

ファーストレフェリー：ホイッスルをしないでラリーを続行する。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：フラッグシグナルは示さない。

ＡＡ  

ＢＢ  

ＢＢ  

Ａ 

ＡＡ  
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ｂ：ボールが許容空間内を通過したとき。また，ボールがアンテナの内 

  側のネットに触れたり，床に触れたりしたとき。 

ファーストレフェリー：サイドライン上を完全に通過した瞬間に

ホイッスルをする。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：サイドライン上を完全に通過した瞬間に

フラッグを振る。（一往復）

③ ボールがアンテナの真上や外側を通過してＢチームの選手に触れたとき。

ａ：Ａチームの選手がボールを追いかけている場合，Ｂチームの選手のイ

ンターフェアとなる。

ファーストレフェリー：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間に

ホイッスルをする。

セカンドレフェリー： ホイッスルをしない。

ラインジャッジ：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間に

フラッグを振る。（一往復）

ＡＡ  ＢＢ  

Ａ 

ＡＡ  ＢＢ  

Ａ 
Ｂ 
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ｂ：Ａチームの選手がボールを追いかけていない場合 

ファーストレフェリー：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間に

ホイッスルをして，Ａチームのアンテナ外

通過でボールアウト。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：フラッグを振る。（一往復）

（２） Ａチームのフリーゾーンから許容空間外（アンテナ上方を含む）を通って

Ｂチームのコートに向かっていく場合。

ファーストレフェリー：ネットの垂直面を通過した瞬間に

ホイッスルをする。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：ネットの垂直面を通過した瞬間に「アウト」を

示すか場合によっては，フラッグを振る。 

ＡＡ  

ＡＡ  

ＢＢ  

ＢＢ  

Ｂ 

Ｂ 
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（３） Ａチームのコートから許容空間を通過してＢチームのフリーゾーンに向か

って行く場合。

ａ：Ａチームの選手がボールに触れたとき。 

ファーストレフェリー：触れた瞬間にホイッスルをする。

セカンドレフェリー： 〃 

ラインジャッジ：触れた瞬間にそのコースのラインジャッジが

フラッグを振る。（一往復）

６． トレーニングマニュアル 

（１）レシーブボールが床に触れたかどうか

① ファーストレフェリー・セカンドレフェリーのアシストをしなければいけ

ないので，低い姿勢でボールと床面との接点を見る。ボールが床面に触れた

瞬間にフラッグシグナルを出す。

② タイミングが遅れ躊躇すると，選手のアピールのもとになるので十分注意す

ること。 

★ライン判定

ａ サイド，エンドラインにぎりぎり
に打つ 

ｂ コーナー(1m 以内）に打つ 

ｃ 選手でボールが見えない時の判定

ＢＢ  ＡＡ  

Ａ 

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主

副2nd 

1st 
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★床に落ちたボールの判定

ａ フェイントボール･tip playをフ

ライングレシーブで手の甲でボー

ルを上げる。 

ｂ ブロックカバーのプレーヤーの

陰になってプレーが見えないケー

ス。

（（２２））アアンンテテナナ付付近近ををボボーールルがが通通過過すするる場場合合ににつついいてて

① 確認できたラインジャッジのみがシグナルを出す。

② ネット幅１ｍの間のアンテナに当たった時は，一番見やすい位置にいるラ

インジャッジが判定すべきである。

★ボールがアンテナに当たるケース

★ブロッカーがアンテナに触れるケ

ース

ａ 台上よりスパイクを打つ。 

ｂ アンテナぎりぎりに打つ。

ｃ アンテナ外を通過するボール

を取り戻すケース 

★アンテナ外通過ボールを色々な角

度から取り戻す。

★ボールの角度によって，どのライン

ジャッジがライン判定をおろそかに

しないで，どのように動いたらいい

のかを確認する。

※ ラインジャッジの動きに十分注意すること。ボールのコースに入るため

に，極端に動いてライン判定がおろそかになったり，またコースに入らな

いで判定すると不信感をもたれたりするので動く範囲を十分に確認する必

要がある。

※ 取り戻されたボールが許容空間内を通過した場合は，フラッグを左右に

振る。

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副

2nd 

2nd 

1st 

1st 

1st 

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副1st 

2nd 
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（３）ブロッカーとレシーバーのボ－ルコンタクトについて

① 特にブロッカーの上（指）をかすっていくケースや左右をかすっていくケ

ースは，ファーストレフェリー・セカンドレフェリーからは非常に見にくい

ケースもあるので，原則的にはレシーブ側の２人のラインジャッジがフラッ

グシグナルを送る。しかし４人のラインジャッジが明らかにボールコンタク

トを確認できた場合は確認したラインジャッジが，ボールコンタクトのフラ

ッグシグナルを送る。

② アンテナ付近，特にセカンドレフェリーサイドでのアタッカーが意識して

タッチアウトを狙うプレーのブロックのボールコンタクトはしっかりと見

る。

③ スパイカーがボールをスパイクして，ブロックにはねかえったボールが，

そのスパイカーに当たった場合

・特にファーストレフェリーサイドで起こるケースは，ファーストレフェ

リーの死角になるケースが多いので担当のラインジャッジはしっかりと見る

こと。

★ブロッカーとレシーバーの

ボールコンタクト 

ａ 台上よりスパイクを打つ。 

ｂ ボールがブロックの上をかすめ

るケースと左右をかするケース。

ｃ ライン際のレシーバーのボール

コンタクトもファーストレフェリ

ーの死角になるケースがあるの

で，ライン判定も十分注意しながら，視野に入れてみることが大切である。

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副

2nd 

1st 
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他の都道府県在住選手に関する新年度移籍登録選手の確認方法について  

 

日本小学生バレーボール連盟 

 

 全日本バレーボール小学生大会における、他の都道府県からの新年度移籍登録選手の確

認方法を以下の通りとしましたので、運用をよろしくお願いします。なお、新年度とは３

月の JVA-MRS 登録が始まる日からを指し、前年度とは、２月の JVA-MRS 登録が締め切ら

れる日までを指す。 

           

          他の都道府県在住選手に関する新規登録及び移籍報告書の提出  

           ※日小連 HP より様式をダウンロード   
 

                        
                    
 

 

                           ※日小連 HP より様式をダウンロード  
              ※他の都道府県在住であっても、新規登録選手及び  
               前年度までの移籍及び新規登録選手は含まれない。 

                                           

全国大会  都道府県大会・地区大会  

 全国大会出場チームに他の都道府県

からの新年度移籍登録選手がいる場合

には、他の都道府県からの新年度移籍

登録選手一覧表を日小連競技委員長に

提出する。   kyogi@jeva-web.com 

 大会競技委員長へ他の都道府県から

の新年度移籍登録選手一覧表を送る。 

 

 

 

        
                                                                     
 

記 録 員 審 判 員 

 他の都道府県からの新年度移籍登録

選手一覧表を確認し、記録用紙の選手

の氏名の横に、○に他を記載する。 

       例：日本 太郎 他 

監督サイン時に、移籍選手の背番号を確

認する。 

 

 

     ※記録用紙のスターティングプレイヤー番号、選手交代番号の記載欄にレ印 

    を付けて確認してもよい。  
 

〈参考〉 

 大会要項 チーム編成 

   他都道府県在住であって、新年度の登録の際に移籍登録した選手はベンチには３

分の１以内とする。また、コート上には２名以内とする。監督は試合時に、他都道

府県からの移籍登録選手の番号を審判員と確認しておくこと。  
 

チーム代表者 

都道府県理事長 

都道府県競技委員長 

大会審判委員長 

 

 

 

 

 

他の都道府県からの新年度移籍登録選手一覧表作成 
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ユニフォーム作製にあたって

日本小学生バレーボール連盟

はじめに

JVA JVA公益財団法人日本バレーボール協会（以下 )主催の大会に参加するチームは

が定めるユニフォーム規定及び日本小学生バレーボール連盟のユニフォームに関する基

本的な考え方を遵守しなければなりません。各チームがその内容を熟知した上でユニフ

ォームを作製できるように本文書を作成いたしました。

１．ユニフォーム規程について

資料「公益財団法人 日本バレーボール協会 競技要項 ～ 」参照P68 70

JVA特に、以下の点について再確認をし、規定に合わないユニフォームは、大会（

主催大会）に向けて手直しか再作製をする必要があります。

３．選手番号

( )ユニフォーム(ジャージ(シャツ))には、選手番号がユニフォームとl

はっきりと区別できる されていなければ対照的な色で、明確に表示

ならない。

（例）

5. チームネーム

に届け出たチ( )ジャージ(シャツ)の胸部もしくは背部に、l JVA-MRS

のいずれかを付けなければームネームまたはそれを特定できる略称

ならない。サイズは規定しない。また、チームのシンボルマーク(社

章・校章・略号)も付けてもよい。

( ) 所属する都2 ジャージ(シャツ)の袖に(袖が無い場合には背面襟下に)

なお、都道府県名の大きさはチーム名よ道府県名を付けてもよい。

りも小さいこと。 (高さが低いこと)

番号が明確に表示されていない例

柄と番号が同化している
番号が枠だけ
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２．ウエア・シューズ・サポーター公認制度について

毎年度ごと、 公認企業ロゴ一覧が示されますので、ご確認ください。JVA

３．日本小学生バレーボール連盟としての基本的な考え

（１）ユニフォームのデザインについて

ノースリーブのユニフォームに関して、肌の露出部分を多くすることで擦り傷等

のけがや盗撮のリスクがあることから着用は好ましくない。

許容されるデザイン（フレンチリーブ、キャプスリーブ）

（２）シャツのインとアウトについて

見た目も良くなく、パフォーマンスにも影響することが予想されることや肌の

シャツを入れるよう指導する。露出の点で怪我や盗撮のリスクもあることから

ただし、夏の大会で空調設備のない会場で開催する場合や会場内の熱中症指

数が上がっている場合など、状況によってはシャツを出して着用することを認

める。その判断は、各大会ごと主催（主管）者によって行い、大会要項または

代表者会議にて示す。

ベンチスタッフについては、選手と同様にシャツを入れるのが好ましいが、チ

ームの判断に委ね、指導はしない。

銀色で光って見えづらい地の色と対照的ではない
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公益財団法人 日本バレーボール協会 競技要項 ～ より資料 P68 70

Ⅰ ５ 国内競技大会参加チ ームのユニフォ ムについて- -
ユニフォーム規程

年 月2019 3
国内競技委員会

1. 目的

公益財団法人日本バレーボール協会(以下 )が主催する国内競技大会に参加する( )l JVA
ことを目的とする。チームのユニフォームや役員の服装についてその詳細を定める

( ) リーグ参加チームのユニフォームについては別に定める。また、 と他の団体2 V JVA
が共催する大会で別に定められた規程がある場合は、その規程に従う。

2.ユニフォーム

( )ユニホームl
① ユニフォームとは、ジャージ(シャツ)、ショーツを指す。６人制においてはソッ

クスもユニホームに含まれる。

② ユニフォームは配色やデザインが統一されていなければならない。 (リベロプレ

ーヤーを除く)

③ チームは、カラーの異なった 種類のユニフォーム(ジャージ(シャツ)・ショー2
ツ)を用意することが望ましい。

④ ユニフォームのメインカラー(主たる色)は、概ね 以上を占めていることとす2/3
る。

⑤ リベロプレーヤーはチームの他の競技者とはっきりと区別できる対照的な色のユ

ニフォーム(少なくともジャージ(シャツ)だけは)を着用しなければならない。 (明

瞭に区別できる色・デザインであること。 )

( )ジャージ(シャツ)・ショーツ2
① ジャージ(シャツ)およびショーツは色、デザインが統一されていること。

② ジャージ(シャツ)は半袖、長袖、ノースリーブが混在していてもよい。

( ) ソックス3
① 色および長さが統一していること。

３．選手番号

選手番号がユニフォームとはっきりと区別( )ユニフォーム(ジャージ(シャツ))には、l
できる対照的な色で、明確に表示されていなければならない。

( )選手番号は 人制においては１～ 番、 人制においては ～ 番までとする。2 6 20 9 l 18
ただし、やむを得ない場合は ～ 番まで認める。l 99

( )選手番号のサイズは、次の通りとする。3
高校生以上 小・中学生

高さ 字幅 高さ 字幅

以上 以上①シャツ胸部・中央 15cm 10cm
以上 以上②シャツ背部・中央 20cm 15cm

( )ショーツ前面下に、高さ ～ 、字幅 以上の選手番号を付けてもよいが、4 4 6cm 1cm
全員がそろっていなければならない。

4. チームキャプテン

( )チームキャプテンは、胸のナンバーの下に、長さ 、幅 のマークを、ジャーl 8cm 2cm
ジ(シャツ)と異なった色で付けていなければならない。

5. チームネーム

( )ジャージ(シャツ)の胸部もしくは背部に、 に届け出たチームネームまたはl JVA-MRS
それを特定できる略称のいずれかを付けなければならない。サイズは規定しない。

また、チームのシンボルマーク(社章・校章・略号)も付けてもよい。

( )ジャージ(シャツ)の に(袖が無い場合には に)所属する を付けて2 袖 背面襟下 都道府県名

都道府県名の大きさはチーム名よりも小さいこと (高さが低いこと)もよい なお。 、 。

以 上2cm 以 上2cm

６・９人制とも
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※小学生連盟では付けない6. 選手名

( )ジャージ(シャツ)背部の上部中央に、着用する選手の選手名または通称を表示してもl
よい。(選手名の表示を認めていない種別を除く)

① 選手名を表示する場合、出場する選手全員が表示することら

② 選手名のサイズは、高さ へ とする。6 8cm
③ 文字は、アルファベット横書きにより哀話するものとする。

④ 表記は直線状または、肩の曲線に合わせたゆるやかな曲線状とする。

7. マニュファクチャーロゴ

( )ユニフォームには、 が公認しているメーカーに限り、最大 × またほ ㎠1 JVA 5 4cm 2O
のマニフアクチャーロゴをジャージ(シャツ ・ショーツにそれぞれ一箇所だけ付け）

ることが許される。 (ソックスは、左右各々の、内側と外側に付けてもよい)

※小学生連盟では付けない8.スポンサーロゴ及びユニフォーム広告

( )ユニフォームにチームスポンサー名または商品名・商標・ロゴマーク及びユニフォl
ーム広告を付けることができる。ただし、別途定める「ユニフォーム広告に関する規

程」に従うこととする。

( )試合会場(体育館等)の規程により、広告掲載料が発生した場合は、当該チームがそ2
の実費を支払うものとする。

9. その他

上語 ～ 以外のものの表示認められない。( )ユニフォームには、l 3 8

1 0. トレーニングウェア

( )トレーニングウェアは全員が統一されていることが望ましい。1
( )トレーニングウェアにはチームネーム、選手名、選手番号を付けることができる。2
( )トレーニングウェアには最大 × または ㎠のマニフアクチャーロゴを付け3 5 4cm 20
ることができる。

( )スポンサー広告については、上記 と同様な扱いとする。4 8

1 1. アンダーウェア等について

( ) アンダーウェアはユニフォームの袖や裾、首等からはみ出してはならない。ただl
し、プレーの動作によってユニフォームの下から見えてしまうことは故意に見せるも

のでない限り制限されない。

( ) 医療を目的としたサポーター類は、プレー上危険がある場合や、プレーに有利に2
働く場合を除いて、規制されない。

( ) 明らかに色が違う腰に帯状にまくサポーター、コルセット類はユニフォームの下3
に着用しなければならない。

1 2. ペンチスタッフの服装

スタッフで統一された服装でなけれ( ) ベンチスタッフはジャケットを着用するか、l
ばならない。

( ) 部長や監督がジャケットを着用し、その他のスタッフが統一された服装であれば2
許可される。

タンクトップのような形状のシャツ類、短パン、ハ( ) 統一された服装であっても、3
ーフパンツは許可されない。

( ) ペンチスタッフの着用する服装には最大 × または ㎠のマニフアクチャー4 5 4cm 20
ロゴを付けることができる。

( )スポンサー広告については、上記 と同様な扱いとする。5 8
以上

この規程は 年 月 日より実施する。2019 3 31
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2022年 2月 27日 

都道府県協会・全国連盟 

競技委員長 各位 

公益財団法人日本バレーボール協会 

業務執行理事・事務局長代行  村上 成司 

ウェア・シューズ・サポーター公認制度について

平素より、バレーボールの普及・発展にご協力いただき、深く感謝申し上げます。 

さて、JVA 主催大会競技要項（ユニフォーム規程）に基づき、2009 年よりご案内してまいりました標記「ウェア・

シューズ・サポーター公認制度」ですが、おかげさまで各大会において定着し、円滑に運用されております。

（シューズ、サポーターについては、ユニフォーム規程には含まれておりませんが、公認・推薦制度に基づいて実

施されるものとご理解ください。） 

2022 年度におきましても、引き続き、趣旨をご理解いただき下記の要領にてご協力くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

記 

(１) 大会エントリーの際に、チームより別紙「ユニフォーム・シューズ・サポーター確認書」もあわせて提出してい

ただく。

(２) 【ユニフォーム】公認企業以外のものを使用する場合は、各チームが予めロゴを露出させないように処理を

する。

(３) 【シューズ】公認企業以外のものを使用する場合は、各チームが予めそのラインの一部を隠すなどの処理を

する。

(４) 【サポーター】公認企業以外のものを使用する場合は、各チームが予めロゴを露出させないように処理をす

る。

(５) ベンチに入るチーム役員についても同様の取扱いとする。

(６) プロトコールからゲーム終了までの取扱いとするが、試合後の公式行事（表彰式や記者会見を開催する場

合）は含むものとする。

(７) 対象は JVA主催国内競技会（全国大会）とするが、都道府県予選会も可能な限りこれに準じるものとする。

(８) 当日の著しい違反の防止のため、マスキングテープを用意し、実行委員長の判断のもとに処理をする。

(９) V リーグ機構所属チームの JVA主催国内競技会における適用は別途定める。

以上 

【添付資料】 

１．「ウェア・シューズ・サポーター確認書」 

２．当年度公認企業ロゴ一覧
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